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条例に基づく土砂搬入禁止区域指定の適法性 
土砂搬入禁止区域指定処分取消等請求事件 

（大阪地判令和６年４月18日） 

 

 

 

嘉 藤   亮 

 

 

 本稿は、「大阪府土砂埋立て等の規制に関する条例」に基づき、大阪府知事が、土砂埋立て等の継続により、人の

生命、身体又は財産を害するおそれがあると認められること等を理由として、事業者が所有する土地を土砂の搬入を

禁止する区域に指定したため、当該事業者らがその取消し等を求めて出訴した事案（大阪地判令和６年４月18日『判

例地方自治』516号117頁）について検討するものである。 

 建設工事に伴い発生した土砂が積み上げられた結果、その盛土が崩落することで人的・物的被害が生じ、あるいは

盛土から有害物質が流出して土壌や地下水が汚染されたりするおそれがあることから、各地方公共団体は条例を制定

して規制に乗り出してきた。本件は、こうした条例に基づき、土砂の搬入を禁止する区域を指定した行為の適法性が

争われた事案である。 

 本稿では、法律と条例の関係、指定行為の処分性、指定行為の適法性等に関連する法的課題について検討を行う。 

 

 

Ⅰ 事案の概要 
 

 大阪府知事は、2016年12月15日付けで、大阪府土

砂埋立て等の規制に関する条例（以下「本件条例」

という。）28条１項に基づき、大阪府豊能郡豊能町

における特定区域（合計面積6.70ha。以下「本件区

域」という。）を、同日から６か月間、土砂の搬入

を禁止する区域（以下「土砂搬入禁止区域」とい

う。）として指定した（以下「本件当初指定」とい

う。）。大阪府知事は、本件当初指定後も、未だ指

定の事由がなくなっていないと認められるとして、

本件条例28条４項に基づき、６か月ごとに、本件区

域を土砂搬入禁止区域として再指定していたところ、

2023年12月14日付けで、同項に基づき、同月15日か

ら翌年６月14日まで、本件区域を土砂搬入禁止区域

として再指定した（以下「本件現在指定」とい

う。）。 

 本件区域内に土地を所有し又は本件区域内で事業

を営む原告（Ａ社、Ｂ社及び当該会社の役職員）は、

これを不服とし、大阪府を被告として提訴した。本

件における原告の請求は、(ｉ)本件現在指定は指定

の要件を欠いており違法であることなどから、その

取消しを求める、(ⅱ)予備的に、本件区域のうち一

部（以下「予備的区域」という。）については指定

の要件を欠いており違法であるから、その取消しを

求める、及び(ⅲ)大阪府知事が違法な本件当初指定

や再指定をしたことにより営業上の損害を被ったと

して、国家賠償法１条１項に基づき損害の賠償とそ

の遅延損害金の支払を求める、というものであった。 

 

Ⅱ 判旨 請求棄却 

 

１ 争点① 条例の「法律の範囲」該当性 

 「地方自治法14条１項は、普通地方公共団体は法

令に違反しない限りにおいて同法２条２項の事務に

関し条例を制定することができる、と規定している

から、普通地方公共団体の制定する条例が国の法令

＜要 旨＞ 
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に違反する場合には効力を有しないことは明らかで

あるが、条例が国の法令に違反するかどうかは、両

者の対象事項と規定文言を対比するのみでなく、そ

れぞれの趣旨、目的、内容及び効果を比較し、両者

の間に矛盾抵触があるかどうかによってこれを決し

なければならない。例えば、ある事項について国の

法令中にこれを規律する明文の規定がない場合でも、

当該法令全体からみて、上記規定の欠如が特に当該

事項についていかなる規制をも施すことなく放置す

べきものとする趣旨であると解されるときは、これ

について規律を設ける条例の規定は国の法令に違反

することとなり得るし、逆に、特定事項についてこ

れを規律する国の法令と条例とが併存する場合でも、

後者が前者とは別の目的に基づく規律を意図するも

のであり、その適用によって前者の規定の意図する

目的と効果をなんら阻害することがないときや、両

者が同一の目的に出たものであっても、国の法令が

必ずしもその規定によって全国的に一律に同一内容

の規制を施す趣旨ではなく、それぞれの普通地方公

共団体において、その地方の実情に応じて、別段の

規制を施すことを容認する趣旨であると解されると

きは、国の法令と条例との間にはなんらの矛盾抵触

はなく、条例が国の法令に違反する問題は生じ得な

いのである（最高裁昭和50年９月10日大法廷判決・

刑集29巻８号489頁）。」 

 「土砂災害防止法は、土砂災害から国民の生命及

び身体を保護するため、土砂災害が発生するおそれ

がある土地の区域を明らかにし、当該区域における

警戒避難体制の整備を図るとともに、著しい土砂災

害が発生するおそれがある土地の区域において一定

の開発行為を制限し、建築物の構造の規制に関する

所要の措置を定めるほか、土砂災害の急迫した危険

がある場合において避難に資する情報を提供するこ

と等により、土砂災害の防止のための対策の推進を

図り、もって公共の福祉の確保に資することを目的

とする（１条）。そして、土砂災害防止法において

『土砂災害』とは、急傾斜地の崩壊（傾斜度が30度

以上である土地が崩壊する自然現象をいう。）、土

石流（山腹が崩壊して生じた土石等又は渓流の土砂

等が水と一体となって流下する自然現象をいう。）

若しくは地滑り（土地の一部が地下水等に起因して

滑る自然現象又はこれに伴って移動する自然現象を

いう。）又は河道閉塞による湛水（土石等が河道を

閉塞したことによって水がたまる自然現象をいう。）

を発生原因として国民の生命又は身体に生ずる被害

をいう（２条）。 

 これらの規定からすれば、土砂災害防止法は、そ

の規制等により、急傾斜地の崩壊など自然現象を発

生原因とする災害から、国民の生命及び身体を保護

することを目的とするものといえる。」 

 「他方、本件条例についてみると、同条例は、土

砂埋立て等に関する府（被告）、土砂埋立て等を行

う者、土砂を発生させる者及び土地の所有者の責務

を明らかにするとともに、土砂埋立て等について必

要な規制を行うことにより、土砂埋立て等の適正化

を図り、もって災害の防止及び生活環境の保全に資

することを目的とする（１条）。そして、本件条例

の規制の対象となる『土砂埋立て等』とは、土地の

埋立て、盛土その他の土地への土砂の堆積を行う行

為をいう（２条）。 

 これらの規定からすれば、本件条例は、人為的に

行われる土砂の堆積行為（土砂埋立て等）について

必要な規制を行うこと等により、災害の防止及び生

活環境の保全に資することを目的とするものといえ

る。」 

 「以上のとおり、土砂災害防止法は、その規制等

により、急傾斜地の崩壊など自然現象を発生原因と

する災害から、国民の生命及び身体を保護すること

を目的とするものであるのに対し、本件条例は、人

為的に行われる土砂の堆積行為（土砂埋立て等）に

ついて必要な規制を行うこと等により、災害の防止

及び生活環境の保全に資することを目的とするもの

であって、その規制対象を異にしており、両者の目

的が同一のものとはいえない。そして、本件条例28

条が定める土砂搬入禁止区域の指定を含め、本件条

例が土砂埋立て等につき必要な規制を行うことによ

り、土砂災害防止法の意図する目的と効果が阻害さ

れるものともいえない。 

 したがって、本件条例28条は、土砂災害防止法と

矛盾抵触するものとはいえず、違法無効とはいえな

い。」  
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２ 争点② 指定要件該当性 

 「本件条例28条１項によれば、大阪府知事は、

3,000平方メートル以上の埋立て等区域に該当する

本件区域において『①土砂埋立て等を継続すること

により、②人の生命、身体又は財産を害するおそれ

があると認められる場合であって、③この条例の目

的を達成するため必要があると認めるとき』に、本

件区域を土砂搬入禁止区域として指定することがで

きる。」 

(１) 土砂埋立て等の継続性 

 「本件条例28条が、土砂搬入禁止区域の指定制度

を設けた趣旨は、埋立て等区域において、土砂の崩

落、飛散又は流出を防止するための適切な設備や計

画がないまま土砂埋立て等が行われた場合には、土

砂の崩落等による災害発生のおそれが生じ、さらに、

土砂埋立て等を行っている者が行為停止等の指導や

命令等に従わず、土砂搬入が継続された場合には、

土砂の崩落等による災害発生のおそれが更に増大し、

人の生命、身体又は財産に危害が及ぶおそれがある

ことから、大阪府知事が当該埋立て等区域及びその

周辺の区域を土砂搬入禁止区域として指定し、当該

指定区域内への土砂の搬入を包括的に規制すること

により、土砂の崩落等による災害の発生を未然に防

止し、大阪府民の生活の安全を確保することにある

ものと解される。このような土砂搬入禁止区域の指

定制度の趣旨に加え、本件条例28条１項が『土砂埋

立て等を継続する』との文言を用いていること…に

も照らせば、上記指定をするためには、当該指定時

において、断続的であれ当該区域において実際に土

砂埋立て等が行われており、当該指定を行わなけれ

ば、土砂埋立て等が継続される客観的な蓋然性があ

ること（例えば、現に土砂埋立て等が行われている

場合や、土砂埋立て等を行っている者がこれを継続

する意思を示している場合など）が必要であると解

される…。」 

 「…本件当初指定時…において、原告事業者らは、

本件区域において実際に土砂埋立て等を行っていた

と認められ、また、本件当初指定を行わなければ、

原告事業者らが土砂埋立て等を継続する客観的な蓋

然性があったこと（本件区域における土砂埋立て等

を継続する意思があったこと）も明らかというべき

である。」 

(２) 人の生命、身体又は財産を害するおそれの有

無 

 「本件条例28条１項による土砂搬入禁止区域の指

定は、これにより当該指定区域における土砂の搬入

が禁止される…など、当該区域内の土地の所有者等

の私権を制約する効果を有することから、上記『人

の生命、身体及び
マ マ

財産を害するおそれがある』とい

うためには、抽象的な危惧感を抱く程度では足りず、

当該区域において土砂埋立て等を継続することによ

り、土砂の崩落等による災害（人的物的被害）が発

生する客観的かつ具体的な蓋然性があることを要す

ると解すべきである。そして、かかる蓋然性の有無

は、個別の事案に応じて、土砂埋立て等が行われて

いる区域の地形、当該区域の内外の人家等の立地状

況や道路等施設への近接性、当該区域内の公共物そ

の他動産・不動産の有無、行われている土砂埋立て

等の状況等の諸事情を総合的に考慮して判断すべき

である…」 

 「本件当初指定時において、本件土砂山は、客観

的に見て、土砂の崩落等が発生する危険性が高い状

態であったと推認されるところ、このような土砂の

崩落等が発生した場合には、本件区域に出入りする

作業員等の生命や身体等に被害が生じることが想定

される上、本件土砂山の周囲には田畑や本件府道が

存すること…からすれば、本件土砂山から大量の土

砂が本件区域外に崩落又は流出し、これらの田畑に

おいて作業を行っている者や本件府道を通行する者

の生命や身体に被害が及んだり、田畑や車両などの

財産に被害が及んだりする可能性がある。…そうす

ると、本件当初指定時において、本件区域において

土砂埋立て等を継続することにより、土砂の崩落等

による災害（人的物的被害）が発生する客観的かつ

具体的な蓋然性があったと認められ」る。 

(３) 目的達成のための必要性の有無 

 「本件条例は、人為的に行われる土砂の堆積行為

（土砂埋立て等）について必要な規制を行うことに

より、災害の防止及び生活環境の保全に資すること

を目的とするものであるが、…本件区域において土

砂埋立て等を継続することにより、土砂の崩落等が

発生し、本件区域内外の人の生命、身体又は財産を
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害するおそれがあったといえる…。 

 したがって、本件当初指定の時点で、本件条例の

目的（土砂埋立て等による災害発生の防止等）を達

成するため、本件区域を土砂搬入禁止区域に指定す

る必要があったと…認められる。」 

 「予備的区域について、要件〔２〕（人の生命、

身体又は財産を害するおそれ）該当性が否定される

ものとはいえない。」 

 

３ 争点③ 手続的違法事由の有無 

 「原告らは、事業者が行政機関との間で何らかの

手続を行っている中で、そのことを知った地方公共

団体が新たに条例を制定して当該事業者の地位に重

大な制限を課す場合には、地方公共団体は、事業者

の地位に配慮すべき義務を負うところ、被告には、

本件当初指定をするに当たり、原告会社らの地位に

何らの配慮もしなかった配慮義務違反があるから、

本件当初指定は違法である旨主張する。 

 しかし、原告らがその主張の根拠とする最高裁判

例（最高裁平成16年12月14日第二小法廷判決・民集

58巻９号2536頁）は、当該事案の具体的な事実関係

や条例の制定経緯、条例の内容等を検討した上で、

地方公共団体が条例に基づく処分をするに当たって

事業者の地位を不当に害することがないよう配慮す

べき義務を負う旨判示した事例判例であって、原告

らの主張するような配慮義務の一般的な判断基準を

示すものではないし、同判例の事案と本件とは事案

が異なるというべきである。」 

 「本件全証拠を検討しても、最終処分候補地を含

む区域につき本件保全地域指定をしたことが、原告

事業者らの信頼を裏切る違法不当なものとは認めら

れず、本件条例の制定経緯…に照らしても、本件条

例が、特に原告事業者らをねらい撃ちする目的で制

定されたものともいえない。そして、被告は、本件

当初指定をする前に、原告事業者らとの間で、本件

土砂山の復旧工事の実施に向けた協議を実施してい

た…上、本件当初指定をするに当たっても、大阪府

知事は、土砂埋立て等を行う行為者又は所有者とし 

ての原告らに、本件区域を土砂搬入禁止区域に指定

する必要がある理由の詳細を記載した上で意見照会

を実施していた…のであって、これらによれば、本

件当初指定に当たり、原告らの地位に応じた相応の

手続的配慮がされていたといえる。 

 したがって、本件当初指定に至る手続につき、配

慮義務違反の違法があるとはいえない。」 

 

４ 争点④ 本件現在指定の条例要件適合

性 

 「本件現在指定の時点において、本件区域につい

ては、本件条例28条４項所定の『指定の事由がなく

なっていないと認められるとき』の要件に該当する

から、本件現在指定は適法である。」 

 

Ⅲ 検 討 

 

１ 本件における争点と本判決の意義 

(１) 本件条例制定に至る経緯 

 本判決は、本件条例に基づき本件区域を土砂搬入

禁止区域に指定した行為の取消し、及び指定によっ

て被った損害賠償の請求に対し、本件当初指定及び

本件現在指定が適法であるとしてこれを退けたもの

である。 

 本件で問題とされた条例は、いわゆる「土砂条例」

や「残土条例」と呼ばれてきたものである（便宜上、

以下「土砂条例」という。）。1960年代の高度経済

成長期以降問題とされてきたとされるところ、建設

工事に伴い発生した土砂（建設発生土）は、一般的

に、廃棄物処理法の対象となる廃棄物ではないとさ

れ、また、汚染されていないものについては土壌汚

染対策法の対象とはならない。砂防法、森林法、

（旧）宅地造成等規制法等においても、災害防止の

観点からの土地利用規制はなされるが、適用範囲は

限定されており、建設発生土等の土砂の埋立て、盛

土等に伴う問題に十分に対処することができないこ

とから、各地方公共団体において、条例により土砂 
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埋立て等の規制に乗り出してきた(１)。そして、

1980年の千葉県市川市、1997年の千葉県による条例

制定を皮切りに、都市部の地方公共団体を中心とし

て、建設発生土の埋立て等を規制する条例が制定さ

れてきた(２)。他方で、建設発生土の埋立てに対処

する法律が制定されることはなく、建設発生土の不

適切な処理によって、土砂の流出や積み上げられた

土砂の崩落による人的・物的被害や地盤災害の発生、

自然生態系の破壊や自然地形の改変、建設発生土か

らの有害化学物質の流出による土壌汚染や地下水汚

染のおそれが指摘されてきた(３)（近時の動向につ

いては「おわりに」を参照）。 

 大阪府豊能町では、2014年２月25日、本件区域の

北東端から約300ｍの距離にある区域において、不

法（砂防法違反）投棄された土砂が崩落し、隣接す

る府道が土砂に覆われ、近隣の約1,300世帯が一時

停電となった(４)。大阪府では、これを契機として、

同年12月に本件条例が可決され、翌2015年７月より

施行された。 

 

(１) 北村喜宣「総合的建設残土対策条例の可能性」『環境政策法務の実践』（ぎょうせい 1999年）131頁以下（初出 

  1998年）、地方自治研究機構「土砂埋立て等の規制に関する条例（盛土規制条例）」https://www.rilg.or.jp/htdocs/img/re
iki/037_landfill_regulation.htm（最終閲覧2025年12月末。以下同じ。）。 

   廃棄物処理法と建設発生土の法的位置付けについては、北村喜宣「『当然の整理』を疑う」『自治総研』562号

（2025年）38頁以下参照。 

   なお、「おわりに」で述べるように、盛土規制法が成立した後は、「盛土条例」という標記が一般的になりつつあ

る。 

(２) 地方公共団体における土砂条例の制定とその後については、地方自治研究機構・前掲註(１)に詳しい。 

(３) 黒坂則子「土砂の埋立て等の行為に係る規制のあり方に関する一考察」『同志社法学』67巻２号（2015年）477－

478頁、同「土砂埋立て等の規制に関する条例の現状と課題」『日本不動産学会誌』29巻２号（2015年）111頁以下。

また、池田直樹＝杉田峻介「各事例にみる残土規制をめぐる問題と法規制の方向性」『環境管理』57巻９号（2021年）

19頁以下、藤倉まなみ＝古市徹＝石井一英「建設発生土の不適切処理事例と移動の実態からみる課題と対策の提案」

『土木学会論文集Ｇ（環境）』68巻６号（2012年）Ⅱ177頁以下参照。 

   さらに、第一次分権改革以前より課題を認識し、条例による規制の可能性を模索したものとして、北村・前掲註

(１)参照。 

   既存の法制度の整理につき、剱持麻衣「建設発生土をめぐるこれまでの動き」地方自治研究機構『建設発生土規制

をめぐる自治体の対応と今後の課題に関する調査研究（令和５年３月）』（2023年）https://www.rilg.or.jp/htdocs/uploa
ds/protect/R4_chousa/R4_11.pdf 11－15頁参照。 

(４) 大阪府ＨＰ「豊能町の土砂崩落等を踏まえた砂防指定地の管理について」https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/1573
7/01-02_37_20201225_h28_chiji.pdf 

   土砂を積み上げていた事業者は、農用地等その他土地造成目的で砂防法上の許可を受けていたが、許可内容を上回

る盛土がなされており、後日許可が取り消されている。当該崩落事案を受けた国の対応につき、剱持・前掲註(３)10

頁参照。 

(２) 本件条例のしくみと他の地方公共団体におけ

る条例の状況 

 本件条例は、「土砂埋立て等に関する府、土砂埋

立て等を行う者、土砂を発生させる者及び土地の所

有者の責務を明らかにするとともに、土砂埋立て等

について必要な規制を行うことにより、土砂埋立て

等の適正化を図り、もって災害の防止及び生活環境

の保全に資することを目的とする。」（１条）。こ

の条例において、「土砂埋立て等」とは、「土地の

埋立て、盛土その他の土地への土砂（混入し、又は

付着している物を含む…）の堆積を行う行為をい

う。」（２条１項）。「土砂を発生させる者」とは、

「建築工事（建設業法…第２条第１項に規定する建

設工事をいう…）の発注者及び請負人であって、そ

の建設工事に伴って土砂を発生させるものをいう。」

（同条３項）。この規定により、本件条例は、建設

残土の搬入や埋立てを対象としていることが分かる。

規制の枠組みとしては、土砂埋立て等を行う土地の

区域（埋立て等区域）の面積が3,000平方メートル

以上の場合における土砂埋立て等の知事の許可制

（７条以下）を柱とし、さらに土砂搬入禁止区域の

指定制度が設けられている。何人も土砂搬入禁止区
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域に土砂を搬入してはならず（29条）、これに違反

した者は２年以下の懲役または100万円以下の罰金

が科せられるものとされていた（37条４号）。 

 最初の都道府県レベルでの規制条例たる千葉県の

条例では、安全基準（環境基本法16条１項に規定す

る土壌汚染に係る環境基準に準じて規則で定めるも

の）に適合しない土砂等を使用した埋立て等を行っ

てはならないものとし、特定事業（土砂を搬入して

埋立て等を行う事業であって、埋立て区域の面積が

3,000平方メートル以上のもの）について許可制と

して、必要な監督権限等が規定されていた(５)。本

件条例に先立ち、1999年に施行された「神奈川県土

砂の適正処理に関する条例」は、建設工事に伴って

生ずる土砂の搬出に係る計画の策定を義務付け、

2,000平方メートル以上の土地の区域での土砂埋立

の行為を許可制とし、あわせて2,000平方メートル

以上の土地の区域について土砂搬入禁止区域の指定

制度を設けていた。本件条例は、その規定ぶりから

も、神奈川県条例と同じ枠組みを採用としたものと

いえよう(６)。 

(３) 本件区域と本件当初指定に至る経緯 

 本件区域は、その南側が山地であり、予備的区域

を含む北側には田畑が存在していた。本件区域のう

ち予備的区域を除く区域は、大阪府知事により森林

法５条２項１号所定の森林区域に指定されていた。

さらに、本件区域は、その全体が、国土交通大臣に

より、近畿圏の保全区域の整備に関する法律５条１

 

(５) 特定事業を規制する方式は、栃木県（1998年公布。以下同じ。）、愛媛県（2000年）、兵庫県（2003年）、徳島県

（2005年）、大分県（2006年）、岐阜県（2006年）、和歌山県（2008年）、高知県（2009年）、群馬県（2013年）、

佐賀県（2020年）、鳥取県（2021年）等でも採用されていた。それぞれの条例については、地方自治研究機構・前掲

註(１)にまとめられている。 

(６) 黒坂・前掲註(３)499頁、大阪府環境審議会「土砂の埋立て等の行為に係る規制のあり方について（答申）」14頁 

  https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/101590/50toushin1-1.pdf参照。 

   その他、埼玉県（2002年）、三重県（2019年）、宮城県（2019年）、新潟県（2022年）、静岡県（2022年）、長野

県（2022年）等においても、類似のしくみが採用されていた。また、福岡県では、条例の規定や条例に基づく命令に

違反した場合に、その旨を記載した標識を設置して、以降の搬入を禁止するものとしていた。それぞれの条例につい

ては、地方自治研究機構・前掲註(１)にまとめられている。 

(７) 当該区域に指定されたときは、区域内で建築物等の新築、宅地の造成、木竹の伐採等近郊緑地（既成都市区域の近

郊における保全区域内の樹林地（これに隣接する土地でこれと一体となって緑地を形成しているもの及びこれに隣接

する池沼を含む。）であって、相当規模の広さを有しているものをいう（２条３項）。）の保全に影響を及ぼすおそ

れのある行為をしようとするときは、あらかじめ府県知事にその旨を届け出なければならず（８条１項）、府県知事

は、当該届出に際して、近郊緑地の保全のため必要があると認めるときは、必要な助言又は勧告をすることができ

（同条２項）、無届の者には30万円以下の罰金が科せられる（23条２号）。 

項に基づき、近郊緑地保全区域に指定されていた(７)。 

 Ｂ社は、2011年、本件区域の一部について、大阪

府知事に対して同法８条１項に基づき、森林の立木

の伐採等の行為の届出をするとともに、豊能町長に

対し森林法10条の８第１項に基づき、伐採及び伐採

後の造林の届出をしていたものの、実際には真砂土

の採取等が実施され、さらに建設残土を本件区域に

搬入して本件区域内に積み上げていた。大阪府は、

近郊緑地保全区域内での是正工事の勧告等を行った

上で、森林法10条の２第１項に違反する無許可での

開発行為であるとして、2013年４月、同法10条の３

に基づき開発行為の即時中止を命じた。その後、本

件区域内の土砂が本件区域外の斜面に向かって崩落

し、土砂の流出が継続していたところ、Ａ社より是

正に向けた計画書が提出されたことから、条件付き

で当該中止命令を解除している。前述のとおり、

2014年２月に、近隣における大規模な土砂の崩落が

発生し、本件条例の制定につながっていく。 

 大阪府は本件区域全域における是正を促しつつ、

森林区域における復旧工事を命じたが、2014年８月、

本件区域内において、再度、土砂山が崩落する事故

が発生した。そこで、本件区域内に土砂の搬入や埋

立て等を行わないよう勧告するとともに、是正に向

けた協議を進めてきたが、土砂の搬入が継続された

ことから、2016年12月15日付けで、本件条例28条１

項に基づき、本件区域を土砂搬入禁止区域として指

定した。  
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２ 法律と条例との関係 

 本件において、原告は土砂災害防止法を比較の対

象として、土砂災害警戒区域内において何ら土地利

用制限を行っておらず、かつ、土砂災害特別警戒区

域内においても一部の開発行為のみを許可制として

いるに過ぎないこと等に照らして、同法による規制

を超えて条例による財産権の制限を容認する趣旨と

は解されないと主張していた。そのため、裁判所は

土砂災害防止法との関係で本件条例の適法性を検討

した上で、目的が異なっており、かつ、本件条例の

規制が土砂災害防止法の意図する目的と効果を阻害

することがないため、本件条例が「法律の範囲内」

（憲法94条）であるとしている。 

 この点、本件条例は、法令の規定する内容を修

正・追加するものではなく、また法律の適用前の時

間を捉えて規制を行うもの（前置条例）でもない独

立条例である。前述のとおり、本件条例は、埋立て

等区域の面積が3,000平方メートル以上の土砂埋立

て等について知事の許可制とし、あわせて、人の生

命、身体又は財産を害するおそれがあると認められ

る場合に、土砂搬入禁止区域を指定できる枠組みと

なっている。 

 当該許可制においては、国、地方公共団体その他

土地改良区、地方住宅供給公社、独立行政法人、西

日本高速道路株式会社等が行う土砂埋立て等が除外

されている（条例７条３号、施行規則３条各号）。

また、採石法、廃棄物処理法、土壌汚染対策法の規

律が及ぶもの（条例７条４号から６号まで）、港湾 

法、道路法、土地区画整理法、下水道法、河川法等

に基づく許可を受けたもの（条例７条７号、施行規

則４条各号）、さらに施設設置や再利用等の資源と

して活用することを前提とするもの（条例７条９号、

施行規則５条各号）が適用除外とされている。結局

のところ、前述のとおり、他の利用を直接の目的と

するものではない（単に搬入して放置することが想

定される）建設発生土等を対象とした典型的な土砂

条例と位置付けられる。 

 本判決は、本件条例が法律の範囲内であるかを判

断するための拠り所として、徳島市公安条例事件最

判（以下「昭和50年最判」という。）を引用する。

本件条例が独立条例である点は、徳島市公安条例と

共通する側面を有し（なお、公安条例は道交法との

関係での並行条例・上乗せ条例である。）、その判

決の射程が及びうるものといえる。また「両者の対

象事項と規定文言を対比するのみでなく、それぞれ

の趣旨、目的、内容及び効果を比較し、両者の間に

矛盾抵触があるかどうかによってこれを決しなけれ

ばならない」との判示部分は、神奈川県臨時特例企

業税条例事件最判（最判平成25年３月21日民集67巻

３号438頁）でも引用されており、法律と条例の関

係を検討する際の一般論として位置付けられている

（ただし、「法律の範囲内」か否かについて形式的

判断に陥ることがないようにとの戒め以上にここか

ら具体的な基準が導出されるわけではない。）。 

 これまで、法律と条例の関係については、昭和50

年最判の判示に従って、３つの例示に当てはめる形 
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で検討することが一般的となっている(８)。判決群

においては、目的の同一性は比較的緩やかに解され

ているようであり、地域の実情に応じた規制を許容

する趣旨を見出すものも多い。 

 この点、本判決は、土砂災害防止法が自然現象を

発生原因とする災害から国民の生命及び身体を保護

することを目的とし、本件条例は人為的に行われる

土砂埋立て等を規制することで災害の防止及び生活

環境の保全に資することを目的とするとして、目的

が異なると判断している。 

 目的規定は、目的と手段（趣旨）に分けて規定す

る例が多いところ、災害の防止という点については、

重複しているように見え、ただ規制手段として自然

現象を発生原因とする災害の防止と人為的行為（建

設残土等土砂の搬入と埋立て）を発生原因とする災

 

(８) 第１の例（法律に明文の規定はないが規制せず放置すべき趣旨である場合）に係るものとして、大阪地判令和４年

11月28日『労働判例ジャーナル』132号36頁（教育基本法・国旗国歌法と大阪府国旗国歌条例について、未規制のま

ま放置する趣旨ではない。）、高松地判令和４年８月30日『判例時報』2589号90頁（高松市ネット・ゲーム依存症対

策条例について、直接規制する法律はなく、目的を同一とする子ども・若者育成推進法も規制せず放置する趣旨では

ない。）等がある。 

   第２の例（別の目的に基づく規律を意図し、法律の意図する目的や効果を阻害しない場合）に係るもので、条例を

適法とするものとして、団体規制法と足立区反社会的団体の規制に関する条例に関する東京地判令和６年４月25日Ｌ

ＥＸ/ＤＢ25614490、東京地判平成29年12月25日ＬＥＸ/ＤＢ25560247及び東京地判平成24年12月６日『判例時報』

2217号17頁（目的が異なり、地域の実情に応じた規制を容認するものとする。）がある。その他、仙台高裁令和２年

12月15日『判例地方自治』485号69頁及び山形地判令和元年12月３日同号52頁（採石法・自然環境保全法と遊佐町水

循環保全条例）、教育基本法・国旗国歌法と大阪府国旗国歌条例に関する大阪地判平成30年３月26日ＬＥＸ/ＤＢ

25560109及び大阪地判平成29年５月10日『判例タイムズ』1447号174頁（法の趣旨に沿うものであり、その目的及び

効果を阻害するものではない。）並びに大阪高判平成28年10月24日判例時報2341号68頁（ただし、教育基本法との関

係では地域の実情に応じた規制を容認したものと解する。）、廃棄物処理法と世田谷区清掃・リサイクル条例に関す

る東京高判平成20年１月10日『判例時報』1995号61頁、東京高判平成19年12月26日『判例時報』1995号41頁及び東京

高判平成19年12月18日『判例時報』1995号56頁、名古屋高判平成18年５月18日ＬＥＸ/ＤＢ28130476（旅館業法と東

郷町ラブホテル等建築規制条例）、神戸地判平成５年１月25日『判例タイムズ』817号177頁（風営法と伊丹市教育環

境保全条例）等がある。他方、条例を違法とするものとして、福岡地判平成６年３月18日『判例タイムズ』843号120

頁（条例による産業廃棄物処理施設等の設置に関する規制は廃棄物処理法の目的・効果を阻害する。ただし、自然環

境保全法とは目的が同一で条例による規制を否定する趣旨ではないとする。）等がある。 

   第３の例（同一の目的であっても、法律が地域の実情に応じた規制を認める場合）に係るもので、条例を適法とす

るものとして、最判昭和60年10月23日刑集39巻６号413頁及び福岡高判昭和57年３月29日同462頁（児童福祉法と福岡

県青少年保護育成条例）、山形地判令和４年３月15日ＬＥＸ/ＤＢ25594351（軽犯罪法と山形県迷惑行為防止条例）、

差別的言動解消推進法と大阪市ヘイトスピーチ規制条例に関する大阪高判令和２年11月26日『判例地方自治』488号

18頁及び大阪地判令和２年１月17日『判例地方自治』468号11頁、名古屋地判平成27年３月12日ＬＥＸ/ＤＢ25447421

（砂利採取法と地下水水質保全条例）、広島地判平成22年11月９日『判例地方自治』353号36頁（地方自治法と府中

市政治倫理条例）、名古屋地判平成17年５月26日『判例タイムズ』1275号144頁（風営法と東郷町ラブホテル条例。

旅館業法については目的が異なり、法が定める以上の規制を禁止する趣旨ではないとする。）、盛岡地判平成９年１

月24日『判例時報』1638号141頁（風営法・旅館業法とモーテル類似施設建築規制条例）等がある。他方で、条例を

違法としたものとして、徳島地判平成14年９月13日『判例地方自治』240号64頁（廃棄物処理法と阿南市水道水源保

護条例）、建築基準法及び風営法と宝塚市パチンコ店等規制条例に関する大阪高判平成10年６月２日『判例時報』

1668号37頁及び神戸地判平成９年４月28日『判例時報』1613号36頁等がある。判決により表現に若干の違いも見受け

られる。分権改革以後の条例論とこれら諸判決の分析については、他日を期したい。 

害の防止という違いが見られるのみである。読み込

みの範囲にもよるが、土砂災害防止法は、自然現象

としての土砂災害に対し、災害発生時の警戒避難体

制を特に整備すべき区域として土砂災害警戒区域の

指定制度、そして災害発生時に住民等の生命又は身

体に著しい危害が生ずるおそれがあり、開発行為や

建築物の構造規制をすべき区域として土砂災害特別

警戒区域の指定制度をその柱とする。他方で、本件

条例は、土地の埋立て、盛土その他の土地への土砂

の堆積（土砂埋立て等）に起因する土砂災害の発生

を防止するため、土砂埋立て等を許可制とし、土砂

災害の発生防止の措置のための権限を定め、あわせ

て継続的な土砂搬入により、人の生命、身体又は財

産を害するおそれがあるとして土砂搬入を禁ずる土

砂搬入禁止区域の指定制度を設けている。そうする
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と、「両者の対象事項と規定文言を対比するのみ」

でも、端的に対象行為が異なるものを規律するもの

であって、そもそも法律の規制と重複ないし抵触す

るものではなく、かつ、法律の目的・効果を阻害す

るものではないとの結論を直接的に導くこともあり

うるのではないか（つまり、昭和50年最判の判示部

分から、地方自治の本旨と国と地方の役割分担を踏

まえ、目的が同一であっても規制対象が異なり、か

つ、法律の目的や効果を阻害しない場合という枠組

みを採用する、あるいは昭和50年最判の判示部分を

再構成して、対象事項と規定文言を対比するのみで

は条例の「法律の範囲内」該当性の判断が困難な場

合に、趣旨、目的、内容及び効果をも考慮すべきも

のと解することができるのではないか。）。 

 この点、昭和50年最判に従って、人為的行為によ

る災害の発生防止のための規制を放置する趣旨かど

うかを検討するとなれば、土砂災害防止法自体が、

人為的行為を発生原因とする災害の防止を視野に入

れていない以上、あえてそこから未規制のまま放置

する趣旨を読み込むことには困難を伴うであろう(９)。

また、目的が異なるとしたとしても、土砂埋立てに

起因する災害防止のために講じられた措置が自然現

象を発生原因とする災害の防止を阻害することは想

定し難い。他方で、目的を同一とした場合、土砂災

害防止法が地域の実情に応じた規制を認める趣旨か

どうか検討するにしても、前述のとおり、人為的行

為を発生原因とする災害の防止が視野に入っていな

い以上、それについて土砂災害防止法は語りようが

ない。本判決の基底にある思考がどうであれ、３つ

の「例示」の思考方式以外の途も許容されるのでは

ないか。 

 また、昭和50年最判は、「条例における重複規制

がそれ自体として特別の意義と効果を有し、かつ、

 

(９) 災害対策基本法によれば、「災害」とは、「暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、

地盤の液状化、噴火、地滑りその他の異常な自然現象又は大規模な火事若しくは爆発その他その及ぼす被害の程度に

おいてこれらに類する政令で定める原因により生ずる被害をいう」（災対法２条１項１号）。また、政令で定めるも

のとして「放射性物質の大量の放出、多数の者の遭難を伴う船舶の沈没その他の大規模な事故とする」（災対法施行

令１条）。つまり、人為的行為によるものでも一定規模を有するものであれば「災害」に含まれることとなる。 

   なお、本件は、最判昭和53年12月21日『判例タイムズ』380号78頁（高知普通河川条例事件）のように、未規制で

あるが、指定によりいつでも法律の規律を及ぼすことができる事案でもない。 

(10) 例えば、北村喜宣『環境法（第６版）』（弘文堂 2023年）232、562－563頁。 

(11) 南博方＝高橋滋＝市村陽典＝山本隆司編『条解 行政事件訴訟法〔第５版〕』（弘文堂 2023年）77頁［高橋滋］。 

その合理性が肯定される場合には、道路交通法によ

る規制は、条例による規制を否定、排除する趣旨で

はなく、条例の規制の及ばない範囲においてのみ適

用される趣旨のものと解するのが相当」であるとす

る。このうち「合理性が肯定される場合」は、すべ

ての例においても必要なものと解される。つまり、

法律との関係をクリアしたとしても、条例そのもの

の合理性が求められる。本判決はこの点について明

確に言及されていないが、本件条例に関しては、同

地区内で崩落事故が発生していたこともあり、少な

くとも規制すべき立法事実は認められるであろう。 

 

３ 区域指定の処分性 

 本件では争点になっていないが、「指定」という

行為につき処分性の有無が問題となりうる。つまり、

法の目的達成のため、土地利用規制として特定の用

途に限定したり、特定の活動を制限したりする区域

指定等の手段が採用された際に、抗告訴訟との関係

で当該指定等の訴訟対象性が問題となることがある。

例えば、用途地域の指定は、一般的・抽象的な制約

であって、法令の制定と同視できることから、処分

性は否定されている（最判昭和57年４月22日民集36

巻４号705頁 工業地域指定の事案）。また、鳥獣

保護法に基づく禁猟区の設定行為も処分性が否定さ

れている（最判昭和40年11月19日『判例時報』430

号24頁）。その他、公園区域の指定は、告示によっ

て行われる一般処分であって、具体的な利益侵害を

伴わないことから処分性が認められないと解されて

いる(10)。 

 他方で、行政庁の具体的な行為を待つことなく直

接に国民の法的利益に影響を与える行為は、処分性

を有する(11)。森林法に基づく保安林の指定解除行

為が問題となった長沼ナイキ訴訟最判（最判昭和57
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年９月９日民集36巻９号1679頁）は、旧法において

「『直接ノ利害ノ関係ヲ有スル者』に対して保安林

の指定及び解除の処分に対する訴願及び行政訴訟の

提起が認められていた」ことを指摘しつつ、「保安

林指定処分は、森林所有者等その直接の名宛人に対

しては、私権の制限を伴う不利益処分の性格を有す

るものである…」として、指定やその解除が処分で

あることを当然の前提としている(12)。その理由と

して、森林法が「保安林として指定された森林の森

林所有者その他権原に基づきその森林の立木竹又は

土地の使用又は収益をする者に対し、保安林の指定

によりその者が通常受けるべき損失を補償しなけれ

ばならない」（35条）とし、また指定に対する不服

申立てが規定されている（190条１項）ことも指摘

されてきた。 

 土壌汚染対策法に基づく要措置区域や形質変更時

要届出区域の指定は、前者について汚染除去等計画

の作成・提出とそれに基づく汚染除去の実施が求め

られ、土地の形質変更が禁じられる（７条及び９

条）。また、後者については、土地の形質変更につ

いて届出が必要とされ、届出内容が環境省令で定め

る基準に適合しない場合には、都道府県知事は計画

の変更を命じることができる（12条）。こうした

種々の法効果に鑑みれば、区域の指定には処分性が

あると解されている(13)。 

 さらに、告示によって行われるものに、建築基準

法42条２項による、いわゆる２項道路の指定がある

が、個別指定の場合には指定により建築制限等の私

権制限が課されることから処分性が認められ、「一

括指定の方法でされた場合であっても、個別の土地

についてのその本来的な効果として具体的な私権制

限を発生させるものであり、個人の権利義務に対し

て直接影響を与えるものということができる」とさ

れている（最判平成14年１月17日民集56巻１号１

 

(12) 塩野宏『行政法Ⅱ（第６版）』（有斐閣 2019年）111頁、宇賀克也『行政法概説Ⅱ行政救済法〔第８版〕』（有

斐閣 2025年）193頁等。 

(13) 北村・前掲註(10)434頁。 

(14) 山本隆司『判例から探求する行政法』（有斐閣 2012年）390頁以下。また、南他編・前掲註(11)79頁以下、神橋

一彦『行政救済法（第３版）』（信山社 2023年）56－59頁、興津征雄『行政法Ⅰ行政法総論』（新世社 2023年）

474頁以下参照。 

(15) 「対物処分とはあくまでも人を名宛人として人に法効果を及ぼす行政行為であり、対物処分であること自体から何

か特徴的な法効果が発生する必然性はない」。土井翼『名宛人なき行政行為の法的構造』（有斐閣 2021年）84頁。 

頁）。 

 そこで結局は、個別に判断していくことになると

ころ、繰り返しになるが、土砂搬入禁止区域の指定

は、公示によって行われ（28条２項及び３項）、指

定された場合、当該区域に土砂を搬入することが禁

じられる（29条）。これに違反した者は、２年以下

の懲役または100万円以下の罰金に処せられる（37

条４号）。本判決が述べるように、指定により、

「当該区域内の土地の所有者等の私権を制約する効

果を有する」。なお、土砂搬入禁止区域の指定は、

行政計画における完結型／非完結型の分類(14)に従

うならば、後続する行政側の行為が予定されている

ものではなく、完結型に該当するものといえようが、

「私人の権利への侵害は、…直接的かつ究極的な

（暫定的規制に止まらない）ものである」（最判平

成20年９月10日民集62巻８号2029頁 遠州鉄道土地

区画整理事業計画決定取消訴訟・藤田補足意見）。 

 本件条例の構造を見るに、「埋立て等区域…及び

その周辺の区域において土砂埋立て等を継続するこ

と」が前提となっている。つまり、土地所有者等に

よって特定の行為（盛土行為等）が行われているこ

とが想定されており、そうした具体的な行為を直接

的に禁止する手段としての制度と位置付けられる(15)。

本件においてもそうであるが、公示の形式をとると

しても、実質的には対象地域における土地利用行為

を特定した上で当該行為を禁ずるものであり、具体

的な私権制限を発生させるものとして処分性を認め

ることは妥当であろう。 

 他方で、原告らによる手続違反の主張に対し、本

判決は、指定が対物処分であって、特定の者を名宛

人とするものではないから、大阪府行政手続条例に

いう不利益処分に該当しないとする。この点、名古

屋地判平成26年４月10日ＬＥＸ/ＤＢ25446824は、

「保安林の指定の解除は、同法27条１項に基づく直
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接の利害関係人からの申請を契機とすることはあっ

ても、保安林の指定と同様、農林水産大臣が、専ら

公益的な見地から、特定の者を名宛人とせずに行う

一般処分であって、上記申請をした者に対する処分

ではないから、これを求める同項所定の『申請』は、

行政手続法８条１項、２条３項所定の『申請』には

当たらない」とする。これに対しては、森林の所有

者との関係では個人の財産権を直接的に制限するも

のであり個別処分の側面を有していること、また森

林法の定める各種の規定を考慮せず、指定が一般処

分であるとの前提に立って、申請を一般処分への契

機と位置付けているとの批判がある(16)。 

 本件条例は、土砂搬入禁止区域の指定に際し、指

定の準備のため必要がある場合に、対象となる土地

の測量や調査について規定し（28条５項）、再指定

の際に当該指定に係る区域を管轄する市町村長から

の意見を聴取することを求める（同条４項）ほか、

事前の手続について特段の定めを置いていない。こ

の点は、本件条例と同様に土砂搬入禁止区域の指定

制度を採用している他の地方公共団体の条例におい

ても同様である(17)。 

 本件においては、これまで数度の土砂搬入が認め

られ、さらに2014年12月の本件条例可決後、複数回

の土砂搬入が認められたことから、土砂搬入や埋立

て等を行わず、適正な管理に努めるよう勧告し、土

砂搬入禁止区域に指定することについて意見照会を

２度行った上で本件指定を行っていることから、最

低限の手続を踏んだとは言えるかもしれないが、定

型的処分以外で訴訟法上処分性が認められたものに

関する手続の在り方は立法の側に返された課題とい

うことになろう(18)。 

 

４ 条例要件適合性 

 本件条例が規定する指定の要件としては、①土砂

 

(16) 阿部泰隆『処分性・原告適格・訴えの利益の消滅』（信山社 2021年）25頁以下（初出2012年）。 

(17) 註(６)において列挙する地方公共団体の条例を参照。 

(18) 中川丈久「処分性を巡る最高裁判例の最近の展開について」藤山雅行＝村田斉志編著『行政争訟〔改訂版〕』（青

林書院 2012年）141－143頁参照。 

(19) 事実認定にも行政側の評価は介在するが、「ここでの評価には、裁判所の審査を限定せしめるような評価の自由＝

行政の裁量判断は存在しない」。三浦大介「行政判断と司法審査」磯部力＝小早川光郎＝芝池義一編『行政法の新構

想Ⅲ 行政救済法』（有斐閣 2008年）110－111頁。 

(20) 一般的に、黒坂則子「土砂条例をめぐる近年の裁判例の動向」『環境法研究』41号（2016年）145－159頁参照。 

埋立て等を継続することにより、②人の生命、身体

又は財産を害するおそれがあると認められる場合で

あって、③この条例の目的を達成するため必要があ

ると認めるとき、の３つに分節される。 

 条文の文言上、一定の裁量が認められるように見

えるが、物の客観的状態に関するものであることか

らも、これらの認定については立証された事実から

行うことが可能であって、裁判所としても当事者の

主張に基づき事実認定を行い、それぞれの要件の該

当性を認定している(19)。この点は「災害の防止及

び生活環境の保全」といった生命・身体・財産の保

護を直接の目的とする本件条例の趣旨からしても妥

当である。 

 土砂条例に基づく措置の適法性が訴訟上争われた

例は少ないながらも存在する(20)。 

 大阪地判平成18年３月16日『判例地方自治』282

号28頁は、河内長野市の土砂条例に基づき特定事業

の許可を受けたものの、条例上の義務を履行してい

ないとして、事業停止命令、次いで事業許可の取消

しを受けたため、当該処分の取消しと損害賠償を求

めた事案である。裁判所は、条例上求められる搬入

予定量を超える土砂搬入や水質検査・土壌検査に関

する所定の書類の提出や報告がなされていないこと

から、条例が規定する事由に該当するとして請求を

退けた。 

 横浜地判平成25年７月10日『判例地方自治』380

号68頁では、神奈川県の土砂条例に基づき許可を受

けて土砂埋立て行為等に係る工事を完了しないまま

工事廃止を届け出たため、土砂流出のおそれがあっ

たことから、措置命令を発したものの、これに応じ

なかったことから代執行が行われ、納付命令が発令

されたが、これに工事を請け負った者が取消訴訟を

提起したものである。裁判所は、代執行が実施され

たことにより、原告に課された作為義務が消滅した
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ことから、訴えの利益がないとして請求を却下し、

また納付命令についても適法とした。 

 水戸地判平成25年12月19日『判例地方自治』387

号74頁は、日立市の土砂条例に基づき埋立て許可が

なされたものの、実際には埋立てが行われた後にな

された処分であることから、近隣住民がその取消し

と除却命令処分の義務付けを求めたものであるが、

除却命令処分を発する必要がないと判断したとして

も、そこに不合理な点は見られず、また許可処分が

取り消されたとしても、先に埋立てが行われたこと

から、原状回復すべき義務が直ちに生ずるものとは

いえないとして原告の訴えの利益を否定した。 

 千葉地判平成26年４月18日『判例地方自治』394

号47頁では、土砂等の埋立て許可に対し、周辺住民

が許可要件を欠くとして当該許可処分の取消しを求

めた事案であって、地裁は許可要件の適法性を支持

し、控訴審（東京高判平成27年６月18日ＬＥＸ/Ｄ

Ｂ25540778）もこれを是認した(21)。 

 千葉地判平成26年11月27日『判例時報』2251号69

頁は、埋め立てた土砂等が崩落した結果、自己の土

地に土砂が流入する事故が発生したことから、当該

土地の所有者が市に対して規制権限の不行使の違法

に基づく国家賠償等を求めた事案であり、盛土の状

況についての見立てが不十分であって、規制権限を

行使すべきであったとして国賠責任を認めた(22)。 

 大阪地判平成28年11月30日ＬＥＸ/ＤＢ25448817

は、河内長野市の土砂条例に基づき特定事業の許可

を受けた者による埋立て等について、災害防止対策

が不十分であるとして、周辺住民らが土砂等の撤去

命令の義務付けを求めたものであるが、土砂等の撤

去を命ずる必要性が認められないとして、原告の請

求を退けた。 

 いずれにせよ、本件とは事案が異なるため、あま

 

(21) 評釈として、千葉実「判批」『Watch』18号（2015年）301頁参照。 

(22) 評釈として、黒坂則子「判批」『判例地方自治』404号（2016年）60頁、中山代志子「判批」『自治研究』92巻７

号（2016年）141頁以下参照。 

(23) その他、土砂条例に関するものとして、水戸地判令和４年12月22日ＬＥＸ/ＤＢ25594448（守谷市土砂条例上、許

可を要する土地面積に満たない事業であったため、当該条例に基づく工事停止命令等を取り消す）、東京高判平成20

年10月16日『判例時報』2051号34頁（混合再生改良砂は千葉県の土砂条例にいう「土砂等」に該当しないとして特定

事業不許可処分を是認）等がある。 

(24) 高松高判平成18年１月30日『判例時報』1937号74頁（阿南市水道水源保護条例事件）もこれに従った形で事案を処

理している。 

り参考とはならない(23)。本件においては、行政側

の指導や勧告等が行われ、本件条例制定前において

も、森林法等、既存の制度を活用した対応が行われ

ていたにもかかわらず、数度にわたる土砂搬入が行

われ、危険な状況が作出されていることが明らかで

あることから、その結論は妥当であろう。 

 

５ 条例制定における配慮義務 

 原告は、紀伊長島町水道水源保護条例事件最判を

引用して、事業者の地位を不当に害することがない

よう配慮すべきであったと主張していた(24)。紀伊

長島町の事案では、県の廃棄物処理施設設置許可の

申請に係る事前協議への参加を通じて廃棄物処理業

の実施を知り、その手続が進捗していることを認識

しつつ規制条例が制定されたものであるため、既存

利益への配慮ないし経過措置が求められた。前述の

とおり、本件条例の制定の契機は、別区域における

土砂崩落にあるところ、本件条例が原告の行為それ

のみを狙い撃ちにしたとは言い難い。 

 

おわりに ― 判決の射程 

 

 本件は土砂条例に関連した指定に対する取消訴訟

及び国家賠償請求訴訟であって、当該指定の適法性

が判断された点に特色がある。他方で、2021年７月

に発生した静岡県熱海市における大規模土石流事件

により、危険な盛土に対する全国一律、かつ、土地

の用途に関わらない隙間のない規制枠組みを整備す

べきとして、2022年５月に宅地造成法を改正し、宅

地造成及び特定盛土等規制法（盛土規制法）が成立

し、翌2023年５月に施行された。同法に基づき、盛

土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区

域（特定盛土等規制区域）として指定することがで
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き、農地・森林の造成や土石の一時的な堆積も含め

て、規制区域内で行う盛土等は許可の対象とされる(25)。 

 大阪府は、盛土規制法に基づき、2024年４月に、

一部を特定盛土等規制区域に指定し、残りの府全域

を宅地造成等工事規制区域に指定し、本件条例を廃

止することとした(26)。そのため本件は、法律と条

例の関係に関する事例を重ねたものと位置付けられ

る。 

 なお、規制区域に指定された場合は、区域内の土

砂埋立て等は許可を要することから、指定の後、許

可申請を行い、当該申請に対する処分を捉えて訴訟

提起をすることとなるため、区域指定の処分性は消

極的に解されることとなろう。 

（かとう りょう 神奈川大学法学部教授） 

 

 

キーワード：盛土条例／法律と条例／取消訴訟／処分性

 

 

(25) 盛土規制法については、地方自治研究機構『建設発生土をめぐる自治体の対応と今後の課題に関する調査研究（令

和６年３月）』（2024年）https://www.rilg.or.jp/htdocs/uploads/protect/R5_chousa/R5_11.pdf、「特集／盛土規制法と自治

体の対応」『自治体法務研究』2025夏６頁以下、地方自治研究機構・前掲註(１)、佐々木晶二『逐条解説宅地造成及

び特定盛土等規制法』（ぎょうせい 2025年）２－21頁等参照。 

(26) 大阪府ＨＰ「大阪府土砂埋立て等の規制に関する条例」https://www.pref.osaka.lg.jp/o120040/midori/dosyajourei/index.h
tml 
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欠格要件としての成年被後見人等の削除と関係規定の適正化 
一括整備法の制定と個別法の実施 

 

 

 

 

北 村 喜 宣 

 

 

 かつて多くの法律には、「成年被後見人又は被保佐人」という欠格条項が規定されていた。しかし、これは、障が

い者に対する過度な権利制約である。そこで、2018年の関係法の一括改正によって削除され、たとえば、「心身の故

障により適切に業務ができない」のように、そうでない場合には、成年被後見人等であっても、本人の状況次第で、

許可や届出にかかる行為が認められるようになった。 

 ところが、現実には、行政において、本人の心身に関する状況を的確に判定するのは困難である。成年被後見人等

ではないと申告されれば、それを信じるほかない。また、成年被後見人であるが契約内容の理解はできるという内容

の診断書が出された場合もそうである。廃棄物処理法の行政実務からは、本人の客観的病状を踏まえた審査はできな

いという運用実態が確認される。 

 

 

1. 背景事情と一括整備法案の上程 
 
(１) 成年後見制度の整備と展開 

 1999年の第146回国会における「民法の一部を改

正する法律」などの成立により、成年後見制度は、

現在の形に整備された(１)。同制度は、認知症や知

的障害などのために財産管理、契約締結、遺産分割

等にあたっての判断を自分で行うことが難しい者に

関して、その判断能力を補完するべく、財産等に関

する本人の権利を擁護するための援助者を選定する

ことを通じて、本人を法的に支援するものである。 

 整備された以上、その利用の促進が期待される。

ところが、認知症有病者についてみると、その数に

比して成年後見制度の利用は低調であった。理由は

 

(１) 成年後見制度については、さしあたり、山野目章夫（編）『新注釈民法(1) 総則(1)』（有斐閣、2018年）446頁以

下［新井誠］参照。 

(２) 参議院内閣委員会調査室『〔法案参考資料〕成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係

法律の整備に関する法律案（第196回国会閣法第56号）』（令和元年５月）（以下「参院法案参考資料」として引

用。）１～３頁参照。 

多様であろうが、そのひとつに、成年被後見人等で

あることが許可等を定める個別法において絶対的欠

格要件として規定されている点があったとされてい

る(２)。意思能力に欠ける常態にある者であっても、

日常生活においてそうした法律との関係を持つこと

はそれほど多くないと思われるが、欠格要件として

指定されているがゆえに制度の利用を躊躇するとい

うのである。 

 

(２) 是正のための具体的取組み 

 この認識は、2016年制定の「成年後見制度の利用

の促進に関する法律」（以下「利用促進法」とい

う。）の基本方針のなかに、「成年被後見人等の人

権が尊重され、成年被後見人等であることを理由に

不当に差別されないよう、成年被後見人等の権利に

＜要 旨＞ 
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係る制限が設けられている制度について検討を加え、

必要な見直しを行うこと」（11条２号）として記さ

れていた。制定時の利用促進法22条にもとづき設置

された成年後見制度利用促進委員会は、「成年被後

見人等の権利に係る制限が設けられている制度の見

直しについて（議論の整理）」（平成29年12月１日）

をとりまとめ、そのなかで、欠格要件を規定する欠

格条項について、個別法のなかに代替的個別審査規

定が規定されていれば同条項を削除し（以下「パ

ターンＡ」という。）、整備されていなければ当該

欠格条項を削除するとともに代替的個別審査規定を

整備すべき（以下「パターンＢ」という。）とした。

そして、「政府全体で次期通常国会への見直し一括

整備法案の提出に向けて速やかに検討を進めるべき」

としたのである(３)。利用促進法によってアクセル

を踏む一方で、個別法に規定される欠格条項がブ

レーキのように作用しているという認識が基本にあ

る。 

 その後の政府内部での調整を経て、2018年３月13

日に、「成年被後見人等の権利の制限に係る措置の

適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律

案」が閣議決定され、第196回国会に上程された

（後述のように、可決成立は、第198回国会)。本稿

は、参院法案作成資料のほか、筆者が「行政機関の

保有する情報の公開に関する法律」３条にもとづく

開示請求を通じて入手した国会答弁資料（以下「答

弁資料」という。）も踏まえ、全文174か条および

全30か条の附則より構成される同法（以下「一括整

備法」という。）の法案審議における論点を整理す

る(４)。さらに、具体的対応として、独自の調査を

 

(３) 成年後見制度利用促進委員会「成年被後見人等の権利に係る制限が設けられている制度の見直しについて（議論の

整理）」（平成29年12月１日）１頁。 

(４) 一括整備法案は、188本の法律の一部改正法の「束」であるため、通常の法案のような条項ごとの想定問答集は、

作成されていない。入手した答弁資料は、いくつかのファイルを寄せ集めたようなものであり、形式的にも一貫性に

欠けているが、それだけに特徴的な面がある。使用する委員会期日や答弁の相手方委員氏名も記されており、これと

突き合わせて会議録を読むと、政府側の「手の内」がわかっておもしろい。質問取りにおけるやりとりなどを通じて

か、質問をする特定の議員のスタンスや問題意識が注記されていたり、持ち時間内における「シナリオ」が書かれた

りしている。「出来レース」と揶揄される質疑の舞台裏がわかる。「……と執拗に問われた場合」という表記には

笑ってしまう。ほかの箇所で用いられているように、通常は「更問」とするだろう。「更問１」「更問２」のあと

「更に執拗に問われた場合」という表記もあった。ちなみに、新村出（編）『広辞苑〔第７版〕』（岩波書店、2018

年）は、「執拗」を「過度なほどしつこいこと」と説明する（1311頁）。この言葉が用いられたのは、国民民主党と

日本共産党の委員に関する部分であったが、職員の深層心理が表出しているようにもみえる。 

(５) 第198回国会衆議院内閣委員会議録17号（2019年５月17日）２頁［内閣官房審議官・三浦健太郎］参照。 

踏まえて、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」

（以下「廃棄物処理法」という。）14条にもとづく

産業廃棄物処理業許可制度の運用の実情を紹介する。 

 

2. 成年被後見人等の権利の制限に 
 係る措置の適正化等 
 
 上程時の法案では、179法律の改正が予定されて

いた。ところが、そのひとつである土地改良法につ

いては、第196回国会において可決成立したその一

部改正法のなかで欠格条項（総代の被選挙権）にか

かる規定が削除された（旧23条３項）。そこで、急

遽、調整対応がされ、衆議院における修正によって

178法律となった。そのほかに、改正される法律を

準用する法律が９本あり、これらも改正される。こ

のため、「188本という多数の法律を改正するもの」

とされていたが(５)、結果的に、187本の法改正と

なった。土地改良法を含めると、188本の法律から

絶対的欠格条項が消えたことになる。 

 一括整備法案の改正対象法律数と改正内容は、図

表１のようになっている。 

 法案は、全体12章構成である。内閣官房のほか、

外務省を除く１府10省のそれぞれに関して図表２の

通り、関係する改正対象の法律の改正内容が規定さ

れている。内閣府関係等が38か条、厚生労働省関係

が34か条と多くなっている。 

 参院法案参考資料は、内閣府の整理を踏まえて、

改正を受ける法律を５つの分野に分類する（公務員

等、士業等、法人役員等、営業許可等、法人営業許

可等）。そのうえで、例をあげつつ改正内容をわか 
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図表１ 上程後の一括整備法案における改正対象法律数と改正内容 

 

【改正対象法律数】 

 法律数 

成年被後見人等が欠格事由でなくなる法律 188 

（欠格条項そのものを改正） （179） 

（他法の欠格条項を準用） (９) 

 

【改正内容】 

 法律数 

欠格条項を単純削除する法律 57 (50) 

個別審査規定を整備する法律 124 （122）

双方を含む法律 ７ (７) 

［註］カッコ内の数字は、欠格条項そのものを改正したもの。 

［出典］答弁資料より筆者作成。 
 

図表２ 一括整備法案の構成 

 

 第１章 内閣官房関係（１～２条） 

第２章 内閣府関係等（３～40条） 

第３章 総務省関係（41～49条） 

第４章 法務省関係（50～59条） 

第５章 財務省関係（60～66条） 

第６章 文部科学省関係（67～73条） 

第７章 厚生労働省関係（74～107条） 

 第８章 農林水産省関係（108～116条） 

第９章 経済産業省関係（117～140条） 

第10章 国土交通省関係（141～165条） 

第11章 環境省関係（166～173条） 

第12章 防衛省関係（174条） 

附則 

 

［出典］筆者作成。 

 

りやすく解説している。それも利用しつつ、説明し

よう(６)。一括整備法により改正を受けた法律は、

文末の図表３のとおりである(７)。 

 

(１) 公務員等：国家公務員法、自衛隊法 

  等 

 国家公務員法や自衛隊法などにおいては、採用時

に試験や面接などによって、本人の適格性を判断す

る。そして、採用後は、心身の故障などにより職務

遂行が困難となった場合でも、病気休職や分限など

の規定がすでに整備されている。成年後見制度利用

促進委員会のとりまとめにある「代替的個別審査規

 

(６) 参院法案参考資料・前註(２)５～８頁の表記を、一部省略して記載している。 

(７) これらの法律名称は、2018年の法案成立時のものである。「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」

「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」のように、その後の改正で「個人情報の保護に関する法

律」となったものもある。 

定がある場合」である。このため、そこで示された

方針にしたがえば、消極的資格要件としての欠格条

項の削除となる。パターンＡである。削除をしても

能力チェックができる仕組みが残っているというわ

けである。文末の図表３にあるように、このパター

ンとなっているのは、14法である。 

 国家公務員法については、以下のとおりである。 

 

（例）国家公務員法（昭和22年法律第120号）の改

正（第１条関係） 

 

（欠格条項） 

●－自治総研通巻569号 2026年３月号－●

－ 16 －



 

－ 4 － 

●－自治総研通巻569号 2026年３月号－● 

第38条 次の各号のいずれかに該当する者は、人事

院規則で定める場合を除くほか、官職に就く能力

を有しない。 

 一 成年被後見人又は被保佐人  →欠格条項を  

   単純削除  

 
 
 国家公務員法については、同法78条が、「本人の

意に反する降任及び免職の場合」という見出しのも

とで、４つの事由を限定列挙する。そのひとつに、

「心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又

はこれに堪えない場合」（２号）がある(８)。 

 欠格条項の単純削除によって、入場時
．．．

の事前

チェックではなく、入場後
．．．

の事後チェックになりそ

うにも思われる。しかし、そうではなく、かりに成

年後見登記がされていて「該当あり」という証明が

提出されたとしても、「意思疎通に支障はない」と

いう趣旨の診断書が提出されたときには、それを踏

まえて採用時の筆記試験や面接試験が個別にされる

ことにはなる(９)。したがって、完全な事後チェッ

ク移行というわけではない。 

 

(２) 士業等：弁護士法、医師法等 

 弁護士法や医師法などの士業関係法については、

原則として現行の欠格条項の削除を行い、あわせて

個別審査規定を整備する。これは、「代替的個別審

査規定がない場合」の対応方針にしたがったパター

ンＢの措置である。一方、就任時に試験や個別審査

規定により適格性を判断し、その後、心身の故障な

どにより職務遂行が困難な場合の取消規定などがす

でに整備されている場合は、現行の欠格条項を削除

する。これは、「代替的個別審査規定がある場合」

の対応方針にしたがった措置である。 

 

(８) 吉田耕三＋尾西雅博（編）『逐条国家公務員法〔第２次全訂版〕』（学陽書房、2023年）376～377頁は、「採用時

に競争試験や選考による能力実証手続を経ることにより適格性を判断し、その後、心身の故障等により職務を行うこ

とが難しい場合においても分限免職などの規定が整備されていること」を踏まえて一括整備法により削除されたとい

う経緯を説明するのみである。地方公務員法に関する、橋本勇『逐条地方公務員法〔第６次改訂版〕』（学陽書房、

2013年）243頁についても、同様である。 

(９) 診断書を取得すべき医師は具体的に指定されないから、採用を希望する本人は、自分にとって有利と考える内容に

してくれる医師を求めて「ドクター・ショッピング」をするだろう。「患者に有利な内容の診断書を書く医師の存在

は、業界では知られている。」という話は、よく耳にする。料金の相場は、一通あたり数千円から１万円のようであ

る。筆者自身、「お願いしたとおりの内容の診断書を3,000円で心療内科医に書いてもらった。」という本人談に接

したことがある。診断書については、後註(17)参照。 

 士業等に関する法律は、文末の図表３にあるよう

に、37法ある。以下にみる医師法は、後者のパター

ンＡである。 
 

（例）医師法（昭和23年法律第201号）の改正（第

79条関係） 

 

第３条 未成年者、成年被後見人又は被保佐人に

は、免許を与えない。  →欠格条項を単純削除  

第４条 次の各号のいずれかに該当する者には、免

許を与えないことがある。 

 一 心身の障害により医師の業務を適正に行うこ

とができない者として厚生労働省令で定めるも

の  →医師免許を与える際の個別審査規定  

  （既設） 

第７条 医師が、第３条に該当するときは、厚生労

働大臣は、その免許を取り消す。 

２ 医師が第４条各号のいずれかに該当し、又は医

師としての品位を損するような行為のあつたとき

は、厚生労働大臣は、次に掲げる処分をすること

ができる。  →医師免許が与えられた後の個別  

  審査規定（既設） 

 一 戒告 

 二 ３年以内の医業の停止 

 三 免許の取消し 

２～17（略） 

 

（参考）医師法施行規則（昭和23年厚生省令第47

号）（抄） 

（法第４条第一号の厚生労働省令で定める者） 

第１条 医師法（昭和23年法律第201号。……）第

４条第一号の厚生労働省令で定める者は、視覚、

●－自治総研通巻569号 2026年３月号－●

－ 17 －



 

－ 5 － 

●－自治総研通巻569号 2026年２月号－●

聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能

の障害により医師の業務を適正に行うに当たつて

必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うこと

ができない者とする。 

（障害を補う手段等の考慮） 

第１条の２ 厚生労働大臣は、医師免許の申請を行

つた者が前条に規定する者に該当すると認める場

合において、当該者に免許を与えるかどうかを決

定するときは、当該者が現に利用している障害を

補う手段又は当該者が現に受けている治療等によ

り障害が補われ、又は障害の程度が軽減している

状況を考慮しなければならない。 

 
 

 医師法においても、国家公務員法と同様になる。

事後的チェックは可能であるが、それ以外にも、成

年後見登記にかかる登記事項証明書（「後見登記等

に関する法律」10条１項)(10)とともに「意思疎通は

できる」という趣旨の診断書が提出されたときには、

その内容が個別審査されることになる(11)。 

 

(３) 法人役員等：医療法（医療法人の評

議員）、信用金庫法（信用金庫の役員

ほか）等 

 医療法や信用金庫法などに規定されている役員の

欠格事由から、成年被後見人等を削除し、個別審査

規定を整備するものである。参院法案参考資料を踏

まえると、文末の図表３にあるように、29法ある。 

 
 

（例）医療法（昭和23年法律第205号）の改正（第

81条関係） 

 

(10) 交付にあたっては、管轄の法務局および地方法務局（本局）での窓口申請、または、東京法務局民事行政部後見登

録課への郵送申請をすることになる。 

(11) 平沼直人『医師法：逐条解説と判例・通達〔第３版〕』（民事法研究会、2025年）17～18頁の医師法４条の解説部

分には、施行規則１条および１条の２のコピー以上の内容はない。大した関心事ではないのだろう。 

(12) 平沼直人『医療法：逐条解説と判例・通達』（民事法研究会、2023年）227～228頁の医療法46条の４に関する解説

部分には、「施行規則31条の３の５」（31条の３の６の誤記だろうか）の内容のコピー以上の記述はない。前註(11)

書と同じ著者であるが、大した関心事ではないのだろう。 

(13) 塩事業法の一部改正は、成年被後見人等の法定代理人が成年後見人等の手続開始の決定を受けた場合を欠格要件と

して規定していた。直接は成年後見人等を排除する目的ではないが、それの趣旨を明確にするために、関係部分が削

除された（７条１項５号）。 

(14) 田中智仁『警備業法の論点』（現代人文社、2023年）22頁以下は、欠格要件の変遷を解説する。本文で紹介したよ

うに、個別審査規定が2002年改正で追加されたこと、2019年改正で「成年被後見人、被保佐人」が削除されたことな

どを紹介したうえで、「そのため、2022年現在では、成年後見制度の利用の確認は不要となっている。」と説明する。 

第46条の４（略） 

２ 次の各号のいずれかに該当する者は、医療法人

の評議員となることができない。 

 一 法人 

 二 成年被後見人又は被保佐人  →欠格条項を  

   削除  

 二 三 心身の故障のため職務を適正に執行する

ことができない者として厚生労働省令で定める

もの  →個別審査規定を新設  

 

 なお、医療法46条の４第２項２号の委任を受けた

同法施行規則31条の３の６は、「精神の機能の障害

により評議員の職務を適正に行うに当たつて必要な

認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができな

い者とする。」と規定している(12)。ほかの法律と

同様、省令で十分に明確にされているとはいいがた

い。 

 

(４) 営業許可等：警備業法 

 188本の改正対象法律のうち、もっとも多いのが、

営業許可等に関するものである。図表３にあるとお

り、80法となっている。これらにおいては、原則と

して、現行の欠格条項を削除し、あわせて個別審査

規定を整備する（パターンＢ）。それがすでに整備

されている場合は、現行の欠格条項を単純削除する

（パターンＡ)(13)。以下にみる警備業法は、パター

ンＡである(14)。 

 

（例）警備業法（昭和47年法律第117号）の改正

（第13条関係） 

●－自治総研通巻569号 2026年３月号－●

－ 18 －



 

－ 6 － 

●－自治総研通巻569号 2026年３月号－● 

（警備業の要件） 

第３条 次の各号のいずれかに該当する者は、警備

業を営んではならない。 

 一 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で

復権を得ないもの  →欠格条項を単純削除  

 一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 

 二～六（略） 

 七 心身の障害により警備業務を適正に行うこと

ができない者として国家公安委員会規則で定め

るもの  →警備業の要件に係る個別審査規定  

  （既設） 

 八～十一（略） 

（警備員の制限） 

第14条 18歳未満の者又は第３条第一号から第七号

までのいずれかに該当する者は、警備員となつて

はならない。 →第３条第一号において、成年被  

  後見人等であることを理由とした欠格条項を削  

  除したことに伴い、警備員の制限に係る欠格条  

  項もなくなる。 

２ 警備業者は、前項に規定する者を警備業務に従

事させてはならない。 

 

（参考）警備業の要件に関する規則（昭和58年国家

公安委員会規則第１号）（抄） 

（心身の障害により業務を適正に行うことができな

い者） 

第３条 法第３条第七号の国家公安委員会規則で定

める者は、精神機能の障害により警備業務を適正

に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通

を適切に行うことができない者とする。 

２（略） 

 
 

 

(５) 法人営業許可等：港湾法（港湾運営

会社の指定）、信託業法（信託業の免

許）等 

 法人営業許可等を規定する法律に関しては、現行

の欠格条項を削除して個別審査規定を整備するパ

 

(15) 多賀谷一照『詳解逐条解説港湾法〔４訂版〕』（第一法規、2023年）321頁は、欠格条項が設けられた理由を、

「法令の順守能力その他の事業遂行能力を期待できないものと考えられるため」と説明する。 

ターンＢが原則となっている。個別審査規定がすで

にある場合は、パターンＡとなる。図表３にあるよ

うに、26法律である。港湾法は、パターンＢである(15)。 
 

（例）港湾法（昭和25年法律第218号）の改正（第

147号関係） 

 

（港湾運営会社の指定） 

第43条の11（略） 

２～６（略） 

７ 国土交通大臣又は国際拠点港湾の港湾管理者

は、第１項又は前項の申請をした者が次の各号の

いずれかに該当するときは、第１項又は前項の指

定による指定をしないものとする。 

 一 取締役及び監査役（監査等委員会設置会社に

あっては取締役、指名委員会等設置会社にあっ

ては取締役及び執行役。以下この項において

「役員」という。）のうちに、成年被後見人若

しくは被保佐人又は破産手続開始の決定を受け

て復権を得ない者があること。 →欠格条項を  

   削除  

 二（略） 

 三 役員のうちに、心身の故障により埠頭群の運

営の事業を適正に行うことができない者として

国土交通省令で定めるものがあること。  →  

   個別審査規定を新設  

８～14（略） 

 

（参考）港湾法施行規則（昭和26年運輸省令第98

号） 

（心身の故障により埠頭群の運営の事業を適正に行

うことができない者） 

第11条の５の２ 法第43条の11第７項第３号の国土

交通省令で定める者は、精神の機能の障害により

埠頭群の運営の事業を適正に行うに当たつて必要

な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことがで

きない者とする。 

 

●－自治総研通巻569号 2026年３月号－●

－ 19 －



 

－ 7 － 

●－自治総研通巻569号 2026年２月号－●

 
3. 一律排除から個別審査へ 
 

(１) 「制度に語らせる」 

 成年被後見人等になれば、その旨が成年後見登記

される。そうした状況にある者にとって、個別法に

規定される欠格条項は、絶対的意味を持った。成年

後見登記にかかる「登記されていないこと」の証明

書(16)を提出することはできないのであるから、こ

の絶対要件に鑑みれば、あえて申請がされることは

通常はない。成年被後見人であることの登記事項証

明書を添付しての申請は想定できない。 

 欠格条項のみで個別審査規定がない法律の場合に

は、「成年被後見人等かそれ以外か」のゼロワンで

ある。成年後見制度利用者と欠格者が一致しており、

そして、それのみであった。欠格性の充足を制度に

語らせる形式的処理である。 

 もっとも、成年後見登記がされていたとしても、

それは、財産管理や契約締結に関する能力などの観

点からの評価の結果にすぎず、個別法のもとでの行

為をする能力がないことも同時に意味するわけでは

ない。そこには、「ズレ」が存在しうる。しかし、

欠格条項は、それを捨象してしまう。その「高く厚

い壁」により、本来はそうした行為をする能力があ

る成年被後見人等の憲法上の基本的人権である幸福

追求権や職業選択の自由が、過剰に制約される結果

となっていたのである。 

 

(２) 大きな意味を持つ診断書 

 一括整備法による個別法の改正は、成年被後見人

等をこの制約から解放した。成年被後見人であった

としても、成年後見登記がされているという登記事

項証明書に加えて、申請に係る行為をするのに支障

はない旨の記述がある診断書(17)を添付すれば、か

つては法制度的に無理であった経済活動が可能にな

る道が拓けた。診断書は大きな意味を持っている。 

 きわめてモデル的に説明すれば、成年被後見人等

のうち、意思能力の欠如状態が相当に深刻ではなく 

 

図表４ 成年被後見人等、心身故障者、その他の者の関係 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［出典］筆者作成。 

 

(16) 筆者は、東京法務局登記官の名で出された「登記されていないことの証明書」をみる機会があった。そこには、対

象者の氏名・生年月日・住所・本籍の下に、「上記の者について、後見登記等ファイルに成年被後見人、被保佐人、

被補助人、任意後見契約の本人、後見命令の本人、保佐命令の本人、補助命令の本人とする記録がないことを証明す

る。」という記述がされていた。「あることの証明書」の場合は、具体的にどれかひとつが示されるのだろうか。 

(17) 医師法19条２項は、「診察若しくは検案をし、又は出産に立ち会つた医師は、診断書若しくは検案書又は出生証明

書若しくは死産証書の交付の求があつた場合には、正当の事由がなければ、これを拒んではならない。」と規定する。

診断書については、若杉長英＋増井美保「診断書の記載内容について」日本医事法学会（編）『医事法学叢書 第２

巻 医療行為と医療文書』（日本評論社、1986年）123頁以下参照。 
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相対的に軽度な者について、一律排除ではなく個別

審査を通じて、個別法に規定される業務の遂行可能

性を評価しようとするのである。形式説から実質説

への転換といえる。上述のように、個別法令の規定

ぶりは一様ではないが、成年被後見人等であっても

業務等を適切に行うことができる場合はあるし、成

年被後見人等でなくても心身の故障等を抱える者に

はそれができない場合があるから、個別に判断しよ

うというのである(18)。 

 以上の形式的処理と実質的処理を図示すると、図

表４のようになろうか。改正前においては、成年被

後見人等であるかどうかで判断がされていたが、改

正後には、成年被後見人等および心身故障者のうち

個別審査によって欠格要件該当と判断された者のみ

（太い点線内の白い部分）が、採用や許可から排除

される。 

 

(３) 診断書の内容 

 本人が成年後見制度を利用している場合において、

申請に際して提出が必要となる医師の診断書の内容

としては、どのようなものが考えられるのだろうか。

もちろん、患者に関する医学的見地からの専門的意

見である。 

 文献は参照できなかったが、精神機能病態学専攻

の成本迅教授（京都府立医科大学大学院医学研究科）

に個別に照会する幸運を得た。同教授のご教示によ

れば、作成されるとすれば、以下のような内容を含

むものとなる。 

 
 

 医師としては、疾病・障がいがあっても業務遂行

には支障がないことを、可能な範囲で具体的に記述

する。申請にかかる業務の特性を踏まえた記述は困

難であるが、診断名や既往歴を簡潔に示したうえ

 

(18) 一括整備法に関しては、北村喜宣「立法による直接差別の是正の意味：「欠格事由としての成年被後見人」の廃止」

『自治実務セミナー』2025年10月号46頁参照。なお、同論文で「181の関係法令の改正」としていたが、「187の関係

法律」の誤りであった。 

(19) 成年被後見人または被保佐人として成年後見登記がされていない場合には、該当しない証明書が提出される点につ

いては、改正の前後において変わりはない。書面審査であるかぎり、かりに意思能力に欠ける常態にある場合でも、

許可などはされる可能性はある。 

(20) 特段の理由があったのではなく、「与野党誰も反対をするような内容でなかったのに、国会の審議日程の関係でな

かなかこの審議に至らなかった」ようである。第198回国会衆議院内閣委員会議録17号（2019年５月17日）５頁［委

員・初鹿明博］。 

で、現在の症状ならびに精神状態は安定しており、

判断力・注意力・遂行力に著しい支障はないことを

記載する。服薬状況や治療経過を踏まえれば、再

発・再燃のリスクは低いことを補足する。必要に応

じて、本人の意思疎通能力、対人関係の安定性、業

務上の安全配慮に支障がないことにも言及する。 

 
 
 もっとも、作成内容は医師の裁量に委ねられてい

る。また、行政として、それを審査できる能力が現

実にはないのは、後述のとおりである。 

 
4. 国会審議 
 

(１) 法案審議の流れ 

 個別審査を求める実質説の制度化は、形式的処理

によって結果的に「守られていた人」にとっては、

脅威かもしれない。また、行政に対して、相当の負

担を強いる結果になるようにもみえる。従来が過剰

に権利抑制的であり、改正後の法制度が「あるべき」

ものであるとしても、現実には、行政コストの増大

は不可避であるようにもみえる(19)。国会における

法案審議の議論をみてみよう。 

 2018年３月に第196回国会に上程された法案は、

同国会および第197回国会において、継続審査とさ

れた(20)。その後、第198回国会において、衆議院内 

閣委員会で、2019年５月17日に可決（前述のように

議院修正あり。）、同月21日に衆議院本会議で修正

案が全会一致で議決された。それが参議院に送られ

た後は、内閣委員会で同年６月６日に可決、翌７日

の参議院本会議において全会一致で可決・成立し、

同月14日に「法律第37号」として公布された。なお、

施行は、2019年12月14日である。 

 対決法案ではないこともあり、衆議院内閣委員会
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では、半日の審議しかされていない。参議院内閣委

員会でも同様である。会議録を参照しても追及調の

質疑はなく、また法案に直接関係しない質疑も多く、

会派にかかわらず、事務方が用意した質問項目を

淡々とこなしているような印象すら受ける。なお、

採決後、衆議院内閣委員会では８項目、参議院内閣

委員会では11項目の附帯決議が付された。 

 

(２) 法案審議における質疑 

 国務大臣は、法案の提案理由を、以下のように説

明している(21)。 
 

 

 本法律案は、成年後見制度の利用の促進に関する

法律の措置として、成年被後見人等の人権が尊重さ

れ、成年被後見人等であることを理由に不当に差別

されないよう、成年被後見人等に係る欠格条項その

他の権利の制限に係る措置の適正化等を図ることを

目的とした……。 

 
 

(ａ) 個別審査の必要性 

 個別審査規定に関して、「心身の故障という相対

的な欠格条項自体を［ママ］、必要かどうか」という

質問に対しては、「取引等の第三者を保護し、各資

格、職種等の信頼性を確保する必要性もあります。」

と答弁された(22)。 

 個別法の保護法益の観点からは、そのとおりであ

ろう。ただ、後にみるように、どのようなスタンス

で要件の認定をするのかは、個別法の実施における

ひとつの論点となる。改正法の制度趣旨に鑑みれば、

本人との関係で、ある程度パターナリスティックな

姿勢は必要になるだろう。 

(ｂ) 個別審査による排除の拡大の懸念 

 成年被後見人等であるという理由で一律に排除し

ないとする結果、心身故障要件は案件ごとに審査さ

れる。その基準は、前述の港湾法や警備業法のよう

に、省令で規定される。 

 港湾法施行規則11条の５の２は、「精神の機能の

障害により埠頭群の運営の事業を適正に行うに当た

 

(21) 第198回国会衆議院内閣委員会議録16号（2019年５月15日）１頁［国務大臣・宮腰光寛］。 

(22) 第198回国会衆議院内閣委員会議録17号（2019年５月17日）７頁［国務大臣・宮腰光寛］。 

(23) 第198回国会衆議院内閣委員会議録17号（2019年５月17日）５頁［国務大臣・宮腰光寛］。 

つて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うこ

とができない者」とする。警備業の要件に関する規

則３条１項は、「精神機能の障害により警備業務を

適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎

通を適切に行うことができない者」とする。法案審

議においては、この消極要件の運用次第で排除され

る者の範囲がかえって拡大するのではと懸念する質

問が、多く出された。 

 この点については、参入時のチェックと業務開始

後のチェックに分けて考える必要があるだろう。ま

ず、参入時についてみてみよう。 

 成年後見登記がされていない者については、個別

法に欠格条項があるのみで個別審査規定がない場合、

現実問題として、かりに意思能力に欠ける常態で

あったとしても申請がされたのであれば、これを不

適合とする要件は規定されていない。このため、不

許可処分はされず、事業の開始は可能であった。そ

こに個別審査規定が新設されれば、要件の適合不適

合が審査される結果、同規定がなければスルーされ

ていたかもしれない申請が拒否される可能性が拡が

るという懸念には、たしかにもっともなところがあ

る。図表４(２)において、太い点線は、心身故障者

の部分にもかかっている。ただ、すべての部分にで

はない。したがって、「心身の故障のある者全体に

対象が広がるものではありません」という認識は、

適切である(23)。 

 一方、成年後見登記がされている者について、改

正前は、そうであるがゆえにそもそも申請はされな

い。しかし、改正後には、諦める必要もなく申請が

可能となる。そこで個別審査がされるため、消極要

件に該当しないのであれば、事業の開始は可能とな

る。このため、排除範囲の拡大にはならない。図表

４(１)では、すべての成年被後見人等が排除されて

いるが、(２)にあるように、採用や事業が可能にな

る部分も出てくる。 

 業務開始後についてはどうだろうか。成年後見登

記はされていないけれども意思能力に欠ける常態に

ある者が問題となる。許可取消要件として欠格条項
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が用いられていても、登記がされていないかぎりは

要件該当にはならない。ところが、業務をするのに

不適切な状態にあるというような抽象的な要件で事

後的に事業停止命令がされるならば、たしかに排除

はされる(24)。この要件が上記の消極要件のように

規定されれば、恣意的な運用により排除される場合

が増加するという懸念はありうるだろう。 

 こうした懸念に対する答弁は、基本的に制度の説

明に終始した。「個別審査規定は、基本的に、心身

の故障により業務を適正に行うことができない者と

しておりまして、心身の故障のある者を一律に排除

するものではなく、個別的、実質的な審査を行った

結果、業務を適正に行うことができない者と判断さ

れた場合に限り欠格とするという相対的な規定であ

ります。」というのである(25)。さらに、個別審査

規定について、「成年後見制度の利用者を実質的に

排除するような内容としないこと、障害者権利条約

や障害者差別解消法の趣旨を踏まえ必要な環境整備

や合理的配慮の提供にも留意すること、必要に応じ

て医師の診断書を求めるなど客観的な事実に基づく

判断がなされるようにするなどが非常に大切なポイ

ント」ともされている(26)。医師の診断書が大きな

意味を持つのは、後に確認する通りである。 

 申請する側としては、どのようであれば認められ

るのかが、大きな関心事である。しかし、前述のよ

うに、個別審査の判断基準は、きわめて抽象的であ

る。そこで、行政庁には、行政手続法５条によって、

審査基準の作成が義務づけられている。この点につ

いては、後述する。同法12条にもとづく不利益処分

に関する処分基準にも共通する論点である。 

(ｃ) 行政コスト 

 個別審査規定にもとづく実質的審査によって、個

別法に規定される資格、職種、業務などの特性に応

じて、それぞれに必要となる能力の有無が判断され

 

(24) もっとも、そうした常態にある者に対して不利益処分ができるのかは、行政法上の大きな論点である。北村喜宣

「不利益処分の名あて人としての「意思能力に欠ける者」：行政手続法の一断面（１）（２完）」『自治研究』99巻

６号（2023年）17頁以下、同７号41頁以下参照。 

(25) 第198回国会衆議院内閣委員会議録17号（2019年５月17日）５頁［国務大臣・宮腰光寛］。 

(26) 第198回国会参議院内閣委員会議録22号（2019年６月６日）５頁［国務大臣・宮腰光寛］。同９頁［国務大臣・宮

腰光寛］は、省令において成年被後見人や被保佐人という欠格要件が復活することはないというが、当然である。 

(27) 第198回国会衆議院内閣委員会議録17号（2019年５月17日）11頁［委員・大島敦］。 

(28) 第198回国会衆議院内閣委員会議録17号（2019年５月17日）11頁［内閣府大臣官房審議官・三浦健太郎］。 

ることになる。この点に関して、行政コストの増大

を指摘する質問がされた(27)。 

 これに対しては、「内閣府と各法律の所管省庁等

におきまして……行政コストの観点も含め調整を

行った」という。その結果、「各所管省庁等におい

ては、類似の法分野における既存の個別審査を参考

にするなどの対応により、適正な個別的、実質的な

審査に向けての検討が行われているものと承知をし

ておりまして、直ちに行政コストの増大につながる

ものではない」と答弁された(28)。 

 国事務完結型法律の場合には、そうなのかもしれ

ない。たしかに、図表３にある186法の多くは、国

の直接執行法である。しかし、すべてではない。た

とえば、旅館業法３条にもとづく旅館業許可、建設

業法３条にもとづく建設業許可（一の都道府県内の

みに営業所を設ける場合）、廃棄物処理法７条また

は14条にもとづく一般廃棄物処理業許可または産業

廃棄物処理業許可、住宅宿泊事業法３条にもとづく

住宅宿泊事業届出、「動物の愛護及び管理に関する

法律」10条にもとづく第一種動物取扱業登録のよう

に、自治体の法定事務となっているものもある。筆

者の調査によれば、こうした法定自治体事務につい

て、自治体側（より具体的には、いわゆる執行３団

体）の意見は聴取されていない。地方自治法263条

の２第５項に規定される「新たな義務づけ」という

わけでもないから問題ないとされたのだろう。 

 

5. 個別審査：産業廃棄物処理業 
 許可を例にして 
 

(１) 一括整備法169条 

 一括整備法によって改正された法律のもとで、個

別審査の体制がどのように整備・実施されているの

かの検証作業は必要である。一括整備法が制定され
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た経緯に鑑みれば、「成年後見登記がされている者

について、その証明とともに、個別法の規制対象業

務の遂行に関する情報を含んだ診断書が提出され、

それを踏まえて、処分庁が判断をするケースが増加

すること」が期待されているといえる。 

 本格的検討はできないが、以下では、廃棄物処理

法のもとでの産業廃棄物処理業（収集運搬）許可を

例にして、一括整備法169条による廃棄物処理法改

正、および、それを踏まえた実務について、簡単に

確認しておこう。この事務を選択したのは、廃棄物

処理法に関して、筆者に研究上の若干の「土地勘」

があることによる(29)。 

 産業廃棄物処理業許可の基準は、廃棄物処理法14

条５項に列挙されているが、その中心的なものは、

同法７条に規定される一般廃棄物処理業許可のそれ

を引用している(30)。そのうちの欠格条項は、同条

５項４号に規定されている。成年被後見人等の関係

分について改正の前後を新旧対照表示すると、図表

５のようになる(31)。委任を受けて制定された省令

規定も記しておく。パターンＡの対応である。 

 

(２) 環境省通知 

 廃棄物処理法を専管する環境省は、一括整備法の

制定後の2019年に、関係自治体に対し、技術的助言

（地方自治法245条の４第１項）として、「成年被

後見人等の権利の制限に係る措置の適正化を図るた

めの関係法律の整備に関する法律等の施行について

（通知）」を発している(32)。当時、廃棄物処理法

の改正を担当した同省職員が、「とにかく政府全体

で一致して改正するという内閣府の強い方針があっ 

 

図表５ 産業廃棄物処理業許可に関する欠格条項 

 
旧 新 

７条５項４号イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産

者で復権を得ないもの 

７条５項４号イ 心身の故障によりその業務を適切に行う

ことができない者として環境省令で定めるもの 

 

施行規則２条の２の２ 法第７条第５項第４号イの環境省

令で定める者は、精神の機能の障害により、廃棄物の処

理の業務を適切に行うに当たつて必要な認知、判断及び

意思疎通を適切に行うことができない者とする。 

［出典］筆者作成。 

 

(29) 北村喜宣『廃棄物法制の軌跡と課題』（信山社、2019年）、同『産業廃棄物法改革の到達点』（グリニッシュ・ビ

レッジ、2007年）、同『揺れ動く産業廃棄物法制』（第一法規出版、2003年）、同『産業廃棄物への法政策対応』

（第一法規出版、1998年）参照。 

(30) 廃棄物処理法の構造については、北村喜宣『環境法〔第６版〕』（弘文堂、2023年）455頁参照。環境省による同

法の現在の解説書である、廃棄物処理法編集委員会（編著）『廃棄物処理法の解説〔令和２年版〕』（日本環境衛生

センター、2020年）（以下「解説」として引用。）においては、「成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権

を得ないもの」という欠格要件は無視されており、何の言及もない。 

(31) 改正前においては、環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部産業廃棄物課長「産業廃棄物処理業及び特別産業廃

棄物処理業並びに産業廃棄物処理施設の許可事務の取扱いについて」（衛産79号 平成12年９月29日）によって、

「申請者から提出された、後見登記等に関する法律……第10条に規定する成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨

の登記事項証明書……により、該当する事由の有無について調査すること。」とされていた。 

(32) 環境省環境再生・資源循環局廃棄物適正処理推進課長＋廃棄物規制課長「成年被後見人等の権利の制限に係る措置

の適正化を図るための関係法律の整備に関する法律等の施行について（通知）」（環循適発第1911211号・環循規発

第1911212号令和元年11月21日）。産業廃棄物処理業許可に関しては、同じく技術的助言として、環境省環境再生・

資源循環局廃棄物規制課長「産業廃棄物処理業及び特別産業廃棄物処理業並びに産業廃棄物処理施設の許可事務等の

取扱について（通知）」環循規発第2003301号令和２年３月30日が出されているが、「心身の故障によりその業務を

適切に行うことができない者に関する欠格要件」については、上記の令和元年通知を引用するのみである。 
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たため、廃棄物処理法だけがどうこういえる雰囲気

ではなかった。」と筆者に語っていたのが、印象的

であった。 

 同通知は、施行規則２条の２の２に規定される

「廃棄物の処理の業務」について、「廃棄物処理に

関する法令を理解し、廃棄物を適正に処理すること

を含むと考えられ、例えば、法令にのっとった許可

や届出に係る書類の作成及び提出、産業廃棄物管理

票の管理及び運用、自治体職員や排出事業者等との

意思疎通などがこれに該当する」とする。そのうえ

で、「産業廃棄物に係る許可等の事務における欠格

要件の該当性の判断」という見出しのもとで、許可

申請の提出書類について、以下のように述べている

（下線筆者)(33)。 

 
 

 産業廃棄物の処理の事務に関する許可等の申請に

おける欠格要件の該当性の判断に係る提出書類につ

いては、「成年被後見人又は被保佐人に該当しない

旨の登記事項証明書」に代えて、「精神の機能の障

害により当該業務を適切に行うに当たつて必要な認

知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない

者に該当しないかどうかを審査するために必要と認

められる書類」とされた（第８条の38の５第４項第

４号等）。 

 この書類は、１で述べた能力〔註：施行規則２条

の２の２〕を審査するために必要な書類であって、 

医師の診断書、認知症に関する試験結果、登記事項

証明書等が考えられるが、精神上の障害により事理

を弁識する能力を欠く常況にあり、又はその能力が

著しく不十分であることは、欠格要件該当性を判断

する上での一要素に過ぎないため、欠格要件に該当

すると判断する場合に、登記事項証明書のみを提出

 

(33) なお、廃棄物処理法のもとでの不利益処分に関する環境省の技術的助言である、環境省環境再生・資源循環局廃棄

物規制課長「行政処分の指針について（通知）」（環循規発第2104141号令和３年４月14日）（以下「行政処分の指

針」として引用。）には、同法７条５項４号イおよび同法施行規則２条の２の２に関する記述はない。 

(34) たとえば、建設業法８条10項および同法施行規則８条の２に関して、国土交通省総合政策局建設業課長「建設業許

可事務ガイドラインについて」（平成13年４月３日国総建第97号、最終改正令和７年２月１日国不建第161号）は、

「成年被後見人又は被保佐人に該当しない者は当該欠格事由に該当しないこととし、成年被後見人又は被保佐人に該

当する場合であっても、医師の診断書などにより、回復の見込みや医師の所見を考慮した上で、建設業を適正に営む

ために必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができると認められる場合については、当該欠格事由に該当

しないこととする。」としている。 

(35) 東京都ウェブサイト（https://www.kankyo.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/kankyo/01_syuun_shinki_koushin_0511-pdf）参

照。 

させて判断することは適切ではない。 

 欠格要件該当性は、「精神の機能の障害」を有す

ることが前提となるから、医師の診断書を書類とし

て求める場合には、当該診断書の記載内容のうち、

診断名は、「精神の機能の障害」の有無の判断に活

用することが考えられる。また、診断書において、

患者の能力に関する意見（意思疎通ができるか否か

など）及びその判断の根拠（診察時に行った試験結

果や、親族等からの聞き取りの結果など）などの記

載があれば、判断に資するものと考えられるから、

医師の診断書の提出を求める際には参考にされた

い。ただし、医師の診断書において、廃棄物の処理

の業務の適切な実施の可能性について直接記載され

ることは通常期待できないことに留意すること。 

 なお、この書類は、例えば、「精神の機能の障

害」がないことが明らかである場合など、行政庁に

おいて欠格要件の判断に当たって書類を必要としな

いと認める場合は、求めないこととしても差し支え

ない。 

 

 こうした文書は、関係法の所管府省担当課から発

出されるのが通例のようである(34)。 

 

(３) 申請者向けの表示 

 産業廃棄物処理業許可の申請者向けに、「申請の

手引き」のような資料を作成している自治体は多い。

たとえば、東京都環境局は、『産業廃棄物収集運搬

業申請の手引（新規・更新許可申請用）』（令和５

年11月）（以下「東京都手引」という。）を作成し

ている(35)。そこでは、申請にあたって用意すべき

書類が、全体としてわかりやすく列挙されている。

「12．成年被後見人等に該当しない旨の登記事項証 
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図表６ 産業廃棄物収集運搬業許可申請にあたって必要となる「成年被後見人等に該当しない旨の登記事項証

明書等」の要否 

 

申請書類等 
提出の要否 

法人 個人 

申請者 ― 〇 

役員等（監査役・相談役・顧問を含む） 〇 ― 

５％以上の株主又は出資者（株主又は出資者が個人の場合） 〇 ― 

政令使用人（令第６条の10に規定する使用人） 〇 〇 

［出典］東京都環境局『産業廃棄物収集運搬業申請の手引（新規・更新許可申請用）』（令和５年11月）から筆者作成。 

 

明書等」としては、図表６のような内容となってい

る。 

 東京都手引には、「成年被後見人又は被保佐人に

該当しない方等は、これまでどおり「成年被後見人

等に該当しない旨の登記事項証明書」を提出してく

ださい。成年被後見人又は被保佐人に該当する方は

添付書類が異なりますので、事前に……窓口までお

問い合わせください。」という表記がある（波線下

線原文）。欠格要件非該当に関しては、廃棄物処理

法施行規則９条の２第２項10号に、「申請者が法第

14条第５項第２号イからヘまでに該当しない者であ

ることを誓約する書面」として、それが法定添付図

書である旨が規定されている。 

 なお、「該当する方」については、個別に照会し

なければならないという。たしかに、例外的事案で

あるとすれば、個別対応の必要性はある。しかし、

問い合わせた際に言われるのは、診断書の提出なの

であるから、その旨を明記するのが適切である。ま

 

(36) 兵庫県、神戸市、姫路市、尼崎市、明石市、西宮市が共同で作成している『産業廃棄物収集運搬業・特別管理産業

廃棄物収集運搬業（積替え・保管を含まない。）新規許可申請要領』（令和７年２月）は、申請書類として、「登記

されていないことの証明書（成年後見登記等に関する法律に規定する登記事項証明書）」を明記したうえで、注記と

して、「「成年被後見人又は被補佐人に該当しない旨の登記事項証明書」に代えて、精神の機能の障害に関する医師

の診断書等を添付することも可能です。」とする。しかし、これは代替であり、該当していてもなお業務に支障はな

いという診断書の提出を排除しているようにみえる点で、適切な記述とはいいがたい。松山市環境部廃棄物対策課

『産業廃棄物関係許可申請マニュアル（収集運搬業）』（令和６年12月）は、「法第14条第５項第２号イからヘまで

に該当しないことを誓約する書類」を必要書類とする。これだけだと、いわゆる非該当証明の提出が必要であり、該

当していても診断書の内容次第で許可される可能性を排除しているようにみえる点で、同じく適切ではない。 

(37) 廃棄物処理法24条の２の委任を受けた同法施行令27条は、同法14条許可について、47都道府県知事以外に、20政令

指定都市および62中核市の市長に権限があると規定する。「行政庁」は、129あることになる。なお、確認できてい

ないが、地方自治法252条の17の２にもとづく事務処理特例条例制度を通じて権限の移譲を受けた市町村があるかも

しれない。 

た、波線下線は、上記引用部分の最後まで引いてお

くべきであろう(36)。 

 

(４) 審査基準 

(ａ) 策定は必須 

 前述のように、行政手続法５条は、申請に対する

処分に関して、審査基準の作成を行政庁に義務づけ

ている。なお、法案審議においては、この点につい

ての質疑はなかった。答弁資料にも、この点に関す

る記述はなかった。環境省の上記通知にも、審査基

準作成に関する明確な記述はみられない。審査基準

の必要性は、内閣府にとってはノーマークの論点で

あったのかもしれない。 

 だからといって、産業廃棄物処理業許可事務を担

当する自治体の行政庁(37)において、審査基準作成

義務が免除されるわけではない。「制度に語らせる」

ことができた改正前の廃棄物処理法７条５項４号イ

については基準が明確であり、それゆえに作成しな
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くてもよいと解されるが(38)、改正後の規定の委任

及びその委任を受けた施行規則２条の２の２は、お

よそ「言い尽くされている」といえるような内容で

はない。作成は必須である(39)。 

(ｂ) 実情と理由 

 この点について、いくつかの自治体行政にヒアリ

ングをしたが、いくつかの例外はあるけれども、総

じて「審査基準は作成していない」という認識が示

された。法令に規定される基準が必ずしも明確では

ないにもかかわらず審査基準の作成をしなくてもよ

い場合の例としては、きわめて稀にしか申請がされ

ないことがあげられるが(40)、産業廃棄物処理業許

可それ自体がそうした事務ではないのは明白である。 

 そのようになっている大きな理由は、おそらくは、

行政手続法に対する理解の低さにある。同法２条８

号ロは、審査基準を、「申請により求められた許認

可等をするかどうかをその法令の定めに従って判断

するために必要とされる基準」と定義する。法令そ

のものではなく(41)、運用のためにそれを解釈して

実際の判断の便宜に供するために作成される「手持

ち基準」のことである。 

 ところが、（産業廃棄物行政にかぎらないが）、

多くの原課は、これを「法令そのもの」と考えてい

る(42)。ウェブサイトで公開されている廃棄物処理

業許可の「審査基準」をみると、７条あるいは14条

の条文の関係部分が貼り付けられている例がほとん

どである(43)。許可基準に関する審査基準の理解が

この程度であるがゆえに、廃棄物処理法７条５項４

号イについても、これについてとくに審査基準を作

 

(38) それ以上の詳細化が不要ならば、審査基準の作成は求められない。髙木光＋常岡孝好＋須田守『条解行政手続法

〔第２版〕』（弘文堂、2017年）165頁［須田］、行政管理研究センター（編）『逐条解説行政手続法〔改正行審法

対応版〕』（ぎょうせい、2016年）134頁参照。なお、廃棄物処理法14条５項２号イが引用する同法７条５項４号イ

～チのうち、本稿で検討しているイ、そして、チ（その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認め

るに足りる相当の理由がある者）以外
．．

の要件については、なお「制度に語らせる」ことができる状況にある（例：ロ

（破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者））。 

(39) 厳密にいえば、行政手続法５条にもとづく審査基準は、申請に対する処分を規定する根拠法令の解釈において一義

的明白ではないすべての文言
．．．．．．

について、作成が必要となる。 

(40) 行政管理研究センター（編）・前註(38)書136頁、高橋滋『行政手続法』（ぎょうせい、1996年）191頁参照。 

(41) 髙木ほか・前註(38)書62頁［須田守］参照。 

(42) 自治体行政における行政手続法に対する理解の低さについては、北村喜宣「行政ドックからの学び」『自治実務セ

ミナー』2024年７月号２頁以下参照。筆者が「行政ドック」を提唱し実践する理由は、ここにある。 

(43) なかには、「法令で言い尽くされている。」「法令に判断基準が具体的、かつ、明確に定められているので、審査

基準を設定していない。」とするものもある。 

成するというようにはならないのである。一括整備

法制定前において、成年被後見人ではないが意思能

力を疑うような申請事案がなかったことも、理由に

なっているだろう。産業廃棄物処理業許可の申請そ

れ自体は多くあるとしても、上記条項に関する基準

は明確であり、この要件に関する審査基準を作成す

る必要がなかったのである。一括整備法施行後も、

心身故障要件の運用に関して、自治体から環境省へ

の照会はないようであるが、それは、上記の実情ゆ

えのことであろう。 

(ｃ) 現在の状況 

 しかし、現在では、状況が変わっている。廃棄物

処理法７条５項４号イ、および、同法施行規則２条

の２の２の規定ぶりが、「言い尽くされている」の

ではないという前述の点については、すべてのヒア

リング対象が認識をしていた。それにもかかわらず

審査基準を作成していない自治体行政においては、

未作成についての特段の積極的な理由は聞かれな

かった。 

 廃棄物処理法14条にもとづく産業廃棄物処理業許

可事務は、これを担当する自治体の第１号法定受託

事務である。一括整備法による廃棄物処理法の改正

の趣旨は、成年被後見人等であってもその能力に応

じて産業廃棄物処理業をしてもらおうというもので

あるから、成年後見登記にかかる登記事項証明、お

よび、医師の診断書が添付された申請書の提出があ

ることを想定しなければならなくなっている。 

 許可事務を担当する都道府県および政令市の行政

庁は、認識を新たにしなければならない。環境省の
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助言はないけれども、前述の環境省通知を踏まえた

審査基準を作成する必要がある。一括整備法の制度

趣旨に鑑みれば、心身故障要件が問題になる申請の

事例がかつてないとしても、それを作成しない理由

にはならない。臨戦態勢を講じるべきである。３つ

の事例を紹介しよう。 

 

(５) いくつかの事例 

(ａ) 愛媛県の対応 

 審査基準という認識はされていないが、そのよう

に「読める」内容が公表されている実務がある。愛

媛県県民環境部環境局循環型社会推進課「産業廃棄

物収集運搬許可申請マニュアル（令和７年４月改

訂）」（以下「マニュアル」という。）をみてみよ

う。 

 法改正以前から用いられているこのマニュアルは、

一括整備法を受けた改正を踏まえて改訂されている。

そのなかには、「欠格要件に関する添付書類」が列

記されている。心身故障要件に関しては、本人、役

員、株主に分けて記述されているが、本人に関する

ものは、以下の通りである。 
 

 

 申請者が成年被後見人又は被保佐人である場合

は、登記事項証明書【後見登記】に代えて、医師の

診断書（作成上の留意事項(10)を参照のこと。以下

同じ。）を添付すること。 

 
 

 廃棄物処理法施行規則９条の２第１項は、「法第

14条第１項の規定により産業廃棄物収集運搬業の許

可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載し

た様式第六号による申請書を都道府県知事に提出し

なければならない。」と規定する。そして、申請書

に添付すべき図面・書類のひとつとして、同条第２

項第９号は、「申請者が個人である場合には、住民

票の写し及び法第14条第５項第２号イ（法第７条第

 

(44) 愛媛県庁は、行政手続法にもとづく「申請に対する処分」「不利益処分」について、必要な情報をウェブサイト上

でまとまった形で開示している点で、適切な対応をしている。ところが、産業廃棄物収集運搬業許可に関する審査基

準としては、廃棄物処理法の関係規定を貼り付けているだけであり、何が審査基準なのかの理解に欠けている。改善

するとすれば、行政処分の指針の関係箇所、および、本文に引用した部分のマニュアルに関して「精神の機能の障害

により、廃棄物の処理の業務を適切に行うに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

でないものである医師の診断書が添付されていること」という趣旨の内容を記述すればよいだろう。 

５項第４号イに係るものに限る。…）に該当しない

かどうかを審査するために必要と認められる書類」

をあげる。 

 ７条５項４号イは、心身故障要件である。そこで、

必要書類としては、申請者の事情に応じて、①成年

後見登記にかかる「登記されていないこと」の証明

書、あるいは、②成年後見登記にかかる「登記され

ていること」の証明書＋（たとえば）「契約等の内

容の理解はできる」という医師の診断書、のいずれ

かのパターンの添付が求められることになる。提出

を要する書類が明記されているだけであるが、後に

みるような審査実態を踏まえると、心身故障要件と

の関係では、実質的には、これをもって審査基準と

整理してよいだろう。もっとも、事業者にとっての

わかりやすさという点で十分な対応となっていない

は明白である(44)。 

(ｂ) 宮崎県の対応 

 宮崎県は、一括整備法による廃棄物処理法改正を

受け、従来から作成していた審査基準（「廃棄物処

理業等に関する審査基準」（24945－2336平成30年

３月30日））を改定し、改定部分を、「産業廃棄物

処理業等許可関係審査表の一部改正等について（通

知）」として、各保健所長に示達した。 

 そこでは、「法第14条第５項第２号イ（法第７条

第５項第４号イに係るものに限る。）に該当しない

かどうかを審査するために必要と認められる書類」

として、「登記されていないことの証明書又は精神

の機能の障害の有無に関する医師の診断書等（欠格

要件に該当する可能性がある場合は、必ず医師の診

断書を添付させること。）」と記されている。これ

は、保健所長向けの文書であるが、申請者の求めが

あれば開示するとしており、実質的には、審査基準

として機能しているといえる。審査基準として明確

に位置づけ、より積極的に開示するのが適切なのは、

愛媛県と同様である。 
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(ｃ) 豊田市の対応 

 豊田市は、「産業廃棄物収集運搬業の審査基準

（令和元年12月14日改正）」を作成している(45)。

「審査基準」と明記しているのは適切である。そこ

における心身故障要件に関する記述は、以下の通り

である。 

 
 

３ 申請者が、廃棄物の処理及び清掃に関する法律

（昭和45年法律第137号。以下「法」という。）

第14条第５項第２号イからヘまでのいずれにも該

当しないこと。 

 (１) 法第14条第５項第２号イによる第７条第５

項第４号イに規定する「心身の故障によりそ

の業務を適切に行うことができない者として

環境省令で定めるもの」の適用については、

省令第９条の２第２項第10号で定める書面に

て申し立てること。ただし、申請時の聞き取

りや立入検査等で精神の機能の障害のおそれ

が判明した場合は、医師の診断書、認知症に

関する試験結果などの「精神の機能の障害に

より当該業務を適切に行うに当たって必要な

認知、判断及び意思疎通を適切に行うことが

できない者に該当しないかどうかを審査する

ために必要と認められる書類」（診断年月

日、病院又は診療所等の名称・所在地、医師

名及び当該医師の押印があるもの。（３か月

以内に発行されたものに限る。））の提出を

求める。 

 
 

 同市の廃棄物対策課に確認したところ、「申請時

の聞き取り」というのは、申請に関する事前相談が

あったときのことを意味している。診断書提出につ

 

(45) 本件との関係は不明であるが、豊田市は、2019年から、審査基準の適切な作成を含めて、行政手続法のコンプライ

アンスを高めるために、行政リーガルチェックを実施している。新實真「豊田市におけるリーガルチェックの取組」

『自治実務セミナー』2024年７月号14頁以下、都築和夫「豊田市における行政リーガルチェックの取組について」地

方自治研究機構『自治体における行政手続の適法・適正な運用に係る自己診断に関する調査研究』（地方自治研究機

構、2021年）51頁以下参照。それに加えて、同市の産業廃棄物処理行政担当においては、「豊田市産業廃棄物処理に

係る行政処分の基準等に関する条例」の制定を通じて、行政手続法に関する感度が高かったことも理由になっている

ようにみえる。 

(46) 該当の有無にかかわらず、登記事項証明を求めない運用をする県があった。もっとも、誓約書は求めており、そこ

に「成年被後見人である」旨の記述がされれば、診断書の提出を求めるようである。しかし、実際は成年被後見人で

あるにもかかわらず「該当しない」という誓約書が提出されれば、スルーされるほかない。 

いては、環境省通知の内容を確認的に記述している

にすぎない。事前相談で心身故障要件該当性を疑わ

せることがあっても、その者に対して診断書の提出

を求めるという対応はされないようである。 

 

(６) 審 査 

 一括整備法の施行を踏まえた改正個別法が施行さ

れたのは、2019年12月14日であった。自治体に対す

る筆者のヒアリングは、2025年に実施された。申請

された場合、行政が判断に迷うのは、後見登記がさ

れているが業務に支障なしという内容の診断書が添

付される上記②のパターンである(46)。 

 産業廃棄物処理業許可の審査は、書面審査である。

前掲した環境省通知は、下線部のように、「廃棄物

の処理の業務の適切な実施の可能性について直接記

載されることは通常期待できない」という。たしか

に、通常の医師が廃棄物処理法のもとでの業務内容

を十分に理解しているわけではないから、それと具

体的に紐づける内容の診断書が書かれることはない

だろう。診断書の内容については、前述のとおりで

ある。「支障なし」という記述のある診断書が添付

されたら、「信じるしかない」というのが、医学的

知見を持たない産業廃棄物処理業許可審査行政現場

の共通した認識である。 

 申請者ないし法人役員などに関して、実際には廃

棄物処理法７条５項４号イに該当する
．．．．

状態であった

としても、成年被後見人等にはなっていないため、

①のパターン、すなわち、提出されるのは、「登記

されていないこと」の証明書である。診断書は添付

されないから、要件該当性を積極的にチェックする

必要はない。このため、結果的に「スルー」されて

いる可能性が否定できないのが、現実の審査プロセ
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スのようであった(47)。客観的には、申請者におい

て意思能力に欠ける常態であったとしても、職員採

用試験のように、対面の面接はされないのが産業廃

棄物処理業許可制度の審査であるため、チェックは

困難なのが実情であろう(48)。前述のように、申請

にあたっては、「申請者は、廃棄物の処理及び清掃

に関する法律第14条第５項第２号イからヘに該当し

ない者であることを誓約します。」という内容の

「誓約書」の提出が求められるのが通例である。提

出がされれば、それ以上の審査はできないというの

が実情である(49)。法案審議過程で懸念されていた

「しっかりチェックされるから過剰に排除される」

という実務は、少なくとも廃棄物処理法に関しては

みられない。 

 

(７) 実 例 

 調査のなかで、心身故障要件を実際に審査して許

可を出したケースとして筆者が確認できたのは、宮

崎県における１件だけであった(50)。本件は、産業

廃棄物収集運搬業許可申請（法人）において、役員

のひとりにつき、同要件が問題となったものである。 

 産業廃棄物処理業許可事務を担当する循環社会推

進課におけるヒアリングによれば、本件においては、

成年被後見人であることの登記証明に加えて、医師

 

(47) かりに役員のひとりとして「該当」とする登記事項証明および「契約内容の理解に問題はない」とする診断書が添

付された申請が出されたとすれば、面倒なことになるのを懸念する行政は、当該者を外して別の人と差替えをするよ

う強く行政指導するかもしれない。 

(48) 該当証明が出される案件であれば、そうであるにもかかわらず処理業は可能であることを診断書の提出を通して明

らかにする責任は、申請者にある。したがって、診断書が出されなければ、行政庁は補正を求め、対応がないと申請

を拒否するほかない。 

(49) 岡崎市は、「申立書」において非該当を誓約させている。そこには、「〔廃棄物処理法施行規則２条の２の２に〕

該当するおそれがあるとして、市から審査に必要な書類の提出を求められた場合、精神の機能の障害に関する医師の

診断書を提出します。」という記述がある。どのようにして該当のおそれを判断するかは不明であるが、診断書を添

付しないままに許可申請がされれば、行政手続法７条にもとづき補正を命ずるのだろうか。それとも、これは行政指

導にすぎないのだろうか。対応しないことをもって、廃棄物処理法７条５項４号イ該当とするのは困難であろうから、

同号チ（その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者）による不

許可とするのだろうか。 

(50) 環境省による心身故障要件の実施状況調査は、されていないようである。 

(51) 「佐賀県産業廃棄物収集運搬業許可申請について」には、「申請時の聞き取り等において、欠格要件への該当性に

ついて疑義が生じた場合等、県が必要と認めた場合に、提出すべき必要書類を指示します。」という記述がある

（https://www.pref.saga.lg.jp/kiji00314166/index.html）。これは、わざわざ行政に出向いたがゆえに「疑い」を認知され

てしまったケースであるが、廃棄物処理法施行規則９条の２第２項12号にもとづき診断書の提出が求められたときに

これを提出しないままに申請がされれば、提出の補正がされ、それに応じなければ、申請は拒否されるだろう。一方、

「支障なし」の診断書が出されれば、許可されると思われる。なお、「後見登記等に関する法律」10条５項により、

自治体は、本人が成年被後見人であるかを、公用請求によって確認することができる。 

の診断書が提出された。その内容は、「覚せい剤中

毒、アヘン中毒、アルコール中毒等はない。精神障

害はない。」というものであったという。これを踏

まえて許可はされた。そこに「支障あり」という記

載はなかったために、同課は、問題なしと判断した

のである。どのような医師によって作成されている

としても、診断書の内容を疑うわけにはいかないの

が、現場行政の実情である。「医師法19条２項にも

とづいて医師により作成された診断書」という「ひ

とつの制度」に語ってもらうほかない。 

 

(８) 事前チェックの効果と事後チェック 

  の意味 

 廃棄物処理法に関するかぎり、許可申請の審査を

通じた事前チェックは、現実には機能していない(51)。

しかし、それは、一括整備法による同法改正がある

程度は予測した事態といえるのだろう。また、委託

契約の相手方の生命・健康に直ちに影響を及ぼす事

業活動とはいえないため、許可後にある程度の支障

が生じたとしても、それは社会的受忍の範囲内とい

う整理だろうか。 

 そうであるとすれば、事後チェックを確実に機能

させることが重要になってくる。この点については

どうだろうか。調査のかぎりでは、実例はなかった

●－自治総研通巻569号 2026年３月号－●

－ 30 －



 

－ 18 － 

●－自治総研通巻569号 2026年３月号－● 

が、少し検討してみよう。 

(ａ) 報告徴収 

 許可業者本人の心身の故障のゆえに、業務開始後

に委託者との関係において何らかの不都合が生じ、

その事実が行政に通報されることもあるだろう。そ

の場合、行政は、実情を確認するべく、廃棄物処理

法18条１項にもとづき、診断書の提出など本人自身

に関する報告を求めることができるだろうか。 

 同条同項は、これを正面から認める規定ぶりには

なっていない。しかし、産業廃棄物処理業を適正に

実施できる状況を確保することは、廃棄物処理法の

実施にとってきわめて重要である。「廃棄物……の

……収集、運搬若しくは処分……に関し」という表

記は、形式的にみれば、これを実施する行為者本人

を含めていないが、それらが産業廃棄物処理業の許

可業者によってされる場合には、本人自身に関する

情報についての報告も求めうると解することができ

よう(52)。一括整備法による改正を受けたとはいえ、

心身の故障をなお欠格要件として維持している同法

の制度趣旨にも適合的と考えられる。 

 もっとも、欠格要件に該当する疑いがあるとして

も、それは確実なものではない。求める内容がセン

シティブ情報であることに鑑みると、求めることそ

れ自体が「差別」とも受け止められかねない。この

ため、現実には、報告徴収は困難なようである。 

(ｂ) 監督処分 

 同法14条の３第２号によれば、事業停止命令は、

同法施行規則10条２号イ「産業廃棄物の収集又は運

搬を的確に行うに足りる知識及び技能を有するこ

と。」という基準に適合しなくなった場合に可能で

ある。この「能力」については、かりに同法14条５

項１号「申請者の能力」とされ、それは、同法施行

規則10条２号イ「産業廃棄物の収集又は運搬を的確

に行うに足りる知識及び技能を有すること」である。

「能力」について、同法14条５項２号が参照されて

いれば、「イ 第７条第５項第４号イからチまでの

いずれかに該当する者」となり、「イ」の適用が可

能となる。ところが、現実には、そうはなっていな

 

(52) 解説・前註(30)書の法18条の解説頁（412～415頁）には、特段の言及はない。 

(53) 前註(24)参照。 

い。そうすると、心身の故障を直接の理由として事

業停止命令を発出するのは難しそうである。事業停

止をする必要があると判断すれば、同法14条の３第

１号「違反行為をしたとき……。」に該当する事実

を探して、それを理由に処分をするだろう。この点

に関しては、同法７条５項４号イを充たす場合に事

業停止命令ができるような法改正が必要である。

もっとも、不利益処分の場合には、心身故障要件充

足の立証責任は行政にあるため、その困難性に鑑み

れば、現実的ではないかもしれない。 

 事業の継続によってトラブルが多発し、行政の調

査によって本人の意思能力に疑問が持たれるように

なれば、廃棄物処理法14条の３の２第１項４号「第

14条第５項第２号イ又はハからホまでのいずれかに

該当するに至つたとき……。」に該当するとして、

聴聞を経たうえで、許可取消しをするのだろう。許

可取消処分を回避したい本人としては、聴聞の際に、

治療の計画を提出したり事業遂行に問題はない旨の

診断書を提出したりすることになるだろう。しかし、

問題ありの判断を踏まえての不利益処分となると、

業務停止命令と同様の難しさがある(53)。 

 許可業者が個人であればともかく、法人であるな

らば、該当する者をほかの者に代替する変更許可申

請をすれば足りる。おそらく、そのような行政指導

がされるだろう。それをせずに、形式的に欠格要件

に該当する者がいるというだけで許可取消しをすれ

ば、比例原則に反するだろう。もっとも、許可取消

しのリスクを負ってまでその指導にしたがわない法

人は考えにくい。 

 

6. 欠格要件撤廃の今後 
 
 本稿においては、具体例として、廃棄物処理法に

関して若干の検討をした。一括整備法により改正さ

れた個別法のもとでの実務がどのようになっている

のかは、確実に調査・評価がされる必要がある。 

 「成年被後見人又は被保佐人」という欠格要件は、

過剰包摂であるがゆえに撤廃された。そのもとで、
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それぞれ個別法の保護法益や目的を実現する責務は、

事務を担当する行政にある。個別審査を経て任用や

許可をした成年被後見人等については、どうしても

「気になる存在」であるから、業務を適正にしてい

るのかを、そうでない者以上にチェックしたいと思

うかもしれない。この点、そうでない事案と比べて、

必要以上に報告徴収や立入検査をするのは、平等原

則に反するようにもみえる。 

 しかし、そうした事案であるからこそ、根拠法の

目的実現との関係で、「がんばって事業を継続して

もらいたい」という想いのもと、支援的な行政指導

を厚くすることは、「障害を理由とする差別の解消

の推進に関する法律」７条が規定する行政機関の義

務に鑑みれば、むしろ適切である。本人にハラスメ

ントと受け取られないようにする必要はあるが、前

述のように、監督権限の行使においては、保育行政

的なスタンスが求められよう。事後サポートは重要

である。また、第三者との関係においては、個別法

が求めるクオリティを提供できる者でなければなら

ないにしても、採用審査時や許可審査時において過

度に警戒的であることは、この改正の制度趣旨とは

適合しない。 

 産業廃棄物処理業許可の実務について確認したよ

うに、申請者に関する実情が行政には「みえない」

ようになっているのも、また現実である。この点の

「みえる化」をどうするのかは、一括整備法の制度

趣旨、さらには、利用促進法や「障害者の日常生活

及び社会生活を総合的に支援するための法律」を踏

まえた個別法運用の課題である。 

 一括整備法の施行以降、成年後見制度の利用者は、

微増傾向にはある(54)。同法の制度趣旨からすれば、

欠格条項の廃止によって、成年被後見人となってい

ても許可申請等がされる事例が増えるのが望ましい。

しかし、限定的な調査ながら、少なくとも廃棄物処

理法のもとでの産業廃棄物処理業許可については、

そうした事例は確認できなかった。ほかの法律につ

いてはどうなのだろうか。 

 改革は失敗したのだろうか。改善を要する部分は

あるのだろうか。内閣府なり総務省なりの主導のも

と、図表３の法律について、それぞれの所管省によ

る実施状況調査、および調査結果を踏まえた全体的

評価・検討が必要である。筆者が宮崎県の事例を

知ったのは、まったくの偶然であった。 

 

図表３ 成年被後見人等の権利に係る制限の見直しがされた法律一覧 

 

公務員等 

(14) 

外務公務員法＊、検察庁法＊、国会職員法、国家公務員法、裁判員の参加する刑事裁判に関する法律

（裁判員）、裁判所職員臨時措置法＊、裁判所法＊、自衛隊法、旧市町村の合併の特例に関する法律

（地域自治区の区長）、市町村の合併の特例に関する法律（地域自治区の区長）、地方公営企業法

（管理者）、地方公務員法、地方税法（固定資産税評価員）、保護司法 

士業等 

(37) 

医師法、外国医師等が行う臨床修練等に係る医師法第十七条等の特例等に関する法律、外国弁護士に

よる法律事務の取扱いに関する特別措置法、介護保険法（介護支援専門員）、海事代理士法、家畜改

良増殖法（家畜人工授精師）、学校教育法（校長、教員）、技術士法、教員職員免許法、行政書士

法、建築士法、公認会計士法、公認心理師法、国家戦略特別区域法（児童福祉法の特例）、作業環境

測定法（作業環境測定士）、歯科医師法、児童福祉法（保育士ほか）、司法書士法、社会福祉士及び

介護福祉士法、社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律（准介護福祉士）、社会保険労

務士法、獣医師法、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律（幼保

連携型認定こども園の園長ほか)＊、情報処理の促進に関する法律（情報処理安全確保支援士）、職業

能力開発促進法（職業訓練指導員ほか）、心神喪失等の状態で他害行為を行った者の医療及び観察等

に関する法律（保護者）、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（医療保護入院の同意）、精神

保健福祉士法、税理士法、宅地建物取引業法（宅地建物取引士）、土地家屋調査士法、不動産の鑑定

評価に関する法律（不動産鑑定士）、弁護士法、弁理士法、マンションの管理の適正化の推進に関す

る法律（マンション管理士）、薬剤師法、郵便法（郵便認証司） 

 

(54) 厚生労働省の資料によれば、成年後見制度利用者についていえば、それぞれの年の12月末日時点で、174,680人

（2020年）、177,244人（2021年）、178,316人（2022年）、178,759人（2023年）となっている。厚生労働省ウェブ

サイト（https://www.mhlw.go.jp/content/001488704.pdf）参照。 
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法人役員等 

(29) 

医療法（医療法人）、技術研究組合法、協同組合による金融事業に関する法律、銀行等の株式等の保

有の制限等に関する法律（銀行等保有株式取得機構）、更生保護事業法（更生保護法人）、資産の流

動化に関する法律（特定目的会社）、社会福祉法（社会福祉法人）、宗教法人法、商工会議所法、商

工会法、商店街振興組合法、消費生活協同組合法、私立学校法（学校法人）、新都市基盤整備法（土

地整理審議会の委員の被選挙権)＊、信用金庫法、森林組合法、水産業協同組合法、中小企業団体の組

織に関する法律（商工組合の役員ほか)＊、中小企業等協同組合法、中小企業における経営の承継の円

滑化に関する法律（遺留分等に係る合意の効力）、信託投資及び投資法人に関する法律、特定非営利

活動促進法、独立行政法人国民生活センター法、土地区画整理法（土地区画整理審議会委員の被選挙

権）、農業協同組合法、農林中央金庫法、保険業法（保険契約者保護機構）、保険業法等の一部を改

正する法律（認可特定保険業者の役員）、労働金庫法 

営業許可等 

(80) 

あへん法（けしの栽培許可）、移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律（骨髄・末

梢血幹細胞提供あっせん事業許可ほか）、インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行

為の規制等に関する法律（インターネット異性紹介事業の届出）、衛星リモートセンシング記録の適

正な取扱いの確保に関する法律、液化天然ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律（液化天

然ガス販売事業登録ほか）、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律（技

能実習計画の認定ほか）、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律（第一種特定化学物質製造

事業許可ほか）、化学兵器の禁止及び特定物質の規制等に関する法律（特定物質製造許可ほか）、核

原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（加工事業許可ほか）、貸金業法（貸金業登

録）、家畜商法（家畜商免許）、家畜伝染病予防法（家畜伝染病病原体所持の許可）、火薬類取締法

（製造販売営業の許可）、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（二種病原体等

の所持の許可）、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律（行政機関非識別加工情報をその

用に供して行う事業に関する提案を行う者）、競争の導入による公共サービスの改革に関する法律

（官民競争入札への参加）、金融商品取引法（金融商品取引業者の登録ほか）、空港法（空港機能施

設事業者の指定）、クラスター弾等の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律（所持の許可）、警

備業法（警備業を営む者の認定ほか）、建設業法（建設業の許可）、建設労働者の雇用の改善等に関

する法律（事業主団体の認定ほか）、建築基準法（指定確認検査機関の指定ほか）、建築物のエネル

ギー消費性能の向上に関する法律（登録建築物エネルギー消費性能判定機関の登録ほか）、高圧ガス

保安法（製造の許可ほか）、高齢者の居住の安定確保に関する法律（サービス付き高齢者向け住宅事

業の登録）、港湾労働法（港湾労働者派遣事業の許可ほか）、国際観光ホテル整備法（外客宿泊施設

の登録）、古物営業法（古物営業の許可ほか）、裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律（民

間紛争解決手続の業務の認証）、自然公園法（指定認定機関の指定）、自動車運転代行業の業務の適

正化に関する法律（自動車運転代行業を営む者の認定ほか）、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の

供給の促進に関する法律（住宅確保要配慮者円滑入居賃貸住宅事業の登録）、住宅宿泊事業法（住宅

宿泊事業の届出ほか）、住宅の品質確保の促進等に関する法律（登録住宅性能評価機関の登録ほ

か）、酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律（酒類販売管理者の選任）、使用済自動車の再資源

化等に関する法律（引取業の登録ほか）、商品先物取引法（会員商品取引所の設立の許可ほか）、職

業安定法（有料職業紹介事業の許可ほか）、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律（食鳥

処理の事業の許可）、人工衛星等の打上げ及び人工衛星の管理に関する法律（人工衛星等の打上げに

係る許可ほか）、信託法（受託者ほか）、水銀による環境の汚染の防止に関する法律（特定水銀使用

製品の使用の許可）、水道法（給水装置工事に係る規定）、船員職業安定法（船員派遣事業の許

可）、対人地雷の製造の禁止及び所持の規制等に関する法律（所持の許可）、大麻取締法（大麻取扱

者免許）、探偵業の業務の適正化に関する法律（探偵業の届出）、地方自治法（外部監査契約を締結

できる者）、通関業法（通関業の許可ほか）、鉄道事業法（鉄道事業の許可ほか）、動物の愛護及び

管理に関する法律（第一種動物取扱業の登録）、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する

法律（独立行政法人等非識別加工情報をその用に供して行う事業に関する提案を行う者）、廃棄物の

処理及び清掃に関する法律（一般廃棄物処理業の許可ほか）、風俗営業等の規制及び業務の適正化等

に関する法律（風俗営業等の許可ほか）、武器等製造法（製造の許可ほか）、フロン類の使用の合理

化及び管理の適正化に関する法律（第一種フロン類充填回収業者の登録ほか）、放射性同位元素等に

よる放射線障害の防止に関する法律（使用の許可ほか）、麻薬及び向精神薬取締法（麻薬輸出入業

者、麻薬製造業者、麻薬製剤業者、麻薬卸売業者、麻薬小売業者等の免許ほか）、民間あっせん機関

による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律（養子縁組あっせん事業の許可）、旅館

業法（旅館業の許可）、旅行業法（旅行業の登録ほか）、労働安全衛生法（労働安全コンサルタント

の登録ほか）、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律（労働者派
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遣事業の許可）、労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部

を改正する法律（特定労働者派遣事業の運営）、アルコール事業法（アルコールの製造の許可ほ

か）、貨物自動車運送事業法（一般貨物自動車運送事業の許可ほか）、義務教育諸学校の教科用図書

の無償措置に関する法律（教科用図書発行者の指定）、港湾運送事業法（港湾運送事業の許可）、小

型船造船業法（小型船造船業の登録）、塩事業法（塩製造業の登録ほか）、質屋営業法（質屋営業の

許可）、自動車ターミナル法（自動車ターミナル事業の許可）、酒税法（酒類の製造免許ほか）、船

主相互保険組合法（組合の設立の認可）、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律

（特別国際種事業者の登録）、測量法（測量業者の登録）、たばこ事業法（製造たばこの特定販売業

の登録ほか）、道路運送法（自動車道事業の免許ほか）、道路運送車両法（自動車分解整備事業の認

証ほか） 

法人営業許可等 

(26) 

医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律（匿名加工医療情報作成を行う者

の認定）、エネルギー環境適合製品の開発及び製造を行う事業の促進に関する法律（指定金融機関の

指定）、割賦販売法（特定信用情報提供等業務を行う者の指定）、株式会社商工組合中央金庫法（商

工組合中央金庫電子決済等代行業者の登録）、株式会社日本政策金融公庫法（指定金融機関の指

定）、銀行法（紛争解決等業務を行う者の指定ほか）、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律

（紛争解決等を行う者の指定）、港湾法（港湾運営会社の指定）、債権管理回収業に関する特別措置

法（債権管理回収業の営業の許可）、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法（指定

金融機関の指定）、産業競争力強化法（指定金融機関の指定）、資金決済に関する法律（第三者型発

行者の登録ほか）、社債、株式等の振替に関する法律（振替業を営む者の指定）、商品投資に係る事

業の規制に関する法律（商品投資顧問業者の許可）、信託業法（信託業の免許）、船員の雇用の促進

に関する特別措置法（船員雇用促進等事業を行う者の指定）、長期信用銀行法（紛争解決等業務を行

う者の指定）、著作権等管理事業法（著作権等管理事業者の登録）、電子記録債権法（電子試験記録

業を営む者の指定）、道路交通法（放置車両の確認事務の委託）、特定外貿埠頭の管理運営に関する

法律（特定外貿埠頭の管理運営を行う者の指定）、農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による

信用事業の再編及び強化に関する法律（紛争解決等業務を行う者の指定)＊、不動産特定共同事業法

（不動産特定共同事業の許可）、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律

（民間事業者の募集に応じる者）、民間の能力を活用した国管理空港等の運営等に関する法律（特定

地方管理空港運営者の指定）、無尽業法（紛争解決等業務を行う者の指定） 

［出典］参議院内閣委員会調査室『〔法案参考資料〕成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関

係法律の整備に関する法律案（第196回国会閣法第56号）』（令和元年５月）13～19頁に収録されている「資料

１」（原典未確認）にもとづく。 

［註］「＊」が付されているのは、改正される法律を準用しているために、実質的に見直しがされるものである。 

 

【追記】 

 かつて警備業法に規定されていた成年被後見人等に関する欠格要件について、最高裁大法廷は、2026年２月18日、これ

を違憲とする判断を示した。なお、当該規定を改正しなかった立法不作為の国家賠償責任に関しては、これを認容した岐

阜地裁判決・名古屋高裁判決とは異なり、請求を棄却した。 

 

【付記】 

 本稿は、ＪＳＰＳ科研費（23Ｋ22055）による研究成果の一部である。 

 本稿を草するにあたっては、上記科研費研究会のメンバー、小賀野晶一・千葉大学名誉教授、成本迅・京都府立医科大
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2026年度地方財政計画について 
 

 

 

 

 

飛 田 博 史 

 

 

 2026年度地方財政計画(１)は、給与改定および物価高騰への対応を主軸に、計画総額・一般財源総額ともに過去最

大規模を更新した。一方、地方交付税の法定率分の堅調な伸びを背景として財源不足は大幅に縮小し、交付税特別会

計の債務圧縮や臨財債発行の２年連続の解消など財政健全化と安定的な財源保障の両立が一段と進展した。一般財源

総額確保についてはこれまで「実質同水準ルール」のもとで事実上一定の制約がかけられてきたが、2026年度の増額

確保はもはやこのルールが空洞化している事実をつきつけたものといえる。歳出面では給与改定や給与改善費の計上、

会計年度任用職員経費の人件費への移し替えが行われ、物価高騰対応は対象範囲を広げて大幅に拡充したことは評価

できる。一方で高市内閣の重点施策である地域未来基金費の創設など、国の政策意図が交付税算定を通じて地方財政

に反映される度合いが高まっている。こうした状況のなかで、今後の地財計画は財源不足の補てんからより積極的に

標準的行政水準のあり方を量と質の面で追求し、国の政策の受け皿となる特別枠への依存から脱却して人口減少社会

におけるあるべき地方の姿を描く段階にきている。 

 

 

はじめに 
 

 2025年12月26日に2026年度政府予算案が閣議決定

され、あわせて2026年度の地方財政対策（以下「地

財対策」という）が公表された。新年度の地方財政

見通しは、秋の人事委員会勧告を踏まえた給与改定、

歯止めのかからない物価高騰への対応、2025年10月

に成立した高市内閣における政策などが歳出にどの

ように盛り込まれるか、また、歳入ではガソリン税

の暫定税率廃止などの税制の影響に対する財源対策、

一般財源総額や財源不足の動向などが注目される。 

 本稿ではこれらの注目点を中心に新年度の地方財

政対策の資料にもとづき、その概要と特徴、課題な

どについて解説する。なお、地財対策の資料の内容

 

(１) 本稿の執筆において衆議院解散総選挙が重なったため、今後の選挙結果次第で地方財政計画の内容も見直される可

能性があることをお断りしておく。 

は後日閣議決定される地方財政計画（以下「地財計

画」という）とほぼ同じであることから、タイトル

では地方財政計画としている。 

 

1. 政府予算の動向 
 
(１) 2025年度補正予算 ― ５年連続で地

方交付税の増額補正、高市内閣の経済

対策・給与改定、物価高騰への対応 

 2025年12月16日に高市内閣初の予算として2025年

度補正予算が成立した。予算規模は11月21日に閣議

決定された「『強い経済』を実現する総合経済対策」

にもとづき、前年度の一般会計ベースの規模13.9兆

円を大きく上回る18.3兆円（うち経済対策関係経費

17.7兆円）となった。経済対策関連では生活の安全

＜要 旨＞ 
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保障・物価高対策としておこめ券の配布や電気・ガ

ス代支援など8.9兆円、危機管理投資・成長投資と

してＡＩ研究開発や造船業の再生・強化など6.4兆

円、防衛力と外交力の強化として1.7兆円などが計

上された。また、2024年度国税決算および2025年度

国税の増額補正にともない、地方交付税（以下「交

付税」という）の法定率分の追加財源として1.5兆

円が確保されたため、再算定などの活用がはかられ

た。こうした交付税財源の増加分の活用は５年連続

となり、各自治体への追加交付は昨年の12月23日に

決定された。 

 図表１は交付税増額分の過去５年間の活用状況を

みたものである。総額は１兆5,102億円と過去５年

間では２番目に少ない額である。活用内容は大きく

分けると交付税の再算定等を通じた年度内の追加交

付および地財対策(２)の財源への活用からなり、地

財対策については従来、当該年度の財源対策の振り

替えと翌年度の地財対策への繰り越しからなるが、

2025年度についてはこうした繰り越しが行われな

かった。2026年度は交付税財源の大幅な伸びが見込

まれることから、2025年度の上振れ分は年度内の活

用に集中させたとみることができる。その内容は以

下の通りである。 

① 交付税再算定分等（１兆3,102億円） 

 交付税の再算定および特別交付税の追加交付を通

じて１兆3,102億円が増額交付され、このうち交付

税の再算定では年度限りの算定項目を通じて配分さ

れた。このなかで特徴的なのは委託料等の物価高対

策分が算定されたことである。詳細は以下の通りで

ある。 

 〇臨時経済対策費等（補正予算歳出、給与改定実

施分、物価高対応分、調整復活等含む）１兆

653億円 

 経済対策および2025年人事委員会勧告を踏まえた

給与改定遡及分、委託料等にかかる物価高対応分の

財源、調整復活(３)として１兆653億円が追加交付さ

れた。この額は過去５年間では最も多額となってい

る。 

 

(２) 本稿で用いる地財対策とは、地財見通しの積算の結果生じる財源不足の補てん対策を意味する。 

(３) 調整復活（調整戻しとも言う）とは地財計画で決定した交付税総額と各自治体の交付税算定結果の総額を突合させ

るために、全国一律で割落とした分を各自治体に再交付することである。 

 具体的な交付方法は普通交付税１兆14億円、特別

交付税639億円からなり、このうち普通交付税では

昨年度に引き続き、年度限りの算定項目として「臨

時経済対策費」と「給与改定費」が創設され、臨時

経済対策費では委託料等の物価高対応分2,000億円

が算定された。給与改定費についてはあくまで2025

年度の改定分の一部とされているが、そもそも、毎

年度の地財計画には年度内の各種経費増に対応する

追加需要額として4,200億円が計上されており、こ

の財源を含めて遡及分に対応することが想定されて

いる。 

 〇臨時財政対策債償還基金費 2,209億円 

 同項目は後年度に予定されている臨財債の償還費

に充当する基金を交付税の臨時の算定項目で算定す

るものである。具体的には2005年度、2006年度の起

債償還分として2026年度に予定されている額の４分

の３、2027年度に予定されている額の４分の１の相

当額が算定される。これにともない各年度の償還費

には相当額が算入されないため償還費財源の繰り上

げ交付をしたことになる。あくまで一般財源なので

その使途を制約するものではないが、総務省は自治

体に対し相当額の基金への積立を求めている。 

 〇特別交付税加算分（能登半島地震による災害対

応分）240億円 

 昨年度に引き続き能登半島地震対応分として、特

別交付税240億円が加算された。 

② 地財対策活用分（2,000億円） 

 〇公庫債権金利変動準備金活用時期の見直し 

  2,000億円 

 2025年度の地財対策では、全自治体が出資してい

る地方債の資金調達機関である地方公共団体金融機

構が有する公庫債権金利変動準備金の不要額を

2,000億円活用する対応がはかられたが、昨年度に

引き続き交付税増額分を充当することで準備金の活

用を繰り延べた。このほか、昨年度までは増額分の

一部を翌年度の地財対策の財源に繰り越したが、今

回の補正ではすべて年度内の財源として活用された。 

 なお、交付税再算定により需要額が加算されたた 
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図表１ 2025年度補正予算における交付税再算定等の状況（過去５年間の推移） 

（単位：億円） 

  2021 2022 2023 2024 2025 

 
地方交付税法定率分増額 42,761 19,211 11,584 20,748 15,102

２
０
２
５
年
度
内

の
追
加
交
付 

臨時経済対策費等（調整復活・給与改定分含む） 4,700 4,970 2,591 6,946 10,653

臨時財政対策債償還基金費 15,000 3,000 4,000 2,209

災害等にともなう特別交付税加算 150 980 240

地
財
対
策
の
財
源

と
し
て
の
活
用 

過年度の交付税特別会計借入償還繰り延べの償還 8,500  

地方公共団体金融機構公庫債権金利変動準備金活用

繰り延べ 
2,000 1,000 2,000 2,000

次年度地財対策繰り越し 12,561 14,242 4,843 6,822

注：2023年度以降は臨時経済対策費に給与改定分含む 

出典：各年度の補正予算資料より筆者作成 

 

め、不交付団体が85から78に減少した。 

 

(２) 2026年度政府予算案 

 2026年度政府予算案は「Ｒ７補正での対応に続き、

切れ目無く、「強い経済」を実現する予算」と題し

て、一般会計規模は122兆3,092億円と前年度を約７

兆円上回り過去最高額を更新した。 

 主要経費別にみると社会保障関係費が39兆559億

円（前年度比2.0％ 以下カッコ内は伸び率）と高

齢者福祉の自然増や医療・介護分野の人件費の充実

や物価高騰対応などで過去最高を更新した。文教及

び科学振興費が６兆406億円（6.8％）と高校授業料

無償化や公立小学校給食費の無償化、人事院勧告を

反映した公立小中学校教職員の給与引き上げなどが

計上され、高い伸び率となった。国債費も31兆

2,758億円（10.8％）と初の30兆円超えで過去最高

額となった。財務省の想定金利は昨年度の2.0％か

ら3.0％と大幅に引き上げており、昨年度の想定金

利の引き上げが1.9％から2.0％であったことから、

金利のある世界に入り急速に財政を圧迫しているこ

とがわかる。 

 地方交付税交付金等（一般会計からの繰り入れ分）

が20兆8,778億円（10.6％）と交付税法定率分の増

加に加え、自動車関連税制改正にともなう減収補て

んにより高い伸び率となった。 

 防衛関係費は８兆9,843億円（3.6％）と昨年度に

比べて低い伸び率となったが、防衛省システム関連

のデジタル庁予算を含めると９兆353億円と大台に

乗った。高市内閣は防衛費のＧＤＰ比2.0％の目標

を２年前倒しの2027年度までに達成することを表明

しており、物価高騰を背景とする予算総額の増大の

勢いで今後も高い伸びとなることが予想される。 

 公共事業関係費は2020年度以降ほぼ横ばいで推移

してきたが、労務費や資材価格の上昇、昨年の埼玉

県八潮市の道路陥没事故等を踏まえた重要管路の更

新投資などへの支援を計上し微増となった。 

 前年度の石破内閣の当初予算では地方創生2.0の

政策推進として「新しい地方経済・生活環境創生交

付金」として従来の交付金を倍増させ2,000億円を

計上したが、高市内閣では地方創生の看板を下ろし

て、これらを含めた地場産業の成長戦略を推進する

地域未来戦略を新たに掲げ、地方向けの財政支援と

して「地域未来交付金」1,600億円を計上した。

2025年度補正予算で同交付金を1,000億円計上して

いることから、金額自体は水準を維持しているとみ

なせるが、政府としての関心はあまり高くない印象

があり、今後の地方財政における影響が注視される。 

 一方、歳入では国税見通しが83兆7,350億円と前

年度を６兆円近く上回り、所得税、法人税、消費税

がいずれも１～２兆円を超える伸びとなった。背景
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には賃上げ、円安などによる堅調な企業業績、物価

高騰などが寄与している。こうした中で公債発行は

29兆5,840億円と前年度を9,369億円上回り、赤字国

債の発行が前年度を上回った。2026年１月22日の経

済財政諮問会議では、新年度の基礎的収支が約

8,000億円の赤字となることが明らかにされた。そ

もそも高市内閣では基礎的収支の単年度黒字化から

路線転換しており、今後「責任ある積極財政」がど

のように担保されるか注目される。 

 

2. 地財計画の概況 ― 100兆円の 
 大台、一般財源増額確保、財源 
 不足縮小更新 
 

(１) 全体の規模（計画総額約102兆4,400

億円、一般財源総額71兆9,878億円） 

 地財計画の規模は約102兆4,400億円（5.5％）、

一般財源総額は71兆9,878億円（6.6％）、交付団体

ベースでは67兆5,078億円（5.9％）と、いずれも５

年連続で前年度を上回り、過去最高額を更新した。

また、伸び率でも2000年度以降で最も高くなった。

一般財源総額は2024年６月21日に閣議決定された

「経済財政運営と改革の基本方針2024」において、

いわゆる一般財源総額実質同水準ルール(４)（2025

年度から2027年度について2024年度の水準を下回ら

ないように確保する）を踏まえたものであるが、

2026年度の伸び率は実質的にこのルールを超えた増

額確保がはかられたといえるだろう。 

 交付税総額は20兆1,848億円（6.5％）と８年連続

で前年度を上回り、2001年度以来の20兆円超えと

なった。しかも、当時のように著しい財源不足のな

かで臨財債発行をともない総額を確保した状況とは

異なり、財源不足が引き続き縮小するなかで、臨財

債発行をゼロとした上で増額を実現した点では、昨

年度以上に積極的な財源保障と財政健全化の両立が

はかられたと評価できる。ただし、近年は人件費や

物価高騰等による行政コストの上昇という当時とは

異なる条件があることにも留意する必要がある。 

 

(４) 地財計画の一般財源総額の水準を複数年度にわたり安定的に確保する運用ルールで、2011年の民主党政権下の「財

政運営戦略」で明記され、その後は「経済財政運営と改革の基本方針」（いわゆる骨太方針）に引き継がれ、ルール

が更新されてきた。 

(２) 財源不足（１兆254億円） 

 財源不足は１兆254億円（▲675億円）と５年連続

で減少しており、その水準は1994年度以降で最小額

となった。そのため財源不足を国と地方で折半して

負担するいわゆる折半ルールも５年連続で不適用と

なり、臨財債の発行も既往債も含め２年連続で解消

した。2026年度の財源不足は交付税特別会計（以下

「交付税特会」という）が抱える20兆円以上の債務

残高の償還前倒しが主なものであり、その点では財

源不足の意味が変化したといえる。 

 

(３) 東日本大震災分（約2,381億円） 

 地財計画の別枠で計上されている東日本大震災分

は、復旧・復興事業として約2,200億円、全国防災

事業は181億円が見込まれている。復旧・復興事業

は2026年度から「第３期復興・創生期間」と位置づ

けられ、2025年６月20日に閣議決定された基本方針

にもとづき、今後５年間にわたり約1.9兆円の事業

規模で引き続き事業が行われる予定であり、これに

対応して地財計画の枠も存置される。 

 基本方針によれば原子力災害被災地域における事

業として、事故収束（廃炉・汚染水・処理水対策）、

環境再生に向けた取組、帰還・移住等の促進、生活

再建、交流・関係人口の拡大、観光の振興、福島国

際研究教育機構の取組の推進、福島イノベーショ

ン・コースト構想を軸とした産業集積等、事業者再

建、農林水産業の再建、風評払拭・リスクコミュニ

ケーションの推進。地震・津波被災地域については、

第２期復興・創生期間において残された事業の継続

的推進、地方自治体等との連携、心のケアや被災し

た子どもに対する支援等の中長期的な取組が必要な

課題への対応などが盛り込まれている。 

 これらの取組に対する財源等については既述の

1.9兆円程度の予算を確保し、特に福島県について

は前期の事業規模を超える予算を予定している。ま

た、地方自治体に対しても引き続き震災復興特別交

付税の支援を継続するなどとしている。 

 一方、全国防災事業については2015年度まで全国
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的に行われた防災減災事業の起債償還分が引き続き

計上され、その償還の進捗に応じて減少傾向にある。 

 
3. 地財対策の特徴（末尾資料参照） 
 

 次に財源不足に対する地財対策の内容についてみ

ていこう。 

 

(１) 近年の地財対策の状況 

 図表２はコロナ禍で最も財源不足の拡大が見込ま

れた2021年度から2026年度にわたる財源不足額と地

財対策の内容である。 

 2021年度はコロナ禍の国税、地方税の大幅な減収

が見込まれたため、財源不足が10兆円台と急増した

が、その後は年々減少し、2025年度から２年連続で

１兆円台まで収束した。この間の地財対策は2021年

度を除けば、一般会計加算（既往法定分）、地方債

増発（臨財債新規発行等、財源対策債）、交付税特

会加算（特会剰余金や公庫債権金利変動準備金）を

基本としてきたが、2022年度以降は「折半ルール」

が適用されていないことから、臨財債の新規発行は

されず、さらに2025年度以降は既往債償還分も含め

て臨財債の発行が解消し、他の財源対策で充足する

状況にある。 

 

(２) 2026年度の地財対策 

 2026年度地財対策の内容について詳しくみていこ

う。 

① 一般会計加算 

 〇既往法定分（154億円） 

 既往法定分は、過去の国の経済対策などによって

生じた地方の一般財源負担を、法律にもとづいて国

の一般会計から交付税の加算分として補てんするも

のである。前年度は配偶者控除・配偶者特別控除の

見直しによる個人住民税の減収の補てんおよび公共

事業等臨時特例債の利子負担額等の合計額929億円

が加算されたが、2026年度は前者のみの加算となり、

その他は後年度の地財対策に繰り延べられた。 

② 地方債の増発 

 〇財源対策債（7,600億円） 

 財源対策債は公共事業の実施にともない発行する

建設地方債の充当率を上乗せするもので、相当額の

一般財源負担を減らすことで間接的な地財対策とな

る。2026年度も５年連続で同額である。交付税法定

率分の充足性が高まるなかで必ずしも起債による財

源対策に依存する必要はないが、公共事業の円滑化

をはかる点から存置されている。 

 〇臨財債発行ゼロ 

 既述の通り、財源不足の縮小により折半ルールの

適用がなかったため２年連続で新規発行、既往債償

還分の発行が解消した。 

 

図表２ 地財対策の状況 
 

(単位：億円) 
 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

一般会計加算 21,915 154 154 3,488 929 154

内訳 
既往法定分等 4,746 154 154 3,488 929 154

臨時財政対策加算 17,169   

財源対策債の発行 7,700 7,600 7,600 7,600 7,600 7,600

臨時財政対策債の発行 54,796 17,805 9,946 4,544 0 0

内訳 
既往債償還分等 37,627 17,805 9,946 4,544  

新規発行分 17,169   

その他 16,811 0 2,200 2,500 2,400 2,500

内訳 

国税決算精算繰り延べ 4,811   

交付税特会償還繰り延べ 8,500   

交付税特会剰余金活用 1,500 1,200 500 400 500

公庫債権金利変動準備金活用 2,000 1,000 2,000 2,000 2,000

合計（財源不足額） 101,222 25,559 19,900 18,132 10,929 10,254

注：四捨五入の関係で合計が一致しない場合がある 

出典：各年度の地財計画資料より筆者作成 
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③ その他 

 〇交付税特会剰余金の活用（500億円） 

 過去の地財対策では交付税特会の借入金で交付税

加算が行われていたため（2007年度に廃止）、その

返済にかかる利払費の予算不用額などの一部を交付

税特会剰余金として地財対策に活用している。2026

年度は前年度から100億円増え500億円が活用された。 

 〇公庫債権金利変動準備金の活用（2,000億円） 

 正式には地方公共団体金融機構の公庫債権金利変

動準備金と呼ばれる資金を、交付税の加算として活

用するものである。同機構は全地方公共団体が出資

する資金調達機関で、金利変動準備金とは機構の前

身である国出資の旧地方公営企業金融公庫から引き

継いだ債権の金利変動に備える準備金である。同準

備金は債権管理の段階的な終了に合わせて国庫に返

納することになっているが、管理途中でも低金利な

どにより国が不用と判断すれば国庫へ返納すること

ができる。地財対策ではこの不用額がしばしば活用

されている。最近では2023年度以降の毎年度計上さ

れており、2026年度も前年度同額の2,000億円が計

上されているが、実質的に前年度の補正予算では繰

り延べられた財源を活用している。 

 
4. 収支の概要 
 

 次に図表３を参照しながら収支の概要についてみ

ていこう。表中では兆円単位の表記だが、本文では

一部を除き億円単位で説明する。 

 

４－１ 歳 入 

(１) 地方税（47兆8,185億円 5.2％） 

 昨年末の政府経済見通しによれば、所得上昇によ

る個人消費の増加や経済対策による設備投資の増加

により名目ＧＤＰ成長率3.4％、消費者物価1.9％と

昨年度の見込みを下回るものの引き続き好調な経済

を予想している。こうしたプラスの見通しを踏まえ、

都道府県、市町村とも主要税目が軒並み前年度を上

回っている。 

 図表４は主な税目を昨年度と比較したものである。 

 道府県税、市町村税とも個人および法人住民税

（道府県民税・市町村民税個人分、道府県民税・市

町村民税法人税分）、事業税、地方消費税、固定資

産税など主要税目が前年度を上回っており、賃上げ、

法人収益の伸び、物価高騰などを織り込んでいずれ

も高い伸び率を見込んでいる。なかでも利子割等の

金融所得課税については金利上昇や株式市場の活況

などにより高い伸び率となっており、利子割につい

ては倍増している。一方、道府県税で自動車税とそ

の他が前年度を下回ったが、これは昨年10月31日の

与野党合意による軽油引取税の暫定税率廃止および

2026年度与党税制改正大綱に明記された自動車税お

よび軽自動車税の環境性能割の廃止の影響を見込ん

だものである。地方税全体ではこうしたマイナス要

因を相殺するかたちで高い増収を見込んでいる。 

 

(２) 地方譲与税（３兆1,932億円 7.7％） 

 地方譲与税についても10月31日の与野党合意によ

るガソリン税暫定税率の廃止の影響を受けて、地方

揮発油譲与税が減収したものの、特別法人事業譲与

税が引き続き好調であったことから全体としては前

年度を上回った。 

 

(３) 地方特例交付金等（8,156億円  

  321.3％） 

 地方特例交付金等は国の税制改正等にともなう地

方財政の影響分の財源対策として計上されており、

たとえば2025年度は個人住民税の住宅ローン減税の

控除減収分や個人住民税の定額減税減収分の補てん

などで用いられた。 

 既述のガソリン税暫定税率の廃止等にともなう地

方揮発油譲与税および軽油引取税の減収、環境性能

割の廃止による減収について全額を地方特例交付金

で補てんすることとなった。内訳は下記の通りであ

る。 

 ・住宅借入金等特別税額控除減収補塡特例交付金 

1,653億円 

 ・新型コロナウイルス感染症対策地方税減収補塡

特別交付金 18億円 

 ・軽油引取税減収補塡特例交付金 4,297億円 

 ・地方揮発油譲与税減収補塡特例交付金 296億

円 

 ・自動車税減収補塡特例交付金 1,685億円 
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図表３ 収支見通しの概況 

 
通常収支分                                         （単位：兆円、％) 

区   分 
８年度 
Ａ 

７年度 
Ｂ 

増減額 
Ｃ＝Ａ－Ｂ 

増減率 
Ｃ/Ｂ 

歳 
 
 
 
 

入 

地方税 47.8 45.4 2.4 5.2

地方譲与税 3.2 3.0 0.2 7.7

地方特例交付金等 0.8 0.2 0.6 321.3

地方交付税 20.2 19.0 1.2 6.5

国庫支出金 17.7 17.2 0.5 2.9

地方債 6.1 6.0 0.2 3.1

 うち臨時財政対策債 0.0 0.0 0.0 0.0

その他 6.6 6.3 0.2 3.8

計 102.4 97.1 5.4 5.5

一般財源 72.0 67.5 4.4 6.6

（交付団体ベース） 67.5 63.8 3.7 5.9

歳 
 
 
 
 

出 

給与関係経費 24.0 22.9 1.1 5.0

 退職手当以外 22.8 21.7 1.1 5.0

 退職手当 1.2 1.1 0.1 5.4

一般行政経費 45.5 43.8 1.7 4.0

 補助 28.0 26.6 1.3 5.0

 単独 14.4 14.0 0.4 2.8

 国民健康保険・後期高齢者医療制度関係事業費 1.6 1.5 0.1 4.7

 地方創生推進費 1.0 1.0 0.0 0.0

 地域デジタル社会推進費 0.15 0.20 ▲ 0.05 ▲ 25.0

 地域社会再生事業費 0.4 0.4 0.0 0.0

地域未来基金費（仮称） 0.4 0.0 0.4 皆増

公債費 10.8 10.7 0.0 0.4

臨時財政対策債償還基金費（仮称） 0.8 0.0 0.8 皆増

維持補修費 1.6 1.6 0.1 5.0

投資的経費 12.5 12.1 0.3 2.8

 直轄・補助 5.7 5.7 ▲ 0.1 ▲ 1.0

 単独 6.8 6.4 0.4 6.2

  うち 緊急防災・減災事業費 0.5 0.5 0.0 0.0

  うち 緊急自然災害防止対策事業費 0.4 0.4 0.0 0.0

  うち 脱炭素化推進事業費 0.1 0.1 0.0 0.0

  うち 高等学校教育改革等推進事業費（仮称） 0.1 0.0 0.1 皆増

公営企業繰出金 2.4 2.3 0.1 3.1

水準超経費 4.5 3.8 0.7 18.8

計 102.4 97.1 5.4 5.5

出典：総務省ウェブサイト「令和８年度地方財政対策の概要」より抜粋 

 

 ・軽自動車税減収補塡特例交付金 207億円 

 

(４) 地方交付税（20兆1,848億円 6.5％） 

 地方税の増額見通しとともに交付税についても

2001年度以来の20兆円超えとなった。なお、2001年

度の地財計画では14兆円を超える財源不足のなかで

の20兆円台であったが、2026年度は地財規模および

一般財源総額の増加と財源不足の大幅な縮小のなか

での増額見通しとなっている。 

 交付税総額確保の構造については図表５を参照し

ながら解説していこう。図表の構成は国の一般会計

から交付税特会への国税４税の法定率分が繰り入れ

られ、これに交付税特会で加算を行い地財計画に計

上する流れとなる。 

 まず、一般会計からみていこう。なお、一部の内

容は地財対策の解説と重複することをお断りしてお

く。 

① 【一般会計】交付税特会への繰入額 

 20兆622億円 

 〇交付税法定率分（国税４税） 21兆106億円 
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図表４ 地方税の見込み額 
 

(単位：億円） 
  2025 2026 対2025年度増減 伸び率 

道 

府 

県 

税 

道府県民税個人分 49,722 51,999 2,277 4.6％

道府県民税法人分 3,630 3,954 324 8.9％

利子割 449 932 483 107.6％

配当割 2,684 3,665 981 36.5％

株式等譲渡所得割 4,400 5,027 627 14.3％

事業税 55,228 60,028 4,800 8.7％

地方消費税 65,227 73,556 8,329 12.8％

自動車税 16,551 14,767 -1,784 -10.8％

その他 15,127 11,542 -3,585 -23.7％

道府県税計 213,018 225,470 12,452 5.8％

市 

町 

村 

税 

市町村民税個人分 91,995 96,103 4,108 4.5％

市町村民税法人分 17,036 18,988 1,952 11.5％

固定資産税 101,240 105,424 4,184 4.1％

都市計画税 14,387 15,079 692 4.8％

その他 16,817 17,121 304 1.8％

市町村税計 241,475 252,715 11,240 4.7％

地方税計 454,493 478,185 23,692 5.2％

注：合計額は東日本大震災による減免分を含むため地財計画と一致しない 

出典：地財計画関連資料より筆者作成 

 

 地方法人税を除く国税４税の交付税法定率分は21

兆106億円と見込んでおり、前年度の19兆5,222億円

から7.6％も増加した。これに既往法定分として154

億円が加算された。一方、減額要素としては、過去

の国税見通しが下振れした際に補正予算より加算し

た交付税を後年度に控除する国税減額補正精算等と

して▲2,639億円、交付税特会債務承継額と同額の

減額として▲7,000億円となっている。 

 このうち「交付税特会債務承継額と同額の減額」

というのは、交付税特会借入金の債務償還を一般会

計で7,000億円引き継ぎ、その財源相当額を一般会

計繰入分から控除するものである。交付税特会から

すれば債務残高を国の一般会計で繰り上げ償還した

のと同じことになる。新聞報道(５)によれば、高市

内閣が新年度予算編成にあたり、国債の発行を30兆

円未満に抑える手法として、本来、交付税特会に繰

り入れるべき7,000億円を抑制して財源を捻出した

という指摘がなされている。その狙いの真偽はとも

あれ、これまでにない異例の対応であることは間違

いない。 

 以上の加減算により一般会計から20兆622億円が

交付税特会に繰り入れられた。 

 

(５) 日本経済新聞2025年12月27日。 

② 【交付税特会】繰入額への加算 1,226億円 

 〇交付税法定率分（地方法人税） ２兆4,499億

円 

 交付税特会へ直入される地方法人税は前年度の２

兆1,773億円を上回る２兆4,499億円を見込んだ。 

 〇交付税特会借入金の元金償還金 ▲２兆2,000

億円 

 交付税特会の元金償還として償還計画に沿った額

と前倒し分を含めて２兆2,000億円を法定率分から

控除した。したがって一般会計への継承分を含めて

２兆9,000億円が実質的に償還され、残高は22.6兆

円となる見通しである。 

 〇交付税特会借入金利払費 ▲3,773億円 

 交付税特会借入金は短期借入のため毎年度全額を

借り換えており、その都度利払費が発生する。2026

年度は3,773億円と2012年度以降では最高額となっ

ている。残高が年々減少する中で利払費が増加して

いることから、金利上昇を織り込んでいるとみられ

る。現在、長期金利が上昇傾向にあるなかで短期金

利の上昇は鈍いといわれるが、同借入金にも金利の

ある世界の影響が及んでいると推察される。 

 〇交付税特会剰余金の活用 500億円 
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図表５ 交付税総額の確保 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：総務省「令和８年度地方財政対策の概要」 

 

 地財対策の解説を参照。 

 〇地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備

金の活用 2,000億円 

 地財対策の解説を参照。 

 以上の加減算により総額では1,226億円の加算と

なり、地財計画における交付税総額が確保された。

全体としてみると交付税所要額は一般会計の国税４

税だけで余裕をもって充足できる状況にあり、交付

税特会の地方法人税はもっぱら債務償還の財源に充

当したことになる。交付税総額確保はかつての所要

額に満たない法定率分に一般会計などから加算をす

るといった段階から債務償還を織り込む段階へと移

行している。 

 なお、新年度の歳出を踏まえた今後の普通交付税

の基準財政需要額の見通しは、特別枠および公債費

を除く個別算定経費では道府県分で約5.5％増、市

町村分で約2.5％増、包括算定経費では道府県分で

約0.5％増、市町村分で約3.5％増が見込まれている。 

(５) 国庫支出金（17.7兆円 2.9％） 

 国庫支出金の金額は地財対策の段階では不明であ

るが、社会保障関係費の増加や高校授業料無償化や

公立小学校給食無償化などの国庫補助の新設などに

より前年度を上回った。 

 

(６) 地方債（６兆1,448億円 3.1％） 

 臨財債の発行が２年連続で解消する一方、物価高

騰にともなう投資的経費の増額、学校教育施設の整

備や高等教育改革等推進事業費の新設、こども・子

育て支援の推進などにより総額では５年ぶりに前年

度を上回った。 

 

４－２ 歳 出 

(１) 給与関係経費（約24兆100億円  

  14.5％ 実質5.0％） 

 給与関係経費では一般職員、義務教育・高等教育

教職員、警察官、消防職員などの人件費、議員報酬

等を計上する。総額は約24兆100億円（14.5％）と

大幅に伸びており、退職手当を除く金額でも約22兆
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8,200億円（14.9％）と同様の伸びとなっている。

これは2025年給与改定の反映および会計年度任用職

員の給与費等が一般行政経費の単独分から移し替え

られたことによるものである。なお、この移し替え

後の伸び率でみても5.0％と大きく伸びており、給

与改定の効果が高く表れている。2020年度の会計年

度任用職員制度の導入以来、地財計画では一般行政

経費の単独分に計上され、事実上物件費扱いとなっ

ていたが、今回の移し替えにより人件費として位置

づけられたことは評価できる。 

 一方、退職手当についても約１兆1,800億円

（5.4％）と前年度を上回っている。退職手当につ

いては地方公務員の段階的な定年延長を踏まえ、隔

年での退職手当の変動を緩和するため２カ年の所要

額を平準化して計上している。 

 なお、給与関係経費の積算の根拠となる地方公務

員の計画人員は、前年度から１万3,577人の増員を

見込んでいる。主な内訳は義務教育諸学校の教職員

が中学校の学級編成の標準見直しなどにより625人

の増員、公立高等学校および公立大学等の教員等が

1,745人の減員、警察官等の職員は754人の増員、消

防職員は1,035人の増員、その他一般職員は児童福

祉司等の増員を含め8,908人の増員とほとんどの職

種において増員が見込まれた。なお、いずれも段階

的な定年引き上げによる一時的な増員を含んでいる。 

 

(２) 一般行政経費（約45兆5,100億円  

  ▲0.3％ 実質4.0％） 

 一般行政経費では社会保障、保健衛生、各種行政

サービスにかかる運営費、総務費関連などのソフト

事業および個別政策等を盛り込んだ特別枠(６)が計

上されている。総額では前年度を下回っているが、

これは既述の通り、会計年度任用職員関連経費の移

し替えによるもので、移し替え後の比較では4.0％

と大きく伸びている。増額の要因は特別枠を除く通

常分の伸びによるもので、補助分では約27兆9,700

億円（5.0％）、単独分は約14兆4,000億円（会計年

 

(６) 2009年度の地財計画でリーマンショック対策の臨時的な財政対策として「地域雇用創出推進費」が創設され、2015

年度以降は安倍内閣の「まち・ひと・しごと創生事業費」にはじまる時の政権の政策枠として事実上存置されてきた。

あくまで臨時的な枠といえるが、最近では人口減少社会の財政需要を包括的に計上した地域社会再生事業費のように

必ずしも政策枠とはいえない項目もあるため、本稿では総称として「特別枠」ということにする。 

度任用職員移し替え後の実質で2.8％）といずれも

増加している。 

 主な内容としては社会保障関連の自然増、こども

未来戦略加速化プランの引き続きの計上、物価高騰

対策の拡充、教育無償化対応、デジタル活用推進事

業費の創設などがあげられる。 

 特別枠ではおおむね前年度と同額であるが、地域

デジタル社会推進費については500億円をデジタル

活用推進事業費に移し替えたため減額となった。 

 一般行政経費の単独分はほぼ横ばいで推移してき

たが、新年度は物価高騰対応により大幅に増額され

たことは注目される。 

 

(３) 地域未来基金費（年度限り 4,000 

  億円） 

 地域未来基金費は高市内閣の地方創生枠として年

度限りで創設されたもので、主要項目とならぶ単独

項目として創設されたのは、リーマンショック対策

として2017年まで計上されていた「地域経済基盤強

化・雇用等対策費」以来である。 

 具体的な事業内容は内閣に設置された地域未来戦

略本部において今後議論され、夏を目処にとりまと

める地域未来戦略を反映することになる。政策の方

向としては内閣が掲げる「強い経済」の実現のため

に地域ごとの産業クラスターを全国的に形成するこ

とや地場産業の活性化などを推進するものである。

ちなみに産業クラスター施策は経産省が推進してい

るもので、地域の産学官等の広域的なネットワーク

を構築し、相互連携によって新たな産業や事業を展

開することが期待されている。地域未来戦略ではこ

れを知事主導の計画として位置づけて地域の活性化

につなげていく狙いである。地財計画の資料によれ

ば「広域リージョン連携としての取組を含む」と書

かれている。これは総務省の「持続可能な地方行財

政のあり方に関する研究会報告書」に盛り込まれた

もので、産業や観光等の分野において都道府県を超

える広域連携の取組である。 

●－自治総研通巻569号 2026年３月号－●

－ 44 －



 

－ 11 － 

●－自治総研通巻569号 2026年２月号－●

 地域未来基金は交付税算定に年度限りで「地域未

来基金費」を創設し、約2,000億円を人口で、残り

2,000億円を都道府県均等に算定する予定である。

試算によると標準団体となる170万人で約70億円、

60万人で約50億円、900万人で約180億円が見込まれ

る。実際の算定ではあくまで需要額の一部を構成す

ることになり、算定結果にもとづく交付税について

使途は限定されないが、総務省としては需要額相当

の基金を創設し、複数年度で取り組むことを想定し

ている。 

 これまでの地方創生関連以上に内閣の個別施策と

交付税算定が直結し、要請とはいえ使途を限定して

いる点では、一般財源を保障する交付税法の考え方

に照らして不適当な経費といえる。 

 

(４) 公債費（約10兆7,700億円 0.4％） 

 公債費は５年ぶりに前年度を上回った。地方債残

高は臨財債の償還が進展するにしたがって減少して

おり、ピークとなった2013年度の約168兆円から

2025年度末の見込みでは約146兆円まで減少してい

る。2026年度も残高自体は減少するものの、金利上

昇を踏まえて前年度を上回る見通しとなった。金利

のある世界に入るなかで地方債残高、公債費、金利

上昇の３つの動向について引き続き注視していく必

要がある。 

 

(５) 臨時財政対策債償還基金費（年度限

り 8,376億円） 

 後年度の臨財債償還にあてる基金（減債基金）の

財源として年度限りで創設された。補正予算でも触

れたように、従来は補正予算における交付税の再算

定において同基金費を創設し、後年度の償還分を基

金費に振り替えてきたが、2026年度はこれを当初の

計画に計上した。 

 具体的には、2026年度末の理論償還表にもとづく

臨財債元金相当額のうち道府県分については2005年

度の発行可能額(７)の全部、市町村分については

2005年度から2010年度までの発行可能額の一部(８)

 

(７) 各自治体の臨財債発行額は、交付税算定にあわせて算出され、その枠内で起債する。後年度の臨財債元利償還金の

交付税算定では、発行可能額を満額起債したものとして、理論償還表にもとづき年々算入される。 

(８) 政令市以外は2007年度から2010年度まで。 

を同基金費において算定する。この基金費相当額は

2027年度以降の交付税算定には算入されないため、

各自治体の後年度の需要額算定においては減少要因

となる。 

 

(６) 維持補修費（約１兆6,300億円  

  5.0％） 

 維持補修費は自然災害の多発化や老朽化対策など

を背景に2012年度以来、増加傾向が続いており、

2026年度は後述する物価高騰対応として750億円を

増額したことなどにより高い伸び率となった。なお、

資料には記載がないものの同項目には緊急浚渫推進

事業費として水害防止を目的に河川等の浚渫事業費

が計上されており、2025年度から５年間延長された

ことから2026年度も前年度並みの1,100億円が計上

されている。 

 

(７) 投資的経費（約12兆4,500億円  

  2.8％） 

 投資的経費では社会資本インフラや公共施設の建

設・改修などの経費が計上されており、2026年度は

道路や施設等の改修費の物価高騰対応として3,000

億円および高校授業料無償化にともなう公立学校の

魅力化推進のための「高等学校教育改革等推進事業

費」（新設）として1,000億円を計上したことなど

により高い伸び率となった。 

 内訳でみると直轄事業負担金が約5,600億円

（1.8％）、補助事業費が約５兆1,300億円（▲

1.3％）、単独事業費が６兆7,600億円（6.2％）と

なっている。 

 

(８) 公営企業繰出金（約２兆3,500億円  

  3.1％） 

 普通会計を対象とする地財計画では、公営事業会

計への繰出基準にもとづく普通会計負担分を公営企

業繰出金において計上している。2026年度は公立病

院を初めとする公営事業会計における物価高騰およ

び人件費増加などを反映して500億円を計上し、こ
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れを含む伸び率は3.1％となった。なお、公営企業

にかかる会計年度任用職員の給与改定分については

引き続き同項目に包括的に計上されている。 

 

(９) 不交付団体水準超経費（４兆4,800 

  億円 18.8％） 

 地財計画では不交付団体の標準を超えた地方税等

の歳入が計上されるため、地方全体でみた場合に財

源不足が過小見積もりとなる。そこで歳出に見合い

の経費として不交付団体水準超経費を計上すること

で影響を相殺している。この経費が増加していると

いうことは不交付団体の税収が伸びていることを示

すとともに、地財計画の名目上の規模を押し上げて

いることになる。 

 2026年度の４兆4,800億円は金額、伸び率とも

2000年度以降で最大となっており、東京都を初めと

する不交付団体への地方税の集中が著しいことを表

している。昨年より地方税の偏在是正の議論が再燃

し、利子割の配分基準の見直しが決定される背景に

はこうした地財計画の見通しもあるものと思われる。 

 

４－３ 収支の中期的な動向 

 2026年度の収支見通しの立ち位置を確認するため、

2016年度以降の歳入歳出の推移を主要項目別にみて

みよう。 

 

(１) 歳入の推移（図表６） 

 一般財源の主要項目である地方税は増加基調と

なっており、コロナ禍の2021年度は税収の過少評価

によるもの、2024年度は定額減税を反映したもので

あり実質的にはほぼ前年度を上回るかたちで推移し

ている。とくに賃上げや物価高騰が顕著となった近

年は伸び率が高くなっている。地方交付税について

も2019年度以降は増加基調となっており、近年は財

源不足が縮小するにしたがって法定率分による実力

での伸びを実現している。その他の一般財源である

地方譲与税も2021年度のコロナ禍の影響による減収

を見込んだ以外は特別法人事業譲与税が伸びを牽引

している。 

 国庫支出金は社会保障関係を中心に増加しており、

2020年度から2021年度にかけては、年度限りのコロ

ナ禍の特別定額給付金事業終了の反動で減少したも

ののその後は微増が続いている。2025年度以降はこ 

 

図表６ 地財計画・歳入の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：各年度の地方財政計画および2026年度地方財政対策の資料より筆者作成
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ども・子育て支援加速化プランにもとづく児童手当

の拡充や保育の充実などにより急増した。今後は社

会資本インフラの維持補修なども重要な政策となる

ことから微増が続くものと予想される。 

 地方債の発行はほぼ臨財債の発行がその動向を決

めており、発行額の抑制に従って減少基調にある。

2021年度の急増はコロナ禍の財源不足の過大見通し

にともなう臨財債の増発によるものである。2026年

度は既述の通り教育施設の整備などの事業債の増加

により久々に前年度を上回った。 

 

(２) 歳出の推移 

 一方、歳出の推移をみると（図表７）、最も金額

の大きい一般行政経費は社会保障関係経費の増加に

ともない増加基調となっているが、2026年度は会計

年度任用職員の給与費等の経費項目の移し替えによ

り前年度を下回った。これまで、一般行政経費の増

加は主に補助分によるもので単独分は比較的伸びが

抑えられてきたが、2020年度以降は会計年度任用職

員の処遇改善や物価高騰対応などで増加傾向がみら

れる。 

 次に給与関係経費については抑制基調にあったが、

2024年度からは給与のプラス改定などにより増加に

転じており、退職手当を除く給与だけでみると2023

年度以降増加している。また、給与関係経費の積算

の前提となる計画人員でみると2019年度に増加に転

じていることから、給与関係経費は給与改定と計画

人員の両面で増加基調に入ったといえる。また、

2026年度は会計年度任用職員の経費移し替えで急増

している。 

 投資的経費については2019年度の防災・減災、国

土強靱化のための３カ年緊急対策の時期を除けばほ

ぼ横ばいで推移してきたが、この間の事業内容とし

ては公共施設等適正管理推進事業、緊急防災・減災

事業、緊急自然災害防止対策事業、脱炭素化推進事

業など時宜にかなったメニューを増やしてきた。

2026年度は高等学校教育改革等推進事業や物価高騰

対策の計上により、近年では比較的大幅な増加と

なった。 

 公債費については減少基調にあり、主要項目の金 

 

図表７ 地財計画・歳出の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：各年度の地方財政計画および2026年度地方財政対策の資料より筆者作成 
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額のなかでも３番目から４番目に下がったが、既述

の通り2026年度は2021年度以来、前年度を上回った。

当時とは異なり金利上昇局面にあることから2027年

度以降の動向が注目される。 

 公営企業繰出金は約半分を占める企業債償還費普

通会計負担分が減少していることから減少基調にあ

るが、一方で2026年度は物価高騰対策や職員の処遇

改善が反映されており、起債償還以外の充実がはか

られている。 

 不交付団体水準超経費は地方税の推移にほぼ比例

して増加傾向にあり、特に2023年度以降は２兆円台

を超えて急増しており、税源の東京一極集中を際立

たせる状況となっている。昨年末の財政審の建議や

与党税制改正大綱において税源の偏在是正が明記さ

れており、税制改正が本格的に議論されることが予

想される。 

 

5. 歳出の特徴 
 
 以下では歳出の特徴についてより詳しくみていこ

う。 

 

(１) 人件費にかかる財源保障の充実 

①2025年給与改定分（約6,800億円） 

 地財計画では基本的に前年度の各人事委員会勧告

の伸び率を踏まえた人件費を積算しており、2026年

度は2025年８月の人事院勧告において月例給・一時

金等の引き上げが勧告され、人事委員会勧告でもこ

れを踏まえた内容となった。これを受けて地財計画

では2025年給与改定分として給与関係経費に約

6,800億円が計上された。このうち会計年度任用職

員分は約800億円である。 

 また、会計年度任用職員の給与等が一般行政経費

から給与関係経費へと総額で１兆9,600億円移し替

えられた。この金額は総務省が毎年度行っている実

態調査を踏まえたものとみられるが、地財計画にお

ける会計年度任用職員の人件費総額がはじめて明ら

かにされたことは注目される。なお、既述のように

公営企業繰出金における会計年度任用職員分の給与

 

(９) 詳しくは拙稿『自治総研』2026年２月号を参照。 

改定分は、繰出金の一部として包括的に計上されて

いることから、給与関係経費への移し替えはせずに

同項目に計上されている。 

 ７月頃に予定されている交付税算定では一般職員

等については単位費用の基礎となる給与の統一単価

の引き上げを通じて各需要額項目で算定される。ま

た、会計年度任用職員については従事する職務とし

て想定されている需要額項目(９)の単位費用で算定

され、それ以外は包括算定経費で算定される見通し

である。 

②2026年度給与改善費（4,000億円） 

 2026年の給与改定を先取りした給与改善分として

一般行政経費の単独分に4,000億円が計上された。

給与改善分の計上は２年連続となり、昨年度から

2,000億円を上乗せして4,000億円となった。このう

ち約3,500億円が常勤職員等分、約500億円が会計年

度任用職員分として計上されている。交付税算定で

は常勤職員等分については各需要額項目において、

会計年度任用職員については包括算定経費において

算定される。 

 

(２) 物価高騰、官公需の価格転嫁対策 

  （5,850億円） 

①物価高騰対策 

 2023年度以降、物価高騰等にともなう施設光熱費

や施設管理委託料の上昇を踏まえて、一般行政経費

の単独分に相当額が増額計上されてきた。 

 2026年度は物価上昇分の委託料をさらに引き上げ

るほか、対象経費を維持補修費、投資的経費、公営

企業繰出金などに拡大し、前年度の1,000億円から

5,850億円へと大幅な増額計上となった。これらは

いずれも交付税算定の単位費用に加算される見込み

である。なお、前年度の地財計画では施設光熱費の

上昇分が明記されていたが、2026年度は特に触れら

れておらず2025年度の額（400億円）で一般行政経

費に包括されたものと推察される。 

 【物価高騰対応】 

 ・ごみ収集、学校給食などのサービス、庁舎や教

育施設等の施設管理の委託料：800億円（普通
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交付税の単位費用加算を平均５％程度引き上げ） 

 ・道路や河川等の点検・補修に係る維持補修費：

750億円（新規） 

 ・道路や施設の改修等に係る投資的経費の単独

分：3,000億円（新規） 

 ・民間事業者への補助や消耗品費・備品等：800

億円（新規） 

 ・公営企業における物価高への影響：500億円

（新規） 

（以上、地財計画資料より引用） 

②官公需の価格転嫁対策（1,000億円） 

 物価高騰対策にあわせて自治体の委託や入札など

の公契約における価格転嫁を後押しするために、交

付税算定の「地域の元気創造事業費」の補正係数と

して新たに「価格転嫁分」1,000億円を創設し、低

入札価格調査制度及び最低制限価格制度の導入率、

スライド条項等の導入率などの複数の指標を設定し、

価格転嫁に積極的に取り組む自治体の財政需要を割

増算定する予定である。 

 地財計画の地方創生推進費を枠とする地域の元気

創造事業費では、これまで補正係数として行革努力

分と地域経済活性化分が算定されてきたが、ここに

新たに価格転嫁分が加わることになる。これにあわ

せて「行革努力分」の補正係数で用いられてきたラ

スパイレス指数と経常的経費削減率を用いた算定は

廃止される。これらの指標はいわばデフレ時代の指

標ともいえるものであり、インフレ局面での廃止は

当然といえるだろう。また行革努力分では地方税徴

収率が存置されるほか、既存の業務システムに対す

るクラウド導入率に代わり、新たに行政手続きオン

ライン化率、公共移設等の延べ床面積の削減率が設

定される。 

 このような一連の指標を地域の元気創造事業費の

入れ子のように算定することが、そもそも標準的行

政経費の算定として望ましいとはいえない。 

③公立病院関連の物価高騰対策 

 公立病院関連の物価高騰対策として、一般会計か

ら病院会計への繰出金を400億円増額し、総額で約

8,300億円を計上し、交付税算定では道府県分の衛

生費、市町村分の保健衛生費の単位費用に含まれる

１床当たりの単価を、救急告示病院について約９％、

小児医療について約９％、周産期医療について約

８％引き上げる。 

 また、物価高騰による公立病院の新設や建替の建

設コストの上昇や入札不調等の状況を踏まえて、交

付税算定の対象となる建築単価を平米当たり59万円

から85万円へと大幅に引き上げる。こうした引き上

げは2023年度から毎年度行われており、これまで平

米当たり40万円⇒47万円⇒52万円⇒59万円へと引き

上げられてきた。これまでの経過を踏まえると2026

年度の引き上げ幅が大きいことがわかる。これによ

り病院の建築単価が平米当たり85万円以下の部分に

相当する病院事業債の元利償還金については、交付

税算定の対象となる。 

 

(３) 教育無償化関連の対応 

①いわゆる教育無償化関連（約3,600億円） 

 2026年度から教育無償化関連として、いわゆる高

校授業料無償化である高等学校等就学支援金制度の

拡充といわゆる公立小学校給食費無償化である小学

校給食費の負担軽減が予定されている。高校授業料

無償化については所得制限を廃止し支給上限額とし

て公立については11万8,800円、私立については45

万7,200円を上限として支給し、負担割合について

は国が４分の３、都道府県が４分の１とする。なお

根拠法となる「高等学校等就学支援金の支給に関す

る法律の一部を改正する法律案」は今国会に提出予

定であるが、衆議院解散総選挙の影響で予算審議が

遅れることから年度初めからの施行は不透明である。 

 公立小学校給食無償化については児童一人当たり

月額5,200円とし、その負担割合は国と都道府県で

２分の１ずつとする。なお国の補助金は「給食費負

担軽減交付金」として交付される。 

 これら（その他関連施策含む）に要する地方負担

3,600億円程度については地財計画に全額計上され、

交付税算定において全額が算定される。高校授業料

無償化の道府県分の交付税算定は公立高校の生徒数

と私立高校の生徒数のそれぞれ一人当たりの支援単

価を乗じる。一方、給食費の無償化については児童

数に児童一人当たりの支援単価を乗じて算定される。 

②公立高校の教育環境充実支援（1,000億円） 

 高校授業料無償化等にともなう公立高校の影響を
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踏まえ、工業高校等の専門学校の機能強化・高度化

や普通科の特色化・魅力化などに要する施設設備の

整備を支援するため、投資的経費の単独分に新たに

「高等学校教育改革等推進事業費」1,000億円を計

上した。 

 事業期間は５年間で財政的支援としては「高等学

校教育改革等推進事業債」（充当率90％、交付税措

置率50％）を創設し、施設設備整備を支援する。 

 

(４) 投資的経費関連の対応 

 災害対応や公共施設の管理などにかかる投資的経

費は同額を計上した上で以下の対象事業の拡充や事

業期間の延長が行われた。 

①緊急防災・減災事業費（対象事業の拡充・事業期

間５年延長） 

 ・指定避難所における避難者の生活環境改善（厨

房設備、入浴設備、洗濯設備、災害対応車等） 

 ・指定緊急避難場所における一時的な滞在のため

の防災東屋等及び防災コンテナの整備 

 ・庁舎・消防庁舎における衛星通信システムの整

備 

②緊急自然災害防止対策事業費（対象事業の拡充・

事業期間５年延長） 

 ・橋梁（道路、農道及び林道）の除却 

 ・農道・林道橋梁の改修 

③脱炭素化推進事業費（対象事業の拡充・事業期間

５年延長） 

 ・売電を主目的として自治体が整備する再生可能

エネルギー設備等の整備 

 ・公共施設等のＺＥＢ（再生可能エネルギーの導

入による省エネ施設の更なる省エネをはかる建

築物）基準に適合させるための改修等 

 ・公共施設等の省エネ基準に適合させるための改

修 

 ・公共施設等へのＬＥＤ照明導入のための改修 

 ・公用車における電動車（電気自動車、ハイブ

リッド車等）の導入・充放電設備の整備 

 ・国庫補助事業として実施するペロブスカイト太

陽電池の導入 

 また、昨年の埼玉県八潮市の道路陥没事故等を踏

まえ、上下水道の老朽化対策の財政支援を拡充した。

期間は５年間である。 

④下水道管路にかかる全国特別重点調査への対応 

 これまで下水道管路の改築については下水道事業

債の対象となっていたが、さらに修繕、補修につい

ても同起債対象となった。 

⑤水道管路耐震化事業「重点対策分」の創設 

 事故発生時に社会的影響が大きい重要水道管路に

ついて、一般会計出資債による事業繰入割合を従来

の４分の１から２分の１に引き上げ、その元利償還

金の50％を交付税算定の対象とする。 

⑥ＤＸ技術を活用した管路施設にかかる点検・調査 

 上下水道管路の点検調査にＤＸ技術を活用し、そ

の委託経費の２分の１を一般会計の繰出対象とし、

その50％について特別交付税を交付する。 

 

(５) その他 

 2026年度から創設されるふるさと住民登録制度の

推進事業の特別交付税対象化や地域おこし協力隊の

特別交付税支援の拡充、地域力創造アドバイザーに

対する特別交付税の拡充、農地の大区画化や共同利

用施設の再編集約・合理化等の地方債対象化と元利

償還金の交付税算定などがあげられる。 

 

結 び 
 
 2026年度の地財計画は、給与改定や物価高騰対応

を基調として収支規模および一般財源総額とも過去

最大を更新し、同時に財源不足の縮小と債務圧縮を

両立させた財政健全化型の内容となった。地財対策

では2025年度と同様に交付税特会の債務償還の前倒

しや臨財債発行の解消が中心であり、かつての「折

半ルール」のような財源補てんを軸とする状況から

大きく様変わりした。しかも2026年度は補正予算に

よる前年度からの繰越財源も活用せず、さらに一般

会計において特会借入の債務承継まで行ったという

点では、現状の地財計画の水準を前提とする限りに

おいて実質的な収支均衡にさらに一歩近づいたとい

えるだろう。こうした状況を踏まえると、今後の地

財計画は財源不足の補てんから目指すべき地方の姿

として標準的行政水準をどこに求め、その内容をど

のように描くかという量と質を追求する段階に入っ

●－自治総研通巻569号 2026年３月号－●

－ 50 －



 

－ 17 － 

●－自治総研通巻569号 2026年２月号－●

てきたということができる。 

 以上を踏まえ、2026年度の地財計画における論点

をあげて本稿を結ぶ。 

①インフレ局面における一般財源総額実質同水準

ルールの空洞化 

 地財計画は2011年度以来、基準年の一般財源総額

を複数年度にわたり下回らないように確保する一般

財源総額実質同水準ルールのもとで運用されてきた。

同ルールの財務省の定義では「消費税の引き上げに

伴う社会保障の充実や偏在是正効果に相当する分等

を除き、実質的に同水準を維持するものである｣(10)

としている。しかし2026年度の内容をみても給与改

定や物価高騰対応などの歳出拡大で一般財源総額は

大幅に伸びており、「同水準ルール」という目安自

体が空洞化したものとなっている。このルールは一

般財源総額の安定化と上限値（キャッピング）とい

う両面から役割を果たしてきたが、今後、このルー

ルをどのように解釈するのか、ルール解消も含めて

検討する必要がある。 

②一般財源総額の十分性の検討 

 2023年度以降、物価高騰や給与改定が地財計画に

順次計上されるようになり、地方全体でみると一般

財源総額は増加の一途をたどっている。しかし、こ

こ２～３年の自治体財政をみると経常収支比率の上

昇や単年度赤字による基金の減少などが散見される

ようになっており、必ずしも一般財源の増加が財政

状況の改善に結び付いていないように思われる。こ

の要因が自治体固有の事情によるものなのか、一般

財源総額の水準の問題なのか、交付税算定に問題が

あるのかなど、さまざまな推察が成り立つ。いずれ

にしても人件費や物価水準が上昇するなかで一般財

源総額が見合っているのかマクロ、ミクロレベルで

検討する必要がある。その点では2025年度補正によ

る交付税の再算定および2026年度の一般財源の大幅

な増加が、今後、各自治体の財政状況にどのような

影響をもたらしたか注視していく必要がある。 

③地域未来基金費は交付税の補助金化 

 高市内閣の地域未来戦略を計上した地域未来基金

費は年度限りとはいえ、地財計画に独立した枠を設

 

(10) 財政審「令和８年度予算の編成等に関する建議」77ページ。 

け、これを交付税算定における臨時費目として財源

化している点は２つの点で問題がある。第一に夏の

地域未来戦略の策定を見込んだ空手形のような臨時

費目を、一般財源ベースの標準的行政経費として計

上することが果たして妥当なのか、第二に交付税の

個別経費の算定結果は使途を縛るものでないが、同

項目に限ってはあくまで要請ではあるが算定結果に

応じた基金創設が求められていることである。これ

はいわば交付税の補助金化ということができる。本

来、人口と均等割で算定する程度であれば交付税で

はなく補助金（交付金）でも十分可能であり、財政

力による配分調整が必要であればそうした指標で補

正すればよいことである。なぜ交付税算定に位置づ

けたのか疑問が残る。 

④特別枠の根拠はどこに？ 

 地財計画および交付税算定における特別枠は2015

年度の安倍内閣におけるまち・ひと・しごと創生事

業費の創設以来、歴代内閣の地方創生関連施策の受

け皿となってきた。こうしたなかで高市内閣の地域

未来戦略はそもそも地域やコミュニティの取り組み

を起点とする従来の地方創生の考え方ではなく、強

い経済を基調とする地域経済の活性化に重点を置い

ている。 

 地財計画の地方創生推進費を枠とする人口減少等

特別対策事業費の算定では地方創生の取り組み指標

として人口増減率、若年者就業率、女性就業率など

を採用しているが、10月24日の総理大臣所信表明の

内容をみると人口政策については人口減少を前提と

する対策を目指し、就業率のような雇用というキー

ワードは登場しない。両者を比較すると必ずしも特

別枠が高市内閣の政策の受け皿にもならなくなって

おり、特別枠を存置する根拠が薄れつつある。 

 ただし、筆者は特別枠の１兆円という財源保障の

規模および交付税算定における小規模自治体への配

分効果自体を否定するわけではない。むしろ流動的

な政策の受け皿としてではなく人口減少社会の財政

需要を踏まえた経費への移行が必要だと考える。現

時点で経費項目の具体案はないが、たとえば、「人

口減少等特別対策事業費」から地域社会の維持再生
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を包括的に算定している「地域社会再生事業費」へ

の移し替えなどは検討に値するのではないだろうか。 

 結びの冒頭でも述べたように、今後の地財計画は

目指すべき地方の姿として標準的行政水準を追求す

る段階に入っている。それを具体化し標準的行政水

準として地財計画の量と質を確保するには自治体の

取り組みが重要である。2026年度の地財計画の規模

拡大のなかで、自治体が地財計画の内容をどのよう

に受け止めていくのか注目していきたい。 

（とびた ひろし 地方自治総合研究所副所長） 

 

 

キーワード：一般財源総額実質同水準ルール／給与改定／物価高騰／臨時財政対策債償還基金費／地域未来基金費

――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――― 
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   気になる地方自治トピックス 
 

 

 
 
 地方自治動向研究会などで新聞記事等日々の情報をリソースとして地方自治に関する動向に 

ついて情報共有し、議論している中で、気になったトピックスについてレポートします。   
 

 

 

 

 

  生活保護法・生活扶助基準引き下げ 

  に対する最高裁判決 

 

 2025年６月27日、最高裁判所は2013～15年にかけ

て行われた、生活保護制度の生活扶助基準の引き下

げに対応した地方自治体（福祉事務所設置自治体）

に対して保護変更決定を取り消すことと、国に対し

て損害賠償を求める「生活保護基準引き下げ処分取

消等請求事件」に対する判決を下した。 

 以下、生活扶助基準の背景、判決内容、判決に対

する厚生労働省の対応などについて簡単に解説する。 

 

１ 生活扶助基準の変遷について 

 生活保護法における生活扶助とは、食費・被服

費・光熱水費等の日常生活に必要な費用として計算

される（生活保護法（以下「法」）第12条）。そし

て、扶助方法は被保護者の居宅において行うものと

されている（法第30条）。他の扶助方法としては、

教育扶助、住宅扶助、医療扶助、など８つの扶助が

ある（法第11条）。そして、生活扶助の水準は、生

活保護制度の基本をなすものであり、その水準の変

更は、被保護者の生活、暮らしを大きく左右するも

のである。では生活扶助の水準はどのように決めら

れてきたのか(１)。 

 ①旧生活保護法時代の1946～47年は「当時の経済

安定本部が定めた世帯人員別の標準生計費を基に算

出し、生活扶助基準とする方式」（標準生計費方

式）、②1948～60年は「最低生活を営むために必要

な飲食物費や衣類、家具什器、入浴料といった個々

の品目を一つ一つ積み上げて最低生活費を算出する

方式」（マーケットバスケット方式）、③1961～64

年は、「栄養審議会の答申に基づく栄養所要量を満

たし得る食品を理論的に積み上げて計算し、別に低

所得世帯の実態調査から、この飲食物費を支出して

いる世帯のエンゲル係数の理論値を求め、これから

逆算して総生活費を算出する方式」（エンゲル方

式）、④1965～84年は、「一般国民の消費水準の伸

び率以上に生活扶助基準を引き上げ、結果的に一般

国民と被保護世帯との消費水準の格差を縮小させよ

うとする方式」（格差縮小方式）、⑤1984年から現

在は、「生活扶助基準が、一般国民の消費実態との

均衡上ほぼ妥当であるとの評価を踏まえ、当該年度

に想定される一般国民の消費動向を踏まえると同時

に、前年度までの一般国民の消費実態との調整を図

る方式」（水準均衡方式）とされ、かつ「５年間に

一度の頻度で、生活扶助基準の水準について定期的

に検証を行う｣(２)こととされた。 

 しかしながら、生活保護制度の運用や生活扶助基

準は、様々な社会的な背景のもとで変化してきた。

例えば、占領下の生活扶助基準は、ＧＨＱのもとで

一定の水準が保たれていたものの、その後は高度成

長による消費水準の上昇にもかかわらず、生活扶助

基準は据え置かれる状況が1960年頃まで続いた。ま

た、1980年代には生活保護の不正受給が大きな問題

となり、保護申請を福祉事務所の窓口で規制するこ

とによって、保護が受けられないなどの問題が生じ

てきた歴史がある。 

 

２ デフレ下での水準均衡方式による実際の運用 

 日本経済はバブルの崩壊以降デフレ経済が進み、

賃金水準が上昇せず消費の冷え込みが続く中で、
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2007年11月に「生活保護基準部会報告書」が公表さ

れた。その内容は、夫婦子１人（有業者あり）世帯

の年間収入階級第１・十分位世帯当たり生活扶助相

当支出額が148,781円であったのに対して、生活扶

助基準額は150,408円と高めとなっていること、60

歳以上の単身世帯の同様の比較では、生活扶助相当

支出額62,831円に対して、生活扶助基準額71,209円

というものであった。 

 しかしながら厚生労働省は、原油価格の高騰が消

費に与える影響等の社会経済情勢を見極める必要性

があるなどとして、2008年度の生活扶助基準を政策

的に据え置いた。その後も、2008年９月のリーマン

ショックによる世界金融危機の中、生活扶助基準は

更に据え置かれることとなった。 

 

３ リーマンショック前後の生活保護に対する厳し

い社会情勢 

 リーマンショック以降の雇用情勢悪化により、生

活保護受給者が2011年７月には205万人を超え、

1951年度以来の過去最多記録を更新した。その結果、

年間の保護費が３兆4,000億円規模に膨らみ、国や

自治体の財政を圧迫している現状が大きく報道され

た。 

 更に2012年には、芸能人の親族による、生活保護

受給騒動（ただしこれらは不正受給とは言えない）

も起き、保守系議員による生活保護制度へのバッシ

ングが起こった（この結果、生活保護申請時点にお

いては、親族への扶養照会などが強化されている）。 

 こうした中、2012年の社会保障と税の一体改革の

三党合意（民主党、自民党、公明党）に基づく社会

保障制度改革推進法においては、生活困窮者対策の

強化（後の生活困窮者自立支援法につながる）の一

方で、生活扶助の給付水準の適正化や生活保護制度

の見直しに向けた法改正にも取り組むとされた。そ

して、2012年12月の衆議院選挙において自民党は政

権公約として、「（民主党への）政権交代後、急激

に肥大化した生活保護の見直し（国費ベース8,000

億円（中略）大胆な歳出削減を図ります）」を掲げ、

政権復帰後、この公約実現に向けて進んでいくこと

となった。 

 

４ 生活困窮者自立支援制度の創設 

 こうした生活保護制度の見直しと同時に、2011年

から2013年という、民主党政権から自民党への政権

交代の過渡期にあっても、生活困窮者自立支援制度

が創設されている。ただ、生活保護制度見直しと一

体のものとして検討されたため、一部の有識者・弁

護士からは、生活保護申請を規制するものとして受

け止められ、「生活困窮者を生活保護から遠ざけ・

排除する『沖合作戦』に利用される｣(３)との声明さ

えも登場した。 

 しかし現在、生活困窮者自立支援制度は、生活保

護とともに、就労支援や子どもの学習支援、様々な

生活支援を実施する制度として大きな役割を果たし、

全国に定着している。特に、新型コロナウイルス感

染症拡大による経済活動の自粛は、急激な収入の減

少により多くの生活困窮者を生んだが、住居確保給

付金や社会福祉協議会による手続きが簡易な貸し付

けにより、多くの方々の生活支援につながったこと

は、忘れてはならないだろう(４)。 

 

５ 2013年生活保護基準部会報告書 

 このような状況の中、2007年「生活保護基準部会

報告書」から５年となる2013年「報告書」（2013年

１月18日）が公表された。部会では、2009年に実施

された全国消費実態調査のデータに基づき検証され

たが、年齢、世帯人員、居住地域の３要素別の基準

体系の検証のみが実施され、基準の水準（高さ）の

検証については実施されず、年齢別、世帯人員別、

級地別に、一般低所得世帯における消費支出の格差

指数と生活扶助基準の格差指数の間の乖離（ゆがみ）

があるかどうかを分析・評価した。例えば、夫婦と

18歳未満の子１人世帯の年齢、世帯人員、地域によ

る各影響の合計は8.5％減、夫婦と18歳未満の子２

人世帯では、上記各影響の合計は14.2％減となり、

大幅な乖離が認められた。一方で高齢者世帯はプラ

スという評価となった。 

 ただし報告書では、「検証手法について一定の限

界があることに留意する必要がある」、「とりわけ

貧困の世代間連鎖を防止する観点から、子どものい

る世帯への影響にも配慮する必要がある｣(５)などの

意見も付されていた。  
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６ 生活扶助基準の引き下げ 

 こうした結果や社会保障制度改革推進法も踏まえ、

厚生労働大臣は、生活扶助基準を順次改定した。そ

の内容は次の３つの手法を組み合わせて行われた。 

① 物価変動率に基づき生活扶助基準を改定した

「デフレ調整」 

 2007年検証で生活保護基準が高いとされながら減

額改定されず、その後、据え置いてきた中で、生活

保護受給者の生活に配慮する観点も踏まえ、政策判

断により生活扶助を物価によって調整する。具体的

には、特定の方式により算出し直した指数の2008年

から2011年までの下落率が4.78％であることから、

これを生活扶助基準額に反映させる。 

※ 仮に全国消費実態調査（現：全国家計構造調査）に

基づき消費を基礎として改定する場合には減額幅が▲

12.6％と大きくなることが想定された。 

② 2013年生活保護基準部会報告書を反映した「ゆ

がみ調整」 

 基準部会の検証結果で確認された年齢別、世帯人

員別、級地別のゆがみを調整する。ただし、激変緩

和の観点から減額幅を最大10％にとどめるとともに、

2013年８月から2015年度まで３回に分けて段階的に

実施。 

③ ゆがみ調整の「２分の１処理」 

 ゆがみ調整は、2013年検証の結果をそのまま生活

扶助基準の改定に反映させるのではなく、その２分

の１のみを反映させる。 

 

７ 最高裁判決の概要 

 こうした2013年の生活扶助基準の引き下げに対す

る2025年６月の最高裁判所判決は、「自治体による

保護変更決定処分を取り消す。原告らの国に対する

損害賠償請求を棄却する」というものである。 

 判決の具体的内容は、法第３条と第８条第２項の

最低限度の生活とは、抽象的かつ相対的な概念であ

り、厚生労働大臣の政策的な判断には裁量的な余地

があるものとされているとしつつも、「これまでも

生活扶助基準の改定に際しては、専門家により構成

される合議制の機関等により、各種の統計や資料等

に基づく専門技術的な検討がされてきた」、「主と

して本件改定に係る判断の過程及び手続に過誤、欠

落があるか否か等の観点から、統計等の客観的な数

値等との合理的関連性や専門的知見との整合性の有

無等について審査されるべき｣(６)と、判断の基本的

な考え方を示している。その判断の枠組みは以下の

通り大きく３つに分けることができる(７)。 

(１) デフレ調整について 

・ 物価変動率は、それだけでは消費実態を把握す

るためのものとして限界のある指標であるといわ

ざるを得ない。 

・ 水準均衡方式によって改定されてきた生活扶助

基準を、物価変動率のみを直接の指標として改定

することが直ちに合理性を有するものということ

にはならない。 

  不均衡を是正するために物価変動率のみを直接

の指標とすることについて、基準部会等による審

議検討を経ていないなど、その合理性を基礎付け

るに足りる専門的知見があるとは認められない。 

・ 物価変動率のみを直接の指標として用いたこと

に、専門的知見との整合性を欠くところがあり、

この点において、デフレ調整に係る厚生労働大臣

の判断の過程及び手続には過誤、欠落があったも

のというべき。 

・ デフレ調整が一律に4.78％も減ずるものであり、

生活扶助を受給していた者の生活に大きな影響を

及ぼすものであることも考慮すると、平成29年検

証の結果(８)によって、上記の評価は左右されな

い。 

・ こうしたことから厚生労働大臣の判断に裁量権

の範囲の逸脱又はその濫用があり、生活保護法第

３条、第８条第２項に違反して違法。 

(２) ゆがみ調整について 

・ ２分の１処理を含むゆがみ調整に係る厚生労働

大臣の判断に、統計等の客観的な数値等との合理

的関連性や専門的知見との整合性に欠けるところ

があるということはできない。 

(３) 国家賠償 

・ 厚生労働大臣が、生活扶助基準の水準と一般国

民の生活水準との間に不均衡が生じていると判断

したことにつき、統計等の客観的な数値等との合

理的関連性や専門的知見との整合性に欠けるとこ

ろがあるとは言い難い。 
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・ 厚生労働大臣が職務上通常尽くすべき注意義務

を尽くすことなく漫然とデフレ調整に係る判断を

したと認め得るような事情があったとは認められ

ない。 

 

８ 最高裁判決を受けた厚生労働省の対応 

 以上のように、「ゆがみ調整」とそれに対する

「２分の１調整」については合法とされたが、「デ

フレ調整」については法第３条、第８条第２項に違

反して違法とされた。判決を受けた厚生労働省は、

2025年８月13日に、「専門的知見に基づく検討を行

う」ため、学識経験者による専門委員会を、社会保

障審議会生活保護基準部会のもとに設置し、11月18

日に報告書が公表された。この報告書を受けて厚生

労働省は、以下の対応について公表した(９)。 

・ ゆがみ調整については、判決で違法とされてい

ないことから、追加給付の対象としない。 

・ 2008年から2011年にかけての消費水準は、リー

マンショックの影響等により全体的に大きく低下

し、とりわけ一般低所得世帯の落ち込みが大き

かった。このため、リーマンショックの影響と

いった特殊要因を考慮することが必要。 

・ 専門委員会の報告書では、平時に近い消費水準

を基準とする観点から、リーマンショックの影響

から一定程度回復した後の水準に補正する方法が

示され、ゆがみ調整（１/２処理）反映後の基準

額に対する改定率として３つの案が示されたが、

2012年までの変動率に基づく▲2.49％を採用。具

体的には、原告・原告以外を区別せず、高さ調整

▲2.49％の水準で一律保護費の追加給付について、

実施（▲4.78％と▲2.49％の差額分を給付）する。 

・ 原告については、これまでの争訟の経緯を踏ま

えた原告との紛争の一回的解決の要請を踏まえ、

高さ調整を実施しない水準となるよう、これに相

当する特別給付金を支給（▲０％と▲2.49％の差

額を追加給付に上乗せ）する。 

 

９ 生活保護の運用､生活扶助基準の脆弱性と柔軟性 

 判決に対する個々の評価については、別稿にゆず

り、ここでは生活保護制度の性格について考えてみ

たい。 

 法第８条（基準及び程度の原則）では、「保護は、

厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者

の需要を基」とするとされ、その測定方法が現在の

水準均衡方式で検証される根拠となる。そこで、生

活保護法の位置付けをみるならば、憲法第25条を根

拠として制定され（法第１条）、憲法で定められた

「権利」であるとはいうものの、社会保障制度の中

では、行政の裁量の大きい「措置」制度として位置

付けられている。一部の有識者は「権利としての生

活保護」を主張するが、その制度運用の歴史をみる

と、必ずしも「権利」として安定して運用されてい

るとは言い難い面がある。つまり社会保険制度のよ

うに、負担と給付の牽連性が強く、一定の要件を満

たすと、反対給付としてのサービスを受けることが

できるという仕組みとはなっていないところに生活

保護制度の脆弱性がある。その脆弱性がある限りは、

厚生労働省の政策的な判断と言えども、社会情勢や

経済情勢、国・地方自治体の財政圧力に対して影響

を受けやすい性格を持っていると言える。 

 一方で、その脆弱性が厚生労働大臣の機動的な政

策判断を可能とし、被保護者の急激な生活の変化を

防止する面もあるとも考えられる。例えば、生活扶

助基準は、水準均衡方式と言えども、消費者物価指

数に基づく検証は５年おきとなっており、急激な経

済変動に対応できない。このことから、厚生労働省

は、物価高への対応として2026年10月から１年間、

生活扶助費を１人当たり月1,000円引き上げる特例

措置を拡大することにもみられる。また、本稿の事

例にもある通り、リーマンショック時などの経済変

動下でも厚生労働省の政策的判断として生活扶助基

準の引き下げが先送りされており、ある意味、法第

８条第２項の「前項の基準は、要保護者の年齢別、

性別、世帯構成別、所在地域別その他保護の種類に

応じて必要な事情を考慮した最低限度の生活の需要

を満たすに十分なものであつて、且つ、これをこえ

ないものでなければならない」という条文を超えた

判断であったとも解釈できる可能性がある。 

 

10 実務的な課題と今後の動向 

 なお、忘れてはならないのは、追加給付の実施に

あたっての実務的な課題である。つまり、対象者の
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特定、給付額の算定、通知・相談対応、生活保護シ

ステムの改修など、広範な事務が自治体現場に集中

することが想定されている。このことから自治労は、

厚生労働省の方針を受け、2026年１月15日に要請書

を提出していることも紹介したい。 

 そんな中2026年１月23日、政府において、外国人

の受入れに関する関係閣僚会議が開催され、その

「総合的対応策」に、外国人による生活保護制度の

利用に関する文言が入れられた。内容は、外国人に

よる利用の実態が不明とし、入管との情報連携や、

「行政措置の対象となる者の見直しも含め、保護の

補足性の原理との関係も考慮しながら必要な措置を

検討すべき」との文言が入った。今のところ、厚生

労働大臣は「まずは実態調査」（大臣会見概要2026

年２月３日）との立場だが、差別的な取り扱いとな

らないよう、今後の動向を注視する必要がある。 

 

【註】 

(１) 厚生労働省「生活扶助基準の検証関係参考資料」 

  2008年５月１日 https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou

-files/documents/2008/18989/20080501_1shiryou5_1.pdf 

  2026年１月28日閲覧。 

(２) 社会保障審議会福祉部会「生活保護制度の在り方

についての中間まとめ」2003年12月16日。 

(３) 自由法曹団「『改正』生活保護法、生活困窮者自

立支援法の成立に抗議し、両法律の廃止を求める声

明」2013年12月27日。 

(４) 連合総研『2020～2021年度経済情勢報告』2020年

11月（コンポーズユニ）。 

(５) 社会保障審議会生活保護基準部会「社会保障審議

会生活保護基準部会報告書」2013年１月18日。 

(６) 最高裁第三小法廷判決 2025年６月27日。 

(７) 厚生労働省「第１回最高裁判決への対応に関する

専門委員会資料」2025年８月13日。 

(８) 平成29（2017）年生活保護基準部会検証の結果で

は、夫婦子１人世帯の年収階級第１・十分位の生活

扶助相当支出額は、概ね均衡しているとなっている。 

(９) 厚生労働省「社会保障審議会生活保護基準部会 最

高裁判決への対応に関する専門委員会報告書等を踏

まえた対応の方向性」2025年11月21日。 

【参考文献】 

副田義也 『生活保護制度の社会史』1995年８月（東京大

学出版会） 

【参考資料】 

・共同通信2025/６/27「生活保護費の引き下げは違法 

最高裁『裁量の逸脱、乱用』」 

・朝日新聞2025/６/28「生活保護減額 勝訴『大きな励

みに』原告や支援者 歓喜の声＝北海道」 

・朝日新聞2025/６/28「［社説］生活保護判決 減額の

裏付け怠った責任重い」 

・共同通信2025/７/１「生活保護、専門家審議の場設置

へ 減額判決受け厚労相」 

・共同通信2025/８/13「生活保護専門委、13日に初会合 

引き下げ違法で対応審議」 

・共同通信2025/８/13「生活保護原告ら、全額補償を要

求 専門委でヒアリング」 

・朝日新聞2025/８/30「原告側が政府批判 再手続きで

生活保護減額『誤り』 厚労省専門委」 

・朝日新聞2025/10/３「生活保護費、引き下げるなら 

― 論点示す 最高裁『違法』判決受け、厚労省内

『手続きの問題』」 

・共同通信2025/11/７「生活保護一部補償が妥当、厚労

省 最高裁違法判決、首相初めて謝罪」 

・朝日新聞2025/11/８「生活保護減 再改定を 有識者

委、報告書３案了承 引き下げ『違法』判決」 

・朝日新聞2025/11/13「片山財務相『同様な立場』 生

活保護費巡り、首相『おわび』」 

・朝日新聞2025/11/22「生活保護減額 一部を補償 厚

労省 原告には給付上乗せ」 

・朝日新聞2025/11/22「やっと届いた声『踏みにじった』

生活保護、利用者ら落胆」 

・朝日新聞2025/11/30「生活保護、こだわった再減額 

『違法』分との差額、新基準で算定」 

・朝日新聞2025/12/10「生活保護費、再減額に反発 原

告側、再提訴も視野 判決後の調整」 

・朝日新聞2026/１/９「生活保護費『再減額』審査請求

へ」 

（平川 則男 地方自治総合研究所事務局長） 
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今月の研究会 
 

（2025年12月21日－2026年１月19日） 

 

 
 
自治総研が調査研究・刊行などの研究プロジェクトのために開催している研究会の活動につ

いて、前月の研究所会議資料などをもとに掲載します。 
 

 

 

(１) 地方交付税制度研究会 

次回開催予定：2026年１月26日（月） 

Joseph Drew（ニューイングランド大学客員教授）

「オーストラリアの財政調整」 

 

(２) 地方財政研究会 

開催日時：2025年12月22日（月）14：00－16：30 

於：自治総研会議室・オンライン併用 

出席者(敬称略)：星野泉（主査・明治大学）／ 

    兼村高文（ＮＰＯ法人市民ガバナンスネッ

トワーク）／中村稔彦（長野県立大学）／

町田俊彦（専修大学名誉教授）／横山純一

（北海学園大学名誉教授）／沼尾波子（東

洋大学・研究理事） 

自治総研：飛田博史（副所長・事務局）／其田茂樹

（事務局）／汪穎／中嶌いづみ 

概要：町田俊彦委員報告「市町村向け地方交付税の

地域配分」 

   兼村高文委員報告「観光立国における自治体

のコストを考える ― オーバーツーリズム対

策費の試算」 

次回開催予定：2026年２月５日（木）14：00 

 

(３) 地方自治判例動向研究会 

次回開催予定：2026年３月13日（金）15：00 

 

(４) 小規模自治体の持続可能性に関する研究会 

開催日時：2026年１月15日（木）18：00－20：00 

於：自治総研会議室・オンライン併用 

出席者(敬称略)：大杉覚（主査・東京都立大学）／ 

    千葉実（白鷗大学）／原田悠希（東海大学）

／松井望（東京都立大学） 

自治総研：坂本誠（事務局）／汪穎 

概要：①小規模自治体を対象としたアンケート調査、

②中間報告のとりまとめ、③最終成果公表方

法、④今後のスケジュール、について検討し

た。 

次回開催予定：2026年３月23日（月）17：00 

 

(５) 新地方自治研究プラットフォーム 

次回開催予定：2026年４月 

 

(６) 地方公務員法コンメンタール作成プロジェクト 

次回開催予定：2026年１月30日（金）18：00 

 

(７) 地方自治法コンメンタール作成プロジェクト 

開催日時：2026年１月16日（金）15：00－17：00 

於：自治総研会議室・オンライン併用 

出席者(敬称略)：下山憲治（主査・早稲田大学）／ 

    上林陽治（立教大学）／権奇法（愛媛大学）

／森稔樹（大東文化大学） 

自治総研：其田茂樹（事務局）／坂本誠（事務局）

／汪穎／中嶌いづみ 

概要：上林陽治委員報告「第15次分権一括法」 

次回開催予定：2026年３月27日（金）14：30 

 

(８) 地方自治体のＡＩ運用に関する研究会  

次回開催予定：2026年３月24日（火）17：00 

 

＊第38回自治総研セミナーの動画配信 

 下記よりご覧になれます（３月下旬くらいまで） 

 https://jichisoken.jp/news/38th-seminer_movie/ 



 

 

－ 72 － 

●－自治総研通巻569号 2026年３月号－● 

   BOOK REPORT 受贈図書等紹介 

 

 

 

 

 

 

 

 長が不信任議決を受けて突然議会を解散し

た場合も、選挙管理委員会は公職選挙法の膨

大な規定に従い、期日に公正に選挙を執行す

ることが求められる。選挙事務は民主主義の

根幹を支える重要なものであるにもかかわら

ず、これまで投票行動や政党・政策について

の政治学的研究の蓄積は厚いものの、選挙制

度や選挙事務などの選挙行政の研究について

は薄かった。本書は、十数年にわたり自治体

選挙に関する研究を行い、『自治総研』誌で

も毎年論考を発表してきた著者の博士論文を

ベースとした選挙行政についての本格的な研

究書である。 

 第Ⅰ部の各章では、選挙行政の基本構造に

ついて、行政委員会である選挙管理委員会や

選挙啓発・公明選挙運動などの分析を行う。

第Ⅱ部「選挙行政と地方自治」では、中央選

挙管理機関の解体と再編、選挙管理と住民参

加、選挙の財源保障などを取り上げる。 

 第Ⅲ部「自治体選挙法の国政従属性と改革

のアリーナ」では、公職選挙法の成立と課題、

地方分権改革による選挙行政への影響などを

分析し、国政選挙と共通の公職選挙法から

「自治体選挙法」を切り離す「ルート」も論

じている。終章では、人口減少社会における

自治体選挙体制の切実な課題も論じ、今後の

自治体選挙行政を展望する。 

 

 

   BOOK REPORT 受贈図書等紹介 

 

 

 

 

 

 

 

 その昔、喫茶店などのおしぼりはなんとな

く臭かった。1976年に環境衛生監視員として

特別区職員となった著者が、衛生監視の現場

での現状や苦情からおしぼりの菌を割り出し、

効果的な洗浄法を発見した。1982年、国の基

準が変わり、今、安全で清潔なおしぼりが提

供されるようになった。 

 著者は自主研究グループをつくり、ルーチ

ンワーク、現場からの問題意識、発想を根気

強く追究し、一職員でも、連携と研究で、普

遍的な衛生問題、環境問題を解決するイノ

ベーションをもたらすことができることを示

していった。 

 本書はそうした経緯、そしてその後の著者

の活躍が収められている。著者は、墨田区の

都市洪水（下水逆流などの内水氾濫）被害か

ら、雨水利用を発想し、地域への路地尊とい

う雨水タンクの設置、そして新国技館への雨

水利用システムの導入、ついにはスカイツ

リーの雨水利用システム、またバングラデ

シュなどへの国際協力を実現していった。 

 著者は仕事をしながら薬学博士の学位を取

得し、大学の教壇に立ち、区役所退職後は、

奥様の実家の田畑を耕し、環境課題への取り

組みも続けている。本書で著者が歩んだス

ケールの大きい公務員の王道と地域からの環

境問題の考え方をぜひ知っていただきたい。 

戦後自治体選挙行政体制

の成立と展開 
 

 
堀内 匠 著

2025年９月

敬文堂

6,500円＋税

ドクトル天水 

＜現場＞から 

世界を変える 
 

ドクトル天水(村瀬 誠) 著

2025年９月

公人の友社

2,500円＋税
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今月のマガジン・ラック 
 

 
 
各地の地方自治研究所・センター等の発行誌の主な内容を、当研究所の責任で紹介します。

前月末までに到着したものを対象とします。 
 

 

 

北海道自治研究 第684号 2026年１月              公益社団法人 北海道地方自治研究所 

鋭角鈍角 多文化共生に根差した「北海道ファースト」を 

               北海道大学教授・北海道地方自治研究所理事長 山 崎 幹 根 

2025自治講座 夕張の現状から自治の課題を考える 

 基調講演① 夕張市財政再建20年の取り組みと現状・まちづくりの展望   夕張市長 厚 谷   司 

 基調講演② 地方財政健全化法以降の地方財政の動向と現在の課題  北海道大学教授 今 井 太 志 

 報告 夕張市の今を取材して         読売新聞東京本社調査研究本部研究員 宮 下 悠 樹 

 ＜パネルディスカッション＞夕張の現状から自治の課題を考える      夕張市長 厚 谷   司 

北海道大学教授 今 井 太 志 

読売新聞東京本社調査研究本部研究員 宮 下 悠 樹 

（司会）北海道大学教授・北海道地方自治研究所理事長 山 崎 幹 根 

北海道近現代史研究会・第10回現地視察レポート ― 空知８市町の炭鉱遺産を巡って 

北海道地方自治研究所研究員 正 木 浩 司 

 ─────────────────────────────  

 

地方自治あおもり 第182号 2025年12月          一般社団法人 青森県地方自治研究センター 

視点 空き家問題から               自治労青森県本部中央執行委員長 佐 藤 英 司 

青森市の地域交通に関する現状分析と課題整理    青森県地方自治研究センター理事 加 藤   篤 

労働運動にとって「今、連立政権」とは ― 平和な社会を滅ぼさぬため、政治の虚を見抜く 

                        青森県地方自治研究センター研究員 井 上   浩 

武力攻撃事態と「戦争非協力」について ― 対米敗戦から80年の今を考える 

                        青森県地方自治研究センター研究員 井 上   浩 

【資料】社民フォーラム津軽「学習会」 ― 高市早苗が目指す「右翼連立政権」に抗す 同床異夢の「自

民・維新“連立”」 

 ─────────────────────────────  

 

新潟自治 第106号 2026年１月                公益社団法人 新潟県自治研究センター 

年頭ご挨拶 ― 政策は地域に生きる人々のために    新潟県自治研究センター理事長 和 田 光 弘 

特集 2026年にいがたのいま  

 失われたコメ政策転換の検討             新潟県自治研究センター理事 池 田 千賀子 

 伝統と革新が交錯する清酒の国 ― 無形文化遺産「日本酒造り」 

                    新潟県自治研究センター常務理事・研究主幹 桝 口 敏 行 
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 “転換点”に立つ新潟スポーツ界 

新潟県自治研究センター研究員・新潟野球ドットコム記者 岡 田 浩 人 

 佐渡の世界文化遺産と雇用の姿 ― 世界遺産登録から１年 

                    新潟県自治研究センター常務理事・研究主幹 桝 口 敏 行 

 「職を賭して」「信を問う」の真を問う ― 政治家の「言葉の重さ」の観点から 

 新潟県自治研究センター理事・研究主幹 斎 藤 喜 和 

未来が選ぶまちになる 人口減少を自治体の現場から考える ― 2025新潟県自治研究集会を開催 

自治労新潟県本部副執行委員長・自治研推進委員長 山 本 善 人 

ＮＥＷＳ東西南北 リポート 

 「こだわろう！ くらしの向上 ひろげよう！ 仲間の輪」  

日本労働組合総連合会新潟県連合会会長 小 林 俊 夫 

 外国人差別や排外主義が激化 多文化共生社会は民主主義の基盤 

     新潟県自治研究センター常務理事・研究主幹 長 沢 正 一 

 高市政権の命運を握る物価対策       新潟県自治研究センター理事・研究主幹 種 田 和 義 

新首長の抱負 

 みんなでつくる燕市                           燕市長 佐 野 大 輔 

 市民に寄り添い共に歩むまちづくり                   上越市長 小 菅 純 一 

新潟県内自治体選挙データ 2025下半期（７月～12月） 

自治研センターの動き 

 ─────────────────────────────  

 

とちぎ地方自治と住民 第634号 2026年１月        一般社団法人 栃木県地方自治研究センター 

巻頭言 新年に寄せて            栃木県自治研センター理事長（弁護士） 太田 うるおう 

戦後80年企画「栃木から平和を考える」講演会 ― 沖縄戦と軍事要塞化する南西諸島  

栃木県自治研センター理事長（弁護士） 太田 うるおう 

政府補正予算をめぐる六つの論点 ― 財源責任放棄の与党政治     宇都宮大学教授 中 村 祐 司 

文系では駄目ですか                     弁護士（元栃木市長） 鈴 木 俊 美 

地域短信 30年後の地域の姿を語り合う 田園環境都市おやまビジョン「地区別ビジョン」報告会に参加 

小山市議会議員 直 井 一 博 

地域短信 午（ウマ）年を前にクマ対策を問う ― 令和７年12月議会  足利市議会議員 加 藤 正 一 

県市町村課「令和７（2025）年度普通交付税（栃木県内市町村分）の再算定結果について」 

 ─────────────────────────────  

 

ＳＡＩＴＡＭＡ自治研通信 第296号 2026年１月      公益財団法人 埼玉県地方自治研究センター 

本年もよろしくお願いいたします         埼玉県地方自治研究センター理事長 山 本 正 乃 

2026年度政府予算案を見てみよう 

埼玉自治研公開セミナーのお知らせ 2026年２月21日（会場：さいたま共済会館） 

 2026地方財政計画と地方財政 ― 2026自治体財政を市民の手に 講師：地方自治総合研究所研究員 其田茂樹 

 ─────────────────────────────  
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自治研かながわ月報 第217号 2025年12月        公益社団法人 神奈川県地方自治研究センター 

巻頭言 記憶と記録に残る調査研究「地方分権国際比較」 

 神奈川県地方自治研究センター顧問 上 林 得 郎 

政策レポート 川崎臨海部における土地利用転換と交通機能強化に向けた方針等について 

川崎市臨海部国際戦略本部土地利用転換推進部担当課長 下 田 真 人 

川崎市臨海部国際戦略本部基盤整備推進部担当課長 古 市 朋 輝 

政策レポート 藤沢市議会ハラスメントの防止に関する条例制定の課題と考察 

藤沢市議会議員 大 矢   徹 

 ─────────────────────────────  

 

クォータリーかわさき通信 第36号 2026年１月       一般社団法人 川崎地方自治研究センター 

川崎市長選挙報告 福田紀彦氏４選、他候補を寄せつけず 

川崎区市議補選は、自民菅谷に 

京畿道富川教育支援庁と教育交流に関して協約書締結 

書評『少年が来る』ハン・ガン著                          片 井 博 美 

おススメの本『川崎 在日コリアンの歴史 ― 共にいるまちを築いた人びと』 山田孝夫他著 

川崎市の主な動き（2025年10月～11月） 

 ─────────────────────────────  

 

信州自治研 第407号 2026年１月                    長野県地方自治研究センター 

年頭にあたって                 長野県地方自治研究センター理事長 中 村 明 文 

地域包括ケアシステムと訪問介護 ― システムの基盤をつくる訪問介護 

新潟医療福祉大学教授 渡 邊 敏 文 

第60回地方自治研究長野県集会 

 第１分科会「地域の魅力発信のツールとしての『ＳＡＫＥ』を通じた取り組み」レポート 

 長野県の地酒振興策について      長野県産業労働部産業技術課地酒食品振興係 御子柴 正 明 

水面９                           福山市立大学名誉教授 前 山 総一郎 

市町村の出来事（11・12月号広報より） 

『長野県市町村のおだいどころ（2023年度版） ― 自治体財政分析結果』発刊のご案内    編 集 部 

 ─────────────────────────────  

 

月刊「地方自治みえ」 第403号 2026年１月               三重県地方自治研究センター 

消防団を活用した地域防災力向上の可能性 兵庫県立大学大学院減災復興政策研究科教授 青 田 良 介 

 ─────────────────────────────  

 

フォーラムおおさか 第183号 2026年１月           ＰＬＰ会館 大阪地方自治研究センター 

高市連立政権 維新がもくろむ 大阪ありきの「副首都」構想 狙いは大阪市廃止の「都構想」の実現 

大阪発！ 保育子育てを考える集い 大阪府本部社会福祉評議会 

記念講演 「発達主義」を見直し緩やかな生き方を選べる保育へ  関西学院大学教授 桜 井 智恵子 

大阪の自治ダイヤリー 2025.10.1～12.12 

 ─────────────────────────────  
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自治研なら 第141号 2025年11月                    奈良県地方自治研究センター 

巻頭言 過去のできごとから学ぶ                       奈良県自治研センター 

特集 阪神・淡路大震災から30年 防災・減災について考える       奈良県自治研センター事務局 

自治研奈良 じちけん瓦版発行報告（2025年第１号～第９号） 

自治労奈良県本部組織内議員のページ 

 ３期目の活動がスタートしました                 奈良市議会議員 阪 本 美知子 

 本日も宇陀日和 ― 宇陀と生きる・宇陀で活きる 

 宇陀市議会議員・自治研センター研究員 南 浦 寿 雄 

『自治研なら』バックナンバー 
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図 書 番 号 図   書   名 編 著 者 名 発 行 所 発 行 年

    0 総記 

03 辞書、辞典、文献目録 

03-171-104 国会便覧／162版  シュハリ・イニ

シアティブ 

2025（令７）

06 年鑑 

06-01-83 日本都市年鑑／83／令和７年版 全国市長会 第 一 法 規 2025（令７）

    2 法律 

23 行政法 

23-550-07 行政法概説／Ⅱ／行政救済法／

第８版 

宇賀克也 有 斐 閣 2025（令７）

     

23-707-01 情報公開・個人情報保護／自治

体審査実務編 

友岡史仁 信 山 社 2022（令４）

     

23-707-02 基本争訟法務／自治体行政救済

法（基礎）編 

友岡史仁 信 山 社 2023（令５）

     

23-707-03 公文書管理／自治体条例制定・

文書管理保存実務 

友岡史仁 信 山 社 2023（令５）

     

23-707-05 ＤＸ・オープンデータ対応／自

治体情報公開・個人情報保護編

友岡史仁 信 山 社 2025（令７）

    3 行政 

32 行政組織 

32-5-51 行政機構図／令和７年度版 行政管理研究センター 行政管理研究セ

ンター 

2025（令７）

    4 地方自治 

42 地方自治制度 

42-379 広域連携が困難な市町村におけ

る補完のあり方に関する研究会

報告書 

 広域連携が困難

な市町村におけ

る補完のあり方

に関する研究会 

2017（平29）

45 地域と自治体(２) 

45-68 生き続ける震災遺構／三陸の人

びとの生活史より 

坂口奈央 ナカニシヤ出版 2025（令７）
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図 書 番 号 図   書   名 編 著 者 名 発 行 所 発 行 年

     

45-69 福島県浪江町／原発被災を超え

て新たな「まち」をつくる 

関満博 新 評 論 2025（令７）

     

45-70 戦後日本の地方移住政策史／地

域開発と＜人材＞創出のポリ

ティクス 

伊藤将人 春 風 社 2025（令７）

     

45-71 自治体における「負の政策波

及」／障害者差別解消条例と

ホームレス支援政策はいかに抑

制されたか 

白取耕一郎 法 律 文 化 社 2025（令７）

    5 財政 

51 税制 

51-235 租税法概説（第５版） 中里実／弘中聡浩／渕

圭吾／伊藤剛志／吉村

政穂 

有 斐 閣 2025（令７）

53 財政調整 

53-7-59-3 地方交付税等関係計数資料／Ⅲ

／令和６年度 

総務省自治財政局 総 務 省 2025（令７）

     

53-7-60-1 地方交付税等関係計数資料／Ⅰ

／令和７年度 

総務省自治財政局 総 務 省 2025（令７）

     

53-7-60-2 地方交付税等関係計数資料／Ⅱ

／令和７年度 

総務省自治財政局 総 務 省 2025（令７）

    7 社会労働 

70 社会労働一般 

70-350-12 ジェンダー法研究／第12号／

2025・12 

浅倉むつ子／二宮周平

／三成美保 

信 山 社 2025（令７）

79 自治労 

79-24 自治労富山県本部運動史／第５

巻 

自治労富山県本部運動

史編集委員会 

自治労富山県本

部 

2024（令６）
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